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   この手引で用いている略語は､ 次のとおりです｡  

     法………………………………………法人税法(昭40法律第34号)  

     令………………………………………法人税法施行令(昭40政令第97号)  

     規 則…………………………………法人税法施行規則(昭40大蔵省令第12号)  

     措置法…………………………………租税特別措置法(昭32法律第26号)  

     措置法令………………………………租税特別措置法施行令(昭32政令第43号)  

     措置法規則……………………………租税特別措置法施行規則(昭32大蔵省令第15号)  

     新信託法………………………………信託法(平 18 法律第 108 号） 

     証券取引法一部改正法………………証券取引法等の一部を改正する法律(平 18 法律第 65号) 

     中小企業新事業活動促進法…………中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平 11 法律第 18号) 

（注） この手引は、平成 19年４月１日以後に終了する連結事業年度分の法人税申告書別表に対応しています。 

 

  



Ⅰ 連結確定申告書の提出について  

 

１ 連結確定申告書の提出先及び提出期限 

連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から 2月以内に、納税地の所轄税務署長に対し連結

確定申告書を提出しなければならないこととされています（法 81 の 22）。 

なお、連結親法人が、次に掲げる理由により提出期限までに連結確定申告書を提出することができ

ない常況にあると認められる場合には、提出期限の延長の特例を申請することにより、連結確定申告

書の提出期限を 2月間延長することができます（法 81 の 24）。 

① 会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しない

ため、連結事業年度終了の日の翌日から 2月以内に連結確定申告書を提出することができない場合 

② 連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若

しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、連結事業年度終了の日の

翌日から 2月以内に連結確定申告書を提出することができない場合 

ただし、特別の事情により連結事業年度終了の日の翌日から 4月以内に各連結事業年度の連結所得

の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得ない

事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間まで延長することができます。 

( )注 1  提出期限の延長の特例を受けるためには、最初に適用を受けようとする連結事業年度終了の日

の翌日から 45 日以内に納税地の所轄税務署長へ申請書を提出する必要があります。 

   2  1 の申請書は、法第75条の 2 ((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定による確定申告書の

提出期限の延長が認められていた法人であっても、改めて提出する必要があることにご注意くだ

さい。 

 

２ 時価評価法人等の申告書等用紙について 

 設立事業年度等の承認申請特例（法 4 の 3 ⑥）による申請に基づく場合における連結親法人の最初

連結事業年度において、連結子法人が時価評価法人等に該当することにより、その連結子法人の承認

を受けた日を含む事業年度を連結申告ではなく単体申告を行うこととなるときは、その連結子法人の

所轄税務署に単体申告用の申告書等用紙の交付を申し出てください。 

 

３ 消費税及び地方消費税について 

⑴ 消費税及び地方消費税については、連結納税制度は適用されませんが、課税期間は法人税法上の

事業年度とされているため（消費税法 19①二、地方税法 72 の 78③）、連結事業年度に合わせて課税

期間が変わる可能性があります。特に、連結納税を適用する前において親法人と課税期間が異なる

期間となっていた子法人についてはその課税期間が変更され、その変更後の課税期間に係る消費税

及び地方消費税の確定申告が必要となりますのでご注意ください。 

( )注 法人税について連結確定申告書の提出期限の延長を認められている場合であっても、消費税及

び地方消費税の確定申告書の提出期限については適用がないことにご注意ください。 
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⑵ また、消費税及び地方消費税については、連結納税制度は適用されませんので、消費税及び地方

消費税の確定申告書の用紙は連結親法人又は連結子法人のいずれであるかにかかわりなく、課税事

業者に該当する法人に送付しています。 

 

４ 連結確定申告書等の用紙の送付について 

次に掲げる連結確定申告書等の用紙は、それぞれ次に掲げるものを、連結親法人の所轄税務署から

連結親法人あてに送付しています。 

⑴ 連結確定申告書 

① 連結確定申告書別表一の二 

② 連結申告書別表セット（別表二から別表十六㈧までの別表のうち主要なもの） 

⑵ 個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類 

① 個別帰属額等の一覧表 

② 個別帰属額の届出書（連結親法人分） 

③ 個別帰属額等届出書付表セット（別表四の二付表から別表十六㈧までの別表のうち主要なもの）

（連結親法人分） 

⑶ 勘定科目内訳明細書（連結親法人分） 

・ 勘定科目内訳明細書セット 

申告に当たり、⑴①「連結確定申告書別表一の二」及び⑵②「個別帰属額の届出書（連結親法人分）」

以外の用紙につき税務署から送付した用紙以外の用紙を使用しているため、翌連結事業年度以降、送

付が不要な場合には、連結確定申告書別表一の二及び個別帰属額の届出書の「別表等送付要否」欄の

「否」欄に○をしてください。 

なお、翌連結事業年度以降、別表等の送付を「否」とされた場合でも、⑴①、⑵②及び法人事業概

況説明書については、引き続き税務署から送付した用紙により提出してください。 

 

５ 連結確定申告書の添付書類 

連結確定申告書には、連結親法人及び連結子法人の次に掲げる書類を添付します。 

① 貸借対照表及び損益計算書 

② 株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処分表 

③ 勘定科目内訳明細書 

④ 個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類 

⑤ 事業概況書 

⑥ 組織再編成に係る契約書等の写し 

⑦ 組織再編成に係る主要な事項の明細書 

⑧ 特別償却の適用を受ける場合の明細書（特別償却限度額の計算に関する付表）及び圧縮記帳の適

用を受ける場合の収用証明書など連結確定申告書に添付することが適用の要件とされている書類

（以下「明細書・証明書等」といいます｡) 
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６ 個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類 

個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類は、各連結法人ごとに作成し、連結確定申告書に添

付することとなります。この連結確定申告書への添付に際しては、各連結法人ごとに作成した個別帰

属額及びその計算の基礎を記載した書類を取りまとめ、その表紙として個別帰属額等の一覧表を付し

てください（「７ 連結確定申告書の添付書類の編てつ順について」を参照してください｡)。 

⑴ 個別帰属額を記載した書類は、個別帰属額の届出書を使用して作成し、連結確定申告書に添付し

ます。 

なお、連結子法人分の作成に当たっては、連結子法人が本店又は主たる事務所の所在地の所轄税

務署長に届け出る個別帰属額の届出書の写しを使用することとして差し支えありません。 

⑵ 個別帰属額の計算の基礎を記載した書類の作成に当たっては、連結確定申告書の別表の写しを使

用することとして差し支えありません。なお、連結子法人分については、添付を省略することがで

きます。 

また、連結親法人分の作成及び添付に当たっては、次の点にご注意ください。 

① 個別帰属額に係る明細書（各別表の付表）だけでなく、その個別帰属額を算出するために必要

な別表も添付する必要があります。 

例えば、外国税額控除を適用する連結親法人にあっては、「別表六の二㈡付表 各連結法人の外

国税額の控除に関する明細書」の「連結控除限度個別帰属額 9」の欄の金額の計算において「別表

六の二㈡ 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書」の「連結控除限度額16」の欄

の金額が必要となるため、「別表六の二㈡付表」だけでなく「別表六の二㈡」も併せて添付するこ

ととなります。 

このことは、「別表七の二付表一 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に

関する明細書」、「別表七の二付表二 連結欠損金個別帰属額に関する明細書」などについても同

様です。 

② 別表の一部に個別帰属額に係る記載欄が設けられている別表については、その個別帰属額に係

る記載欄だけでなく、それ以外の欄についても記載します。 

例えば、「別表八の二 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書」にあっ

ては、株式等の種類ごとに連結グループでの益金不算入額などが個別帰属額の計算に必要となる

ため、「個別帰属額の計算」以外の各記載欄につき、その連結所得の金額の計算において記載した

金額を転記します。 

このことは、「別表六の二㈠ 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書」、「別表十

四の二 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書」などについても同様です。 

③ 連結親法人と連結子法人のすべてが記載される別表については、連結親法人以外の記載欄を消

さずに添付してください。 

例えば、連結グループで損金算入限度額が設けられている「別表十五の二 交際費等の損金算

入に関する明細書」にあっては、「個別帰属損金不算入額20」の欄の計算の基礎となる「損金不算
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入額 4」の欄の算出に各連結法人の支出交際費等の額の合計額が必要であるため、連結法人のすべ

てにつき「5」から「19」までの各欄を記載します。 

このことは、「別表七の二付表一 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に

関する明細書」及び「別表七の二付表二 連結欠損金個別帰属額に関する明細書」についても同

様です。 

 

７ 連結確定申告書の添付書類の編てつ順について 

連結確定申告書の添付書類については、「個別帰属額等の一覧表」を表紙として、連結親法人及び各

連結子法人ごとに次の順に並べた上で、連結確定申告書に添付して提出してください。 

 
【添 付 書 類】

 【連結確定申告書】

組織再編成に係る書類

勘定科目内訳明細書

株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処分表 

貸借対照表、損益計算書

別表（四の二付表等）

個別帰属額の
届出書  

＋ 

《連結親法人分》《表 紙》 《連結子法人分》 
明細書・証明書等 

別表○○ 
別表四の二付表 

別表四の二 
別表二 

別表一の二 

組織再編成に係る書類

勘定科目内訳明細書

株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処分表

貸借対照表、損益計算書

個別帰属額の
届出書  

＋ 

 

 
個別帰属額等
の一覧表  

 

＋  

 

 

 

 

( )注  1 添付書類の連結子法人分については、各連結子法人ごとに、以降同じ順で並べてください。 

 2 上図では、連結子法人分の個別帰属額の計算の基礎を記載した書類(申告書別表)の添付を省

略しています（６⑵を参照してください。）。 
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Ⅱ 個別帰属額等の届出書の提出について  

 

１ 個別帰属額等の届出書の提出先及び提出期限 

連結子法人は、各連結事業年度の連結確定申告書の提出期限までに、連結子法人の本店又は主たる

事務所の所在地の所轄税務署長に個別帰属額等の届出書（①個別帰属額の届出書、②個別帰属額の計

算の基礎を記載した書類）を提出しなければならないこととされています（法 81 の 25）。 

 

２ 個別帰属額等の届出書用紙の送付について 

連結子法人が提出する個別帰属額等の届出書用紙については、連結子法人の所轄税務署から連結子

法人あてに次に掲げるものを送付しています。 

① 個別帰属額の届出書 

② 個別帰属額等届出書付表セット（別表四の二付表から別表十六㈧までの別表のうち主要なもの） 

届出に当たり、②の用紙につき税務署から送付した用紙以外の用紙を使用しているため、翌連結事

業年度以降、送付が不要な場合には、個別帰属額の届出書の「別表等送付要否」欄の「否」欄に○を

してください。 

なお、翌連結事業年度以降、別表等の送付を「否」とされた場合でも、①及び法人事業概況説明書

については、引き続き税務署から送付した用紙により提出してください。 

( )注 連結子法人の個別帰属額等の届出書用紙の送付先（連絡先）については、その送付先として連結

親法人の納税地を登録することにより、連結子法人の所轄税務署から連結親法人あてに送付するこ

とができます。 

今後、連結子法人が提出する個別帰属額等の届出書用紙の送付先を連結親法人の納税地とする場

合には、連結子法人の所轄税務署長に異動届出書（連絡先の登録）を提出してください。 

 

３ 個別帰属額等の届出書の添付書類 

個別帰属額等の届出書には、次に掲げる書類を添付します。 

① 貸借対照表及び損益計算書 

② 株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処分表 

③ 勘定科目内訳明細書 

④ 事業概況書 

⑤ 組織再編成に係る契約書等の写し 

⑥ 組織再編成に係る主要な事項の明細書 

( )注 Ⅰ５に掲げる連結確定申告書の添付書類のうち⑧の明細書・証明書等については、その明細書・

証明書等が連結子法人に係るものである場合には、個別帰属額等の届出書にその写しを添付してく

ださい。 

なお、規則第37条の 6 第 12 号から第 14 号まで((外国税額控除を受けるための書類))の書類のう 

ち連結子法人に係るものは、連結確定申告書に添付することに代えて、その連結子法人の個別帰属
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額等の届出書に添付することもできます。その際には、連結確定申告書の別表六の二㈡にその旨を

記載してください。 

 

４ 個別帰属額の計算の基礎を記載した書類 

個別帰属額の計算の基礎を記載した書類の作成に当たっては、連結確定申告書の別表の写しを使用

することとして差し支えありませんが、添付を省略することはできません。この点、Ⅰ６⑵と異なり

ますのでご注意ください。 

また、作成及び添付に当たっては、次の点にご注意ください。 

① 個別帰属額に係る明細書（各別表の付表）だけでなく、その個別帰属額を算出するために必要な

別表も添付する必要があります。 

例えば、外国税額控除を適用する連結子法人にあっては、「別表六の二㈡付表 各連結法人の外国

税額の控除に関する明細書」の「連結控除限度個別帰属額 9」の欄の金額の計算において「別表六

の二㈡ 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書」の「連結控除限度額16」の欄の金

額が必要となるため、「別表六の二㈡付表」だけでなく「別表六の二㈡」も併せて添付することとな

ります。 

このことは、「別表七の二付表一 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関

する明細書」、「別表七の二付表二 連結欠損金個別帰属額に関する明細書」などについても同様で

す。 

② 別表の一部に個別帰属額に係る記載欄が設けられている別表については、その個別帰属額に係る

記載欄だけでなく、それ以外の欄についても記載します。 

例えば、「別表八の二 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書」にあって

は、株式等の種類ごとに連結グループでの益金不算入額などが個別帰属額の計算に必要となるため、

「個別帰属額の計算」以外の各記載欄につき、その連結所得の金額の計算において記載した金額を

転記します。 

このことは、「別表六の二㈠ 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書」、「別表十四

の二 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書」などについても同様です。 

③ 連結親法人と連結子法人のすべてが記載される別表については、他の連結法人の記載欄を消さず

に添付してください。 

例えば、連結グループで損金算入限度額が設けられている「別表十五の二 交際費等の損金算入

に関する明細書」にあっては、「個別帰属損金不算入額 20」の欄の計算の基礎となる「損金不算入

額 4」の欄の算出に各連結法人の支出交際費等の額の合計額が必要であるため、連結法人のすべて

につき「5」から「19」までの各欄を記載します。 

このことは、「別表七の二付表一 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関

する明細書」及び「別表七の二付表二 連結欠損金個別帰属額に関する明細書」についても同様で

す。 
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５ 個別帰属額等の届出書の編てつ順について 

個別帰属額等の届出書については、個別帰属額の届出書を表紙として、個別帰属額の計算の基礎を

記載した書類及び添付書類を次の順に並べた上で提出してください。 

 

 
【個別帰属額等の届出書】

】 

明細書・証明書等(写)
別表○○

別表四の二付表

個
基【 別帰属額の計算の
礎を記載した書類 【添  付  書  類】 

組織再編成に係る書類 
勘定科目内訳明細書 

株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処分表 
貸借対照表、損益計算書  

 

個別帰属額の
届出書  

 

 

 ＋ 
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Ⅲ 各表の記載の仕方  

 

別表一の二(一) 「各連結事業年度の連結所得に係る申告書－普通法人（特

定の医療法人を除く｡）の分」の申告書 

 
１ この表の用途  

 この表は、普通法人である連結親法人が、連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合

に使用します。 
  ただし、措置法第 68 条の 100 第 1 項((特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例))に係

る同法第 67 条の 2 第 1 項((特定の医療法人の法人税率の特例)) の規定により承認を受けた医療法人

である連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合には、別表一の二㈢の申

告書を使用してください。 

 
２ 各欄の記載要領  

 ⑴ 一般の場合 

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結親法人名」及び

「代表者自署押印」 
  必ずフリガナを付け

てください。この場合、

正本には必ず代表者が

自署押印してください。

「同非区分」  別表二の「判定結果 18」で判定した区分を○で囲

んで表示します。 
 

「旧納税地及び旧法人

名等」 

 当期中に連結親法人の納税地若しくは法人名に異

動があった場合又は合併法人が被合併法人（連結親

法人であった法人）の最後連結事業年度の申告をす

る場合には旧納税地又は旧法人名（被合併法人名）

を、本店又は主たる事務所の所在地と納税地とが異

なる場合には本店又は主たる事務所の所在地を記載

するなど参考となる事項を記載します。 

 

「※税務署処理欄」  原則として記載する必要はありません。 
 ただし、「売上金額」欄については、個別帰属額等

の一覧表の「連結親法人及び連結子法人の個別帰属

額等の合計額」欄における「売上金額」欄の金額を

移記してください。 

 売上金額は、消費税の

事業者免税点の参考と

なり、また税務署におけ

る事務の効率化にもつな

がることから、記載をお

願いしています。 

 

 

 税務署から送付する用紙以外の用紙を使用してい

るため、翌連結事業年度以降、別表セット及び勘定

科目内訳明細書の送付が不要な場合は、「否」欄に○

 
要 否 

別 表 等 
送付要否 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

をします。 
 現在、「送付不要」としている連結親法人が、翌連

結事業年度以降、別表セット等の送付が必要となっ

た場合は、「要」欄に○をしてください。 

  税理士法第 30条 ((税務代理の権限の明示))又は第

33 条の 2 ((計算事項、審査事項等を記載した書面の

添付)) に規定する書面を申告書に添付する場合に

は、該当する欄に○をしてください。 

 

「連結事業年度分の 

     申告書」 

 空欄には、連結確定申告書と連結中間申告書との

区分に応じてそれぞれ「連結確定」又は「連結中間」

と記載します。 
 なお、期限後申告書である場合には、「期限後連結

確定」と記載してください。 

 この申告が連結中間

申告書である場合には、

更に、 
「 連結中 平成 年 

間申告  月 日 
の場合 平成 年 
の計算  月 日 
期間       」

にその計算期間を記載

してください。 

「リース特別控除取戻

税額５」 

 法第 4条の 5第 1項((連結納税の承認の取消し等))

の規定により法第 4 条の 2 ((連結納税義務者))の承

認を取り消された日の前日の属する連結事業年度

で、次に掲げる規定の適用により法人税額に加算す

ることとされる金額がある場合には、その金額につ

いてもこの欄に記載してください。 

① 措置法第 68 条の 9 第 10 項 ((連結納税の承認を

取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税

額)) 

② 措置法第 68 条の 10 第 5 項 ((連結納税の承認を

取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進

設備等に係る法人税額)) 

③ 措置法第 68 条の 11 第 7 項 ((連結納税の承認を

取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る

法人税額)) 

④ 措置法第 68 条の 12 第 7 項 ((連結納税の承認を

取り消された場合の事業基盤強化設備に係る法人

税額)) 

⑤ 措置法第 68 条の 13 第 4 項 ((連結納税の承認を

取り消された場合の沖縄の特定地域における工業

用機械等に係る法人税額)) 

⑥ 措置法第 68 条の 14 第 7 項 ((連結納税の承認を

 この場合、その金額の

計算に関する明細を別

紙に記載して添付して

ください。 

税理士法第30条        税理士法第33条 
の書面提出有        の２の書面提出有 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経

営革新設備等に係る法人税額)) 

⑦ 措置法第68条の15第7項((連結納税の承認を取

り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人

税額)) 

⑧ 平成 18 年改正法附則第 132 条((連結法人が情報

通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控

除に関する経過措置))の規定によりなおその効力

を有するものとされる平成18年改正前の措置法第

68 条の 15 第 12 項 ((連結納税の承認を取り消され

た場合の情報通信機器等に係る法人税額)) 

「法人税額計10」  措置法第 68 条の 67 第 1 項に規定する使途秘匿金

の支出がある場合には、使途秘匿金の支出の額の

40％相当額をこの欄の上段に外書として、記載しま

す。 

 この場合、「控除税額

12」及び「差引連結所得

に対する法人税額 13」の

欄の記載に当たっては、

この外書きをした金額

を「10」に含めて計算し

ます。 

「仮装経理に基づく過

大申告の更正に伴う控

除法人税額11」 

 当期が仮装経理に基づく過大申告の更正があった

日の属する連結親法人事業年度（法第 15 条の 2第 1

項に規定する連結親法人事業年度をいいます｡）開始

の日から 5 年以内に開始した連結事業年度であり、

かつ、その更正の通知書に記載された繰越控除され

る法人税額のうち前期以前の法人税額からまだ控除

されていない金額がある場合に、その金額を記載し

ます。 

 

「差引連結所得に対す

る法人税額13」 

 この金額が 100 円未満となる場合又はマイナスと

なる場合は記載しないでください。 
 

「連結中間申告分の法

人税額14」 

 この申告が連結確定申告である場合に連結中間申

告により納付すべき中間納付額を記載します。 
当該税額の納付の有

無にかかわらず記載し

ます。 

「差引確 連結中間申 

定法人 告の場合は 

税額  その税額と 

    し、マイナ 

⒀－⒁ スの場合は、 

 ⒄へ記入 
15」 

 この金額が 100 円未満となる場合又はマイナスと

なる場合は記載しないでください。この場合のマイ

ナスの金額は「連結中間納付額 17」に記載します。
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「この申告による還付

金額」の各欄 
 この申告が連結確定申告であり、かつ、所得税額

等の還付金額、連結中間納付額の還付金額又は連結

欠損金の繰戻しによる還付請求税額がある場合に、

それぞれの金額を記載します。 

 

「連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額

18」 

 この申告が修正申告でなく当初の申告である場合

には、還付請求書の「還付金額」をこの欄の外書に

移記します。 

 当期が平成14年 4 月 1

日から平成 20 年 3 月 31

日までの間に終了する

連結事業年度である場

合には、連結親法人につ

いて解散等（適格合併に

よる解散及び合併類似

適格分割型分割後の解

散を除きます｡）の特別

な事実があるときを除

き、法第 81 条の 31((連

結欠損金の繰戻しによ

る還付)) の規定の適用

を受けることができま

せんので注意してくだ

さい。 

「⑴の金額又は800万円

×  相当額のうち少

ない金額30」から「連

結所得金額32」までの

各欄 

 当期末における資本金の額若しくは出資金の額が

1 億円以下の連結親法人又は資本若しくは出資を有

しない連結親法人（相互会社を除きます。）の場合に

記載します。 

 当期末における資本

金の額又は出資金の額

が1億円を超える連結親

法人及び相互会社の場

合には、「その他の法人

の場合 33」に記載し、こ

の欄には記載しないで

ください。 

「⑴の金額又は800万円

×  相当額のうち少

ない金額30」 

 分子の空欄には、当期の月数（暦に従って計算し、

1月未満の端数は切り上げます。）を記載します。 

 なお、この算式により計算した金額に 1,000 円未

満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた金

額を記載しますが、その端数が「1」の連結所得金額

の 1,000 円未満の端数より多いときは、その端数を

切り上げた金額を記載します。 

 

「還付を受けようとす

る金融機関等」 

 「計 19」の還付金額について、取引銀行などの預

貯金口座への振込みを希望される場合は、その取引

銀行等の名称、預貯金口座名及びその口座番号を記

載してください。日本郵政公社の通常貯金口座への

連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額が

あるときは、別に還付請

求書の提出が必要です。

12 

12 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

振込みを希望される場合は「貯金記号番号」にその

通常貯金口座の記号番号のみを、郵便局窓口での受

取りを希望される場合は支払を受けようとする郵便

局名のみを記載してください。 
 
 
 ⑵ 修正申告の場合 
   ⑴によるほか、次により記載します。 

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結事業年度分の  

申告書」 

 空欄には、連結確定申告書と連結中間申告書との

区分に応じてそれぞれ「修正連結確定」又は「修正

連結中間」と記載します。 

 

「連結中間申告分の法

人税額14」 

 この申告前の連結確定申告等において連結中間納

付額の還付金額がある場合にも、その還付金額を控

除する前の連結中間申告分の法人税額を記載しま

す。 

 

「所得税額等の還付金

額16」又は「連結中間

納付額17」 

 既に還付を受けてい

るかどうかに関係なく

記載します。 

「連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額

18」 

 
 

 既に還付を受けている場合には、この修正申告に

より確定した連結欠損金額を基礎として計算される

還付を受けるべき金額を本書に記載しますが、この

場合、既に還付を受けた金額のほか、その還付に際

し還付加算金の支払を受けているときは、この申告

による還付金額に対応する還付加算金の額を含めて

記載します。 

(例) 

既に還付を受けた金額

500,000円

 同上の還付加算金 

30,000円

 修正申告による還付金額

300,000円

還付を受けるべき金額

に対応する還付加算金

 

 
＝18,000円 

この欄に記載する金額

300,000円＋18,000円

 ＝318,000円 

「法人税額23」 

 
この申告前の申告書の「15」の金額を記載します

が、この申告が更正又は決定後初めてのものである

場合には、更正決定通知書の「更正又は決定の金額」

の「差引連結所得に対する法人税額」の金額から連

結中間申告分の法人税額を控除した金額を記載しま

す。 

 

30,000円 
300,000円 

500,000円 
× 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「還付金額24」 

 
 この申告前の申告書の「16」及び「17」の金額に、

既に還付された連結欠損金の繰戻しによる還付金額

を加算した金額を記載しますが、この申告が更正又

は決定後初めてのものである場合には、更正決定通

知書の更正又は決定後の還付所得税額等の金額と還

付金額との合計額を記載します。 

 連結欠損金の繰戻し

による還付金額につき

還付加算金の支払を受

けている場合には、その

還付加算金の額を含め

て記載します。 

「この申告により納付

すべき法人税額又は減

少する還付請求税額

25」 

 

 「15」、「19」及び「この申告が修正申告である

場合」の各欄のうち記載金額のある欄に応じて、次

の金額を記載します。この場合、その金額が 100 円

未満となるときは記載しないでください。 

⑴ 「15」と「23」とがある場合には、「15」の金

額から「23」の金額を控除した金額 

⑵ 「15」と「24」の本書とがある場合には、「15」

の金額と「24」の本書の金額との合計額 

⑶ 「19」の本書と「24」の本書とがある場合には、

「24」の本書の金額から「19」の本書の金額を控

除した金額 

 

「連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額

18」から「この申告に

より納付すべき法人税

額又は減少する還付請

求税額25」までの外書 

 

 各欄の外書は、この申告が連結欠損金の繰戻しに

よる還付金額が過大であったことによる修正申告で

あり、かつ、その繰戻しによる還付が行われていな

い場合に限り、次により記載します。 

⑴ 「18」及び「19」には、この申告による減少後

の還付請求税額を外書きします。 

⑵ 「24」には、この申告前の還付請求税額を外書

きします。 

⑶ 「25」には、「24」の外書の金額から「19」の外

書の金額を控除した金額を外書きします。 

 

 
〔留意事項 法人課税信託の名称の併記〕 

 法第２条第 29 号の２((定義)) に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署

長等に申告書等を提出する場合には、申告書等には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載して

ください。 

 なお、法人課税信託の名称の併記をする場合には、法人課税信託の名称を１番上段に、その法人課税信託の受託者の法人名を下

段に記載してください。 

（注） 平成 19 年度税制改正における新信託法の制定に伴う法の改正後の規定は、原則として、新信託法の施行の日以後に効力が

生ずる信託（遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含みます。）について適用

し、同日前に効力が生じた信託（遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除きま

す。）については、従前どおりとされています（平成 19 年改正法附則 34①、平成 19 年改正令附則８）。 

（新法信託とは、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 109 号）第３条第１項、第６条第１

項、第 11 条第２項、第 15 条第２項、第 26 条第１項、第 30 条第２項又は第 56 条第２項((新法の適用等)) の規定により同法

第３条第１項に規定する新法信託とされた信託をいいます。） 
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別表三の二 ｢連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関す

る明細書｣ 

 

１ この明細書の用途等  

 この明細書は、別表二の「判定結果 18」において「特定同族会社」に該当する連結親法人が、法第

81 条の 13 第１項((連結特定同族会社の特別税率))及び平成 19 年改正前の法第 81 条の 13 第１項((連

結特定同族会社の特別税率))の規定により法人税を課される留保金額及び税額を計算する場合に使用

します。 

 ただし、次の⑴に掲げる連結親法人が次の⑵に掲げる連結事業年度において、次の⑶に掲げる書類

を連結確定申告書に添付した場合には、法第 81 条の 13 第１項又は平成 19 年改正前の法第 81 条の 13

第１項の規定は適用されませんので、この明細書の記載は必要ありません。 

⑴連結親法人 ⑵連結事業年度 ⑶添付書類 
措置法第 68 条の 109 第１項((経

営革新計画を実施する連結法人で

ある中小企業者に対する特定同族

会社の特別税率の不適用)) に規定

する連結親法人である特定同族会

社で中小企業新事業活動促進法第

９条第１項の承認を受けた中小企

業新事業活動促進法第２条第１項

に規定する中小企業者に該当する

もの 

承認経営革新計画に従って経営革

新のための事業を実施している連結

事業年度（平成 18 年４月１日から平

成 20 年３月 31 日までの間に開始す

る連結事業年度に限ります。） 

① 中小企業新事業活動促進法に

規定する行政庁が承認をした旨

を証する書類 

② 承認経営革新計画に従って経

営革新のための事業を実施して

いる旨を証する書類 

③ 承認経営革新計画の計画書の

写し 

 
( )注  1 上記⑶に掲げる書類については、「経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対す

る特定同族会社の特別税率の不適用制度に関する明細書」を利用してください。 

  2  中小企業新事業活動促進法第 2条第 1項に規定する中小企業者とは、次に掲げる業種に属する

事業を主たる事業として営むかの区分に応じて、それぞれ次に掲げる資本金の額又は出資の総額

の法人及び次に掲げる従業員数（常時使用する従業員の数をいいます。）の法人並びに企業組合、

協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会等をいいます。 

業     種 

中小企業新事業

活動促進法第 2条

第 1 項の該当号 

資 本 金 の 額 

又は出資の総額 
従業員数 

イ 製造業、建設業、運輸業その他の業種（ロ

からトまでの業種を除きます。） 
第 1 号 3 億円以下 300 人以下

ロ 卸売業 第 2 号 1 億円以下 100 人以下

ハ サービス業（ヘ及びトの業種を除きます。） 第 3 号 5,000 万円以下 100 人以下

ニ 小売業 第 4 号 5,000 万円以下 50 人以下

ホ ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイ

ヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製

造業を除きます。） 

3 億円以下 900 人以下

ヘ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3 億円以下 300 人以下

ト 旅館業 

第 5 号 

5,000 万円以下 200 人以下
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 なお、当期の連結所得の計算に当たって、次に掲げるような益金不算入額又は損金算入額があるた

め、当期の連結所得の金額が０となる場合であっても、当期の連結留保金額について法第 81 条の 13 の

規定による連結特定同族会社の特別税率又は平成 19年改正前の法第 81条の 13 の規定による連結特定

同族会社の特別税率が適用されることがあることに注意してください。 

① 非適格合併又は非適格分割型分割による移転資産等の譲渡損失額（法 81 の 13 ②） 

② 受取配当等の益金不算入額（令第 155 条の 24 ((連結事業年度において他の連結法人から受ける配 

当等の額))の配当等の額に係る金額を除く。）（法 81 の 13 ②） 

③ 法人税額の還付金等（過誤納及び中間納付額に係る還付金を除く。）の益金不算入額（法 81 の 13 ②）  

④ 繰越連結欠損金の損金算入額（法 81 の 13 ②） 

⑤ 分割前事業年度等の欠損金の損金算入額（法 81 の 13 ②） 

⑥ 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額（法 81 の 13 ②） 

⑦ 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額（措置法 68 の 62 ④） 

⑧ 沖縄の認定法人の連結所得の特別控除額（措置法 68 の 63 ⑤） 

⑨ 収用換地等の場合の連結所得の特別控除額（措置法 68 の 73 ⑨） 

⑩ 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除額（措置法 68 の 74 ⑥、68 の 75 ④、68 の 76 ③） 

⑪ 特定外国子会社等、特定外国法人又は特定外国信託が配当等をした場合の課税済留保金額の損金 

算入額（措置法 68 の 92 ⑦、68 の 93 の 8④、平成 19 年改正前の措置法 68 の 93 の 4 ③） 

⑫ 農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の特別控除額（措置法 68 の 101 ④） 

⑬ 株式移転に係る子会社株式等の譲渡利益相当額の損金算入額（平成 18 年改正前の措置法 68 の 105 

④）  

⑭ 租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例により減額される所得の金額のうち、相手国の

居住者に支払われない金額（租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律 7 ②） 

 
２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結留保所得金額

１」 

別表四の二「46 の②」の金額を記載します。 
なお、令第 9条の 2第 1 項第 2 号の 2((連結利益積立

金額))に掲げる金額が生じた場合には、その金額をこ

の欄の上段に内書として記載します。 

 

この場合には、「8」

の欄の記載に当たって

は、その内書として記載

した金額を「1」の金額

から減算して計算しま

す。 

「連結法人税額６」 別表一の二㈠の「差引法人税額 4」＋「リース特別

控除取戻税額 5」＋「同上に対する税額 7」＋「法人

税額計 10」の外書－「仮装経理に基づく過大申告の

更正に伴う控除法人税額 11」－「控除税額の計算」

の「計43」により計算した金額を記載します。この場

合、この金額がマイナスになるときには、０と記載し

ます。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「期首連結利益積立金

額11」 

⑴ 平成 18 年 5 月 1 日以前に開始した連結事業年度

にあっては「又は（（別表五の二(一)「20 の①」）－

⑷）」を消します。 
⑵ 平成 18 年 5 月 1 日後に開始する連結事業年度に

あっては「（別表五の二(一)「20 の①」）又は」を消

します。 

 

「適格合併等により増

加した連結利益積立金

額12」 

適格合併、適格分割型分割又は連結完全支配関係を

有する他の連結法人の株式の譲渡等により増加した

連結利益積立金額を記載します。 

 

「適格分割型分割等に

より減少した連結利益

積立金額13」 

適格分割型分割又は連結完全支配関係を有する他

の連結法人の株式の譲渡等により減少した連結利益

積立金額を記載します。 

 

「積立金基準額15」 この金額がマイナスとなる場合には、０と記載しま

す。 
なお、「期末連結利益積立金額14」の金額がマイナ

ス（△）である場合には、「同上の 25％相当額 10」の

金額とそのマイナスの金額との差額に相当する金額

を記載します。 

例えば、「10」の金額が

25,000,000円、「14」の金

額が△5,000,000円である

場合には、25,000,000円

－（△5,000,000円）＝

30,000,000円を「15」に

記載します｡ 

「定額基準額2,000万

円×  16」 

 「   の分子には、当期の月数（暦に従って計

 算し、

す。 

 

「所得基準額29」  次の区

⑴ 平成

イ 連

億円

  (28)

ロ 連

億円

  (28)

⑵ 平成

  (28)

「前期末の総資産の額

の合計額30」から「自

己資本基準額32」まで

の各欄 

 連結親

下である

開始した

の連結事

 
12 」 

 
12 
 

1 月未満の端数は切り上げます。）を記載しま

分に応じ、それぞれ次により記載します。 
19 年 4 月 1日前に開始した連結事業年度 
結親法人の資本金の額又は出資金の額が１

以下である場合 
 ×（40％又は 50％） 
結親法人の資本金の額又は出資金の額が１

超である場合 
 ×（40％又は 50％） 
19 年４月１日以後に開始する連結事業年度

 ×（40％又は 50％） 

 

法人（資本金の額又は出資金の額が１億円以

ものに限ります。）の平成 19 年４月１日前に

連結事業年度である場合に記載し、それ以外

業年度である場合は記載しません。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「課税連結留保金額」

の「35」及び「36」 
「   の分子には、当期の月数（暦に従って計

算し、1月未満の端数は切り上げます。）を記載しま

す。 

 

「年3,000万円相当額を

超え年１億円相当額以下

の金額（((34)－(35))

又は(１億円×  －

(35)) のいずれ

い金額）36」 

「課税連結留保金額 34」の金額が年 3,000 万円相当

額を超える場合に、年 3,000 万円相当額を超え年１億

円相当額以下の金額を記載します。 
この場合、その金額に 1,000 円未満の端数が生じた

 

12 」 

 

 

３ 根拠条文  

 法 81 の 13、

の 23～155 の 2
 
12

か少な ときは、その端数を切り捨てた金額を記載しますが、

その端数が「課税連結留保金額 34」で切り捨てた

1,000 円未満の端数より多いときは、その端数を切り

上げた金額を記載します。 

平成 19 年改正前の法 81 の 13、令 155 の 23～155 の 25 の 2、平成 19 年改正前の令 155

5 の 3、措置法 68 の 109、平成 19 年改正前の措置法 68 の 109、措置法規則 22 の 80 
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別表三の二付表 「連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰

属額の計算に関する明細書」 

 

１ この明細書の用途  

この明細書は、特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13 ((連結特定同族会社の特別税

率))又は平成19年改正前の法第81条の13 ((連結特定同族会社の特別税率))の規定の適用を受ける

場合に各連結法人ごとに記載し、連結留保金額に対する税額のうち各連結法人の個別帰属額を計算す

るために使用します。 
 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「法人名」  連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこの

中に連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算

を行う連結法人の法人名を記載します。 

 

「個別留保所得金額

１」 

 別表四の二付表「46 の②」の金額を記載します。

 なお、令第 9 条の 2第 1項第 2 号の 2 ((連結利益積

立金額))に掲げる金額が生じた場合には、この金額を

上段に内書として記載します。 

 

この場合には、「13」

の欄の記載に当たって

は、この内書として記載

した金額を「１」の金額

から減算して計算しま

す。 

「連結法人間配当等の

当期支払額２」 

 その支払に係る基準日（その定めがない場合には、

その支払に係る効力が生ずる日。以下同じ。）にその

連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国

法人に当該連結事業年度に支払う配当等の額（令第

155 条の 23 第 1 項((連結留保金額から控除する金額

等))に規定する配当等の額をいいます。以下同じ。）

を記載します。 

 

「連結法人間配当等の

当期受取額３」 

 その支払に係る基準日にその連結法人との間に連

結完全支配関係がある他の内国法人から当該連結事

業年度に受け取る配当等の額を記載します。 

 

「当期末配当等の額

（連結法人間配当等の

額を除く。）５」 

 法第81条の13第3項の規定の適用を受ける剰余金

の配当又は利益の配当により減少する連結個別利益

積立金額を記載します。 

 

「連結留保税額の個別

帰属額がないものとし

た場合に法人税の減少

額として収入すべき金

額６」 

「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届

出書―連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除

く｡）である連結法人の分」の「差引連結法人税個別

帰属額 4」＋「個別リース特別控除取戻税額 5」＋「同

上に対する税額 7」＋「連結法人税個別帰属額計 10」
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

 の外書－「個別控除税額 11」－「連結欠損金の繰戻

しによる還付金の個別帰属額 13」により計算した金

額がマイナス（△）になる場合のその金額を記載しま

す。 

 

「連結留保税額の個別

帰属額がないものとし

た場合に法人税の負担

額として支出すべき金

額７」 

「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出

書―連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除く｡）

である連結法人の分」の「差引連結法人税個別帰属額

4」＋「個別リース特別控除取戻税額 5」＋「同上に対

する税額 7」＋「連結法人税個別帰属額計 10」の外書

－「個別控除税額 11」－「連結欠損金の繰戻しによる

還付金の個別帰属額13」により計算した金額がプラス

になる場合のその金額を記載します。 

 

「個別所得金額に係る

連結法人税個別帰属額

９」 

「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届

出書―連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除

く｡）である連結法人の分」の「個別所得金額又は個

別欠損金額 1」の金額がプラスである場合の「算出連

結法人税個別帰属額 2」の金額を記載します。 

 

「個別欠損金額に係る

連結法人税個別帰属額

10」 

「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届

出書―連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除

く｡）である連結法人の分」の「個別所得金額又は個

別欠損金額 1」の金額がマイナス（△）である場合の

「算出連結法人税個別帰属額 2」の金額を記載しま

す。 

 

｢⑻＋⑼－⑽－(別表一

の二(一)｢11｣のうち帰

せられる金額)－別表

六の二(二)付表｢14｣－

(別表六の二(四)付表

一｢9｣＋｢16｣)－別表六

の二(五)｢15｣－別表六

の二(六)｢22｣－別表六

の二(七)｢22｣－別表六

の二(八)｢16｣－別表六

の二(九)｢23｣－別表六

の二(十)｢26｣－別表六

(十一)「22」－別表六

の二(十三)｢17｣11｣ 

 連結親法人が措置法第 68 条の 15 の 2 第 2 項((((中

小連結法人の教育訓練費の額に係る法人税額の特別

控除))))に規定する中小連結親法人に該当する場合に

おいて、同条第 1項の規定の適用を受けるときには、

この欄の算式中｢別表六の二(十三)｢17｣｣とあるのは

｢別表六の二(十二)｢17｣｣と読み替えて計算した金額

を記載します。 

 

「期首連結個別利益積 ⑴ 平成 18 年 5 月 1日以前に開始した連結事業年度  
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

立金額16」 にあっては「又は（（別表五の二(一)付表一「25 の

①」）－⑷）」を消します。 

⑵ 平成 18 年 5 月 1日後に開始する連結事業年度に

あっては「（別表五の二(一)付表一「25 の①」）又

は」を消します。 

 

「適格合併等により増

加した連結個別利益積

立金額17」 

適格合併若しくは適格分割型分割により被合併法

人若しくは分割法人から引継ぎを受けた連結個別利

益積立金額又は連結完全支配関係がある他の連結法

人の株式の譲渡等により増加した連結個別利益積立

金額を記載します。 

 

「適格分割型分割等に

より減少した連結個別

利益積立金額18」 

適格分割型分割により分割承継法人に引き継いだ

連結個別利益積立金額又は連結完全支配関係がある

他の連結法人の株式の譲渡等により減少した連結個

別利益積立金額を記載します。 

 

「個別帰属利益積立金

差額20」 

この金額がマイナスとなる場合には、０と記載しま

す。 
なお、「期末連結個別利益積立金額19」の金額がマ

イナス（△）である場合には、「同上の25％相当額15」

の金額にそのマイナスの金額の正数金額を加算した

金額を記載します。 
 

例えば、「15」の金額が

25,000,000円、「19」の金

額が△5,000,000円である

場合には､25,000,000円

と5,000,000円との合計

額30,000,000円を「20」

に記載します。 

「特定子会社の子会社

株式等の譲渡利益相当額

の損金算入額の個別帰

属額32」 

平成18年改正前の措置法第68条の105第 1項 ((株

式移転に係る課税の特例))の規定の適用を受ける場

合において、同項に規定する子会社株式等の譲渡利益

相当額の損金算入額のうち当該連結法人に帰せられ

る金額を記載します。 

 

「前期末の総資産の額

40」 

 前期の確定した決算に基づく貸借対照表に計上し

ている総資産の帳簿価額の合計額（次の⑴から⑸まで

に掲げる金額がある場合にはこれを減算し、⑹に掲げ

る金額がある場合にはこれを加算します。）を記載し

ます。 
⑴ 固定資産の帳簿価額を損金経理により減額する

ことに代えて積立金として積み立てている金額 
⑵ 特別償却準備金として積み立てている金額 
⑶ 土地の再評価に関する法律第3条第1項の規定に

より再評価が行われた土地に係る同法第7条第2項に

規定する再評価差額金が貸借対照表に計上されて

いる場合の同条第1項に規定する再評価差額に相当

する金額 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

⑷ その他有価証券（売買目的有価証券及び満期保有

目的等有価証券以外の有価証券をいいます。以下同

じ。）に係る評価益等相当額 
⑸ 当該連結法人との間に連結完全支配関係がある

他の連結法人に対する負債（借入金その他利子の支

払の基因となるものに限ります。）の額に相当する

金額 
⑹ その他有価証券に係る評価損等相当額 

「前期末の自己資本の

額41」 

 前連結事業年度終了の時における連結個別資本金

等の額（前連結事業年度が連結事業年度に該当しない

場合には、資本金等の額）及び連結個別利益積立金額

（前連結事業年度が連結事業年度に該当しない場合

には、利益積立金額）の合計額を記載します。 
 なお、その連結法人の同族株主等に対する負債（借

入金その他利子の支払の基因となるものに限りま

す。）の額がある場合には、その金額を加算します。

 

「基準個別留保金額

46」 

「(13)－((23)､(39)、（45）又は０)」は、次の場合

に応じそれぞれ次により記載します。 

⑴ 別表三の二の「15｣、「16｣、「29」又は「32」に

記載した金額のうち、「15」の金額が最も多い場合

(13)－((23)、(39)、(45)又は０) 

⑵ 別表三の二の「15｣、「16｣、「29」又は「32」に

記載した金額のうち、「16」の金額が最も多い場合

(13)－((23)、(39)、(45)又は０) 

⑶ 別表三の二の「15｣、「16｣、「29」又は「32」に

記載した金額のうち、「29」の金額が最も多い場合

(13)－((23)、(39)、(45)又は０) 

⑷ 別表三の二の「15｣、「16｣、「29」又は「32」に

記載した金額のうち、「32」の金額が最も多い場合

(13)－((23)、(39)、(45)又は０) 

 

「連結個別留保税額の

計算」の「47」及び「48」 

「   の分子には、連結親法人事業年度の月数 

（暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げま

す｡）を記載します。 

 
12 」 

３ 根拠条文   

法81の18①一、令155の43 
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別表四の二 「連結所得の金額の計算に関する明細書」 

 
１ この明細書の用途  

 この明細書は、各連結法人の損益計算書の当期(純)利益の額又は当期(純)損失の額を基として、い

わゆる申告調整により税務計算上の連結所得金額若しくは連結欠損金額又は連結留保所得金額を計算

するために使用します。 

 
２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「当期利益又は当期欠

損の額の合計額１」 

各連結法人の別表四の二付表「1」の「総額①」か

ら「社外流出③」までの各欄の金額をこの明細書の

「1」の「総額①」から「社外流出③」までの各欄に

それぞれ合計して記載します。 

 

「加算」の「減価償却

の償却超過額２」から

「減算」の「所得税額

等及び連結欠損金の繰

戻しによる還付金額等

26」までの各欄 

原則として、「当期利益又は当期欠損の額の合計

額 1」の「総額①」から「社外流出③」までの各欄

の記載に準じます。 

「加算」の「4」以下の

空欄及び「減算」の「9」

以下の空欄に記載すべき

事項が多い場合には、各

連結法人ごとに集計した

金額を記載することとし

ても差し支えありませ

ん。 

「連結所得金額又は連

結欠損金額46」 

 ⑴ この明細書の「46」

の「総額①」から「社

外流出③」までの各欄

の金額は、各連結法人

の別表四の二付表「46」

の「総額①」から「社

外流出③」までの各欄

の金額をそれぞれ合計

した金額と符合するこ

とになります。 
⑵ 「総額①」の金額は、

「留保②」の金額に「社

外流出③」の本書の金

額を加算し、これから

「※」の金額を加減算

した額と符合すること

になります。 
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別表四の二付表 「個別所得の金額の計算に関する明細書」 

 
１ この明細書の用途  

 この明細書は、各連結法人の損益計算書の当期(純)利益の額又は当期(純)損失の額を基として、い

わゆる申告調整により税務計算上の各連結法人の個別所得金額若しくは個別欠損金額又は個別留保所

得金額を計算するために使用します。 

 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「法人名」 

 
 

連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に個別所得金額若しくは個別欠損金額又は個別

留保所得金額の計算を行う連結法人の法人名を記載

します。 

  

「当期利益又は当期欠

損の額１」の「総額①」 
各連結法人の損益計算書の当期(純)利益の額又は

当期(純)損失の額を記載します。この場合、当期(純)

利益の額又は当期(純)損失の額のうちに前期から繰

り越された利益又は損失の額を含むときは、前期か

ら繰り越された利益又は損失の額を控除した金額を

記載します。 

 

「当期利益又は当期欠

損の額１」の「留保②」

及び「社外流出③」 

⑴ 「留保②」の欄には、「総額①」に記載した金

額から「社外流出③」に記載した金額の合計額を

控除した金額を記載します。 
( )注 「社外流出③」に記載した金額の方が多いとき

は、その超える金額を「留保②」に△印を付して

記載します。 
⑵ 「配当」の欄は、当期にその支払に係る効力が

生ずる令第 9 条の 2 第 1 項第 5 号((連結利益積立

金額))に規定する合計額並びに当期の同項第 6 号

の規定により令第9条第1項第7号及び第8号((利

益積立金額))の規定に準じて計算される金額の合

計額を記載します。 

 当期が平成 18 年 5

月1日以後最初に終了す

る連結事業年度である

場合には、前期の利益又

は剰余金の処分による

社外流出の金額（連結子

法人が支払う配当の額

を除きます。）を含めな

いで記載します。 

「役員給与の損金不算

入額３」 

 法第 81条の 3第 1項((個別益金額又は個別損金額

の益金又は損金算入))（法第 34 条の規定により同項

に規定する個別損金額を計算する場合に限りま

す。）の規定により役員に対して支給する給与のう

ち損金の額に算入されない額及び別表十四(一)の

「損金算入額 37」の金額の合計額を記載してくださ

い。 

 令第 72 条の 2 第 9 項

に規定する基準期間が

ない特殊支配同族会社

にあっては、この欄を

記載する前に、別表四

の二付表の「加算」の

各欄のうち「3」及び「6」

以外の各欄を記載し、
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

かつ、「減算」の「12」

及び「27」並びに「29」

から「32」までの各欄

を記載し、これらの欄

の記載に基づいて、別

表十四(一)を記載して

ください。 

「加算」の「４」以下

の空欄 
⑴ 連結法人が費用又は損失として経理した金額で

当期の連結所得の金額の計算上損金の額に算入さ

れないもの及び当期の連結所得の金額の計算上益

金の額に算入すべき金額で各連結法人が収益とし

て経理しなかったもの等について、その事項及び

金額を記載します。この場合、留保されている金

額は「留保②」に、社外に支出されている金額は

「社外流出③」に、それぞれ記載します。 
⑵ 措置法第 68 条の 90 ((連結法人に係る特定外国

子会社等の留保金額の益金算入))、 第 68 条の 93

の 6 ((特殊関係株主等である連結法人に係る特定

外国法人の留保金額の益金算入))又は平成 19 年

改正前の措置法第 68 条の 93 の 2 第 1 項((連結法

人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入))の

規定による益金算入額（別表十七㈡「40」）は、措

置法令第39条の120第4項等の規定により連結利

益積立金額を構成しませんので、「加算」の空欄に

「特定外国子会社等に係る課税対象留保金額」等

と記載の上、その額を「総額①」及び「社外流出

③」（※印を付けます。）に記載します。 

⑴ 税効果会計を採用し

ている場合において、

損益計算書上、税引前

当期純利益から減算し

た「法人税等調整額」

があるときは、「加算」

の空欄に「法人税等調

整額損金不算入」等と

記載の上、当該金額を

「総額①」及び「留保

②」に記載します。 

⑵ 「社外流出③」に※

印の金額の記載がある

場合の「小計6」の「社

外流出③」の記載につ

いては、この「社外流

出③」の上段に※印を

付して外書きします。

「分割前事業年度等の

欠損金の損金算入額

８」 

 法第81条の9第3項 ((連結欠損金の繰越し))の規

定により当期の連結所得の金額の計算上、損金の額

に算入される金額を記載します。 

 

「減算」の「９」以下

の空欄 
⑴ 確定した決算において費用に含まれていないも

ので当期の損金の額に算入すべきもの又は収益に

計上されているもので当期の益金の額に算入しな

いもの等について、その事項及び金額を記載しま

す。この場合、法人計算外で経費とするもの（経

費の認定損）のように税務計算上留保した金額を

減少させるものは、「留保②」に記載します。 
⑵ 措置法第 68 条の 73 の規定による収用換地等の

場合の連結所得の特別控除額又は措置法第 68 条の

74 から第 68 条の 76 までの規定による特定事業の

 税効果会計を採用し

ている場合において、損

益計算書上、税引前当期

純利益に加算した「法人

税等調整額」があるとき

は、「減算」の空欄に「法

人税等調整額益金不算

入」等と記載の上、その

金額を「総額①」及び「留

保②」に記載します。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

用地買収等の場合の連結所得の特別控除額（別表十

の二「37」）は、措置法令第39条の 101第 6項等の

規定により連結利益積立金額を構成しますので、

「減算」の空欄に「収用等による特別控除額の個別

帰属損金額」等と記載の上、その額を「総額①」及

び「社外流出③」（※印を付けます。）に記載します。

⑶ 当期の決算の確定の日までに剰余金の処分によ

り積み立てた準備金等の金額で損金の額に算入す

るものは、「減算」の空欄に「剰余金処分による準

備金積立額認容」等と記載の上、その積立額の全

額（税効果会計を採用している場合には、その積

立額の全額とこれに対応する税効果相当額との合

計額）を「総額①」及び「留保②」に記載します。

この場合、積立限度超過額があるときは、「加算」

の空欄に「○○準備金積立超過額」等と記載の上、

その積立限度超過額を「総額①」及び「留保②」

に記載します。 
なお、準備金等に積立限度超過額がある場合には、

このような加算及び減算をしないで、その積立額の

うち積立限度相当額を「減算」欄に記載しても差し

支えありません。 

「損金の額に算入した

法人税（附帯税を除

く｡）14」 

 次の区分に応じそれぞれ次の金額を記載します。

⑴ 当期の連結法人税について費用又は損失の額と

して経理した場合……その経理した金額 

⑵ 連結法人税又は法人税について当期に納付した

場合……別表五の二㈡付表一の「計 9」の「仮払

経理による納付④」及び「損金経理による納付⑤」

の金額の合計額（⑴の金額を除きます。） 

なお、⑴及び⑵のいずれの金額をも有する場合に

は、それらの金額の合計額を記載します。 

「損金の額に算入した

連結法人税個別帰属額

15」 

連結法人が費用又は損失の額として経理した連結

法人税個別帰属額について、その金額を記載します。

「損金の額に算入した

附帯税（利子税を除く｡）

の負担額16」 

連結法人が費用又は損失の額として経理した連結

法人税に係る附帯税（利子税を除きます。）の負担額

を記載します。 

「損金の額に算入した

道府県民税（利子割額を

除く｡）及び市町村民税

17」 

別表五の二㈡付表一の「10」、「11」、「中間 13」及

び「計 20」の「仮払経理による納付④」及び「損金

経理による納付⑤」の金額の合計額を記載します。

⑴ その記載した金額

のうち別表五の二㈡

付表一の「仮払経理に

よる納付④」の本書の

金額がある場合には、

この明細書の「減算」

の空欄に「仮払税金」

等と記載の上、その合

計額を「総額①」及び

「留保②」に併せて記

載します。 
(注) この仮払税金をそ

の後の連結事業年

度において消却し

た場合には、その消

却をした連結事業

年度において、次の

区分に応じ、次のよ

うに処理します。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「損金の額に算入した

道府県民税利子割額18」 

別表五の二㈡付表一の「利子割 12」の「仮払経理

による納付④」及び「損金経理による納付⑤」の金

額の合計額を記載します。 

「損金の額に算入した

納税充当金19」 

別表五の二㈡付表一の「損金の額に算入した納税

充当金 36」の金額を記載します。 

「損金の額に算入した

附帯税（利子税を除

く｡）、加算金、延滞金（延

納分を除く｡）及び過怠

税20」 

 

別表五の二㈡付表一の「加算税及び加算金 29」か

ら「過怠税 32」までの「当期中の納付税額③～⑤」

の各欄の金額の合計額を記載します。 

イ 損金経理によ

り消却した場合 
 その税金が損

金不算入のもの

であると否とを

問わず、この明細

書の「加算」の空

欄に「仮払税金消

却」等と記載の

上、その合計額を

「総額①」と「留

保②」に記載しま

す。 
ロ 納税充当金で消

却した場合 この

明細書には記載し

ないで、別表五の

二㈠付表一におい

て、前期から繰り

越された「仮払税

金」の「減②」に

その消却した金額

を△印を付して記

載するとともに、

「納税充当金20」

の「減②」に同額

を記載します。 
⑵ 別表五の二㈡付表

一の「損金経理による

納付⑤」に外書の金額

（過誤納）がある場合

には、この明細書の

「加算」の空欄に「未

収過誤納金」等と記載

の上、その金額を「総

額①」及び「留保②」

に記載します。 

「益金の額に算入した

連結法人税個別帰属額

22」 

 連結法人が収益の額として経理した連結法人税個

別帰属額について、その金額を記載します。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「益金の額に算入した

附帯税（利子税を除

く｡）の受取額23」 

 連結法人が収益の額として経理した連結法人税に

係る附帯税（利子税を除きます。）の減少額として受

け取る金額を記載します。 

 

「納税充当金から支出

した事業税等の金額24」 

 別表五の二㈡付表一の「事業税 40」から「43」ま

での金額の合計額を記載します。 
 別表五の二㈡付表一

の「損金不算入のもの

42」に金額の記載がある

場合には、その税目等を

この明細書の「加算」に

記載の上、その金額を

「総額①」及び「社外流

出③」に記載します。 

「法人税等の中間納付

額及び過誤納に係る還

付金額25」 

 
 

連結法人税、法人税、道府県民税及び市町村民税

の中間納付額並びにこれらの税の過誤納に係る還付

金額について、連結法人がそれを当期利益の額に含

めている場合にその金額を記載します。 
なお、道府県民税利子割額の還付金額も含めて記載

します。 

利子税相当額の還付

金については、その納付

した時に損金の額に算

入されていますので、こ

の欄で減算することは

できません。 

「所得税額等及び連結

欠損金の繰戻しによる

還付金額等26」 

 
 
 

次に掲げる還付金額で当期にその還付を受けるこ

とが確定したものについて、その額を当期利益の額

に含めているといないとにかかわらず記載します。

この場合に、これらの確定した還付金額を当期利益

の額に含めていないときは、「加算」の空欄に「未収

の所得税額の還付金」等として「総額①」及び「留

保②」に記載し、その後の連結事業年度でこれらの

還付金を当期利益の額に含めた場合には、その金額

を「減算」の空欄に「未収の所得税額の還付金」等

と記載の上、還付金の額を「総額①」及び「留保②」

に記載します。 
⑴ 所得税額の還付金額、控除対象外国法人税額の

還付金額 
⑵ 連結欠損金の繰戻しによる還付金額 
⑶ 国税通則法の規定による附帯税（利子税を除き

ます｡）の還付金額 
⑷ 地方税法の規定による各種加算金及び延滞金

（同法第 65 条、第 72 条の 45 の 2 又は第 327 条の

規定による納期限の延長を受けた期間に係るもの

を除きます｡)の還付金額 
⑸ ⑴から⑷まで及び「法人税等の中間納付額及び

過誤納に係る還付金額 25」に記載されるもの以外

の租税で損金の額に算入されないものの還付金額

前期分の申告におい

て所得税額の還付が生

じたため、その還付を受

けていた場合において、

その後前期分の連結法

人税につき更正処分が

あり、その還付を受けた

所得税額の全部又は一

部に相当する金額の追

徴があったときは、その

追徴された金額に相当

する還付所得税額は、こ

の欄には記載しないで

ください。 
この場合、その還付を

受けた所得税額が当期

利益の額に含まれてい

るときは、その追徴され

た所得税額に相当する

金額は、「減算」の空欄

に「追徴された所得税

額」等として「総額①」

及び「留保②」の欄にそ
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

れぞれ記載します。 

「非適格合併又は非適

格分割型分割による移転

資産等の譲渡利益額又は

譲渡損失額43」 

⑴ 連結親法人事業年度開始の日の合併（適格合併

を除きます｡)により合併法人に資産及び負債の移

転をした場合に、資産及び負債のその移転による

譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額を被合併法

人の合併の日の前日の属する連結事業年度分のこ

の明細書に記載します。 
⑵ 連結親法人事業年度開始の日の分割型分割（適

格分割型分割を除きます｡)により分割承継法人に

資産及び負債の移転をした場合に、資産及び負債

のその移転による譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡

損失額を分割法人の分割型分割の日の前日の属す

る連結事業年度分のこの明細書に記載します。 

譲渡損失額を記載す

る場合は、その金額を△

印を付して記載します。

「個別所得金額又は個

別欠損金額46」 

 「総額①」の金額は、

「留保②」の金額に「社

外流出③」の本書の金額

を加算し、これから「※」

の金額を加減算した額

と符合することになり

ます。 
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別表五の二（一） 「連結利益積立金額の計算に関する明細書」 

 
１ この明細書の用途  

この明細書は、法第 2条第 18 号の 2及び令第 9条の 2 ((連結利益積立金額))に規定する連結利益積

立金額を計算するために使用します。 
 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「各連結法人の連結個

別利益積立金額」の各

欄 

各連結法人ごとにその法人名及び別表五の二(一)付
表一「19」の欄の金額をそれぞれ記載します。 

 
 

「未納連結法人税(附

帯税を除く｡)16」 

各連結法人の別表五の二(一)付表一の「未払連結法

人税個別帰属額 21」を合計した金額を記載します。

この欄の③には、連結

親法人に係る別表五の

二(二)付表一の「中間 7」

の②及び「確定 8」の②

の金額を移記しないで

ください。 

 

３ 根拠条文  

法 2十八の二、令 9の 2 
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別表五の二（一）付表一 「連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の

額の計算に関する明細書」 

 

１ 連結個別利益積立金額の計算に関する明細書  

 

⑴ この明細書の用途  

   この明細書は、法第 2条第 18 号の 3及び令第 9 条の 3 ((連結個別利益積立金額))に規定する

連結個別利益積立金額を計算するために使用します。 

    

⑵ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこの

中に連結個別利益積立金額の計算を行う連結法人の

法人名を記載します。 

 

「区分」の「   積

立金２」以下の空欄 

⑴ 「利益準備金 1」以外の連結個別利益積立金額（税

務上の否認金額のうち留保した金額を含みます｡)

について、その名称を記載します。 

⑵ 連結親法人が、自己の連結個別利益積立金額の計

算を行う場合には、次によります。 

イ 各連結法人の当期に係る連結法人税個別帰属

支払額（法第 81 条の 18 第 1 項 ((連結法人税の個

別帰属額の計算))の規定により計算される各連

結法人が各連結事業年度の連結所得に対する法

人税の負担額として支出すべき金額をいいます。

以下同じ｡）を受け取ることとなる場合において、

空欄に「未収連結法人税個別帰属支払額」と記載

し、その受け取ることとなる金額（各連結法人の

「未払連結法人税個別帰属額 21」の「当期の増

減」の「増③」の「中間」及び「確定」の金額の

うち連結法人税個別帰属支払額を合計した金額）

を「当期の増減」の「増③」に△印を付さずに記

載します。 

ロ 各連結法人の当期に係る連結法人税個別帰属

受取額（法第 81 条の 18 第 1 項の規定により計算

される各連結法人が各連結事業年度の連結所得

に対する法人税の減少額として収入すべき金額

をいいます。以下同じ｡)を支払うこととなる場合

において、空欄に「未払連結法人税個別帰属受取

額」と記載し、その支払うこととなる金額（各連

結法人の「未払連結法人税個別帰属額 21」の「当

 左記⑵イ及びロの「各

連結法人」には、連結親

法人が含まれます。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

期の増減」の「増③」の「中間」及び「確定」の

金額のうち連結法人税個別帰属受取額を合計し

た金額）を「当期の増減」の「増③」に△印を付

して記載します。 

ハ 連結親法人の別表五の二㈡付表一の「確定 8」

の「期末現在未納税額⑥」の本書の金額につき、

空欄に「未納連結法人税」と記載し、その金額

を「当期の増減」の「増③」に△印を付して記

載します（本書に△印の付された金額がある場

合（すなわち、連結法人税の中間分に未納税額

がある場合）には、△印を付さずに記載しま

す。）。 

なお、同付表一の「確定 8」の「期末現在未納

税額⑥」に外書（△印）の金額がある場合（すな

わち、中間納付額の還付金がある場合）には、空

欄に「未収還付連結法人税」等と記載の上、「当

期の増減」の「増③」にその金額（△印は付けま

せん｡）を記載します。 

「期首現在連結個別利

益積立金額①」 

 

 

 前期分のこの明細書の「差引翌期首現在連結個別利

益積立金額④」又は平成 18 年改正前規則別表五の二

(一)付表一の「差引翌期首現在連結個別利益積立金額

⑤」の各欄の金額（更正又は決定があった場合には、

その更正又は決定に基づいて調整した後の金額）を移

記します。 

 なお、前期が単体法人である連結法人又は当期中に

自己を分割法人とする分割型分割（連結親法人事業年

度開始の日に行うものを除きます｡）を行った連結法

人にあっては、前期又は分割型分割の日の前日の属す

る事業年度（以下「分割前事業年度」といいます｡）

の別表五㈠の「差引翌期首現在利益積立金額④」又は

平成 18 年改正前規則別表五(一)の「差引翌期首現在

利益積立金額⑤」の各欄の金額（更正又は決定があっ

た場合には、その更正又は決定に基づいて調整した後

の金額）をこの明細書の該当する欄に記載します。 

 この申告が連結中間

申告であるときは、この

欄だけを記載し、「当期

の増減」及び「差引翌期

首現在連結個別利益積

立金額④」の欄の記載は

必要ありません。 

「当期の増減」 

 

 

 

 

原則として、「減②」には別表四の二付表の「減算」

の「留保②」の金額を、「増③」には同付表の「加算」

の「留保②」の金額を、その内容に応じて記載します。

この場合に同付表の「減算」欄に記載した「仮払税金

（仮払連結法人税、仮払法人税、仮払道府県民税又は

⑴ 別表四の二付表の

「加算」の「損金の額

に算入した法人税（附

帯税を除く。）14」の

「留保②」の金額のう
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

 

 

 

 

 

 

 

仮払市町村民税）」については「増③」に△印を付け

て記載します。 

なお、次のような場合には、同付表と関係なく次に

よります。 

⑴ 納税充当金を取り崩して、連結法人税（利子税及

び延滞税を除きます｡）、法人税（利子税及び延滞税

を除きます｡）、道府県民税又は市町村民税の額を納

付した場合には、「納税充当金 20」の「減②」にそ

の合計額を記載するとともに、連結法人税にあって

は「3」から「17」までの空欄のいずれかに「未納

連結法人税」と記載した欄の「減②」にその金額を

△印を付して、その他のものにあっては「未納法人

税22」、「未納道府県民税 23」又は「未納市町村民

税24」の「減②」にこれらの税額をそれぞれ記載し

ます。 

⑵ 当期の中間納付額として納付すべき連結法人税、

道府県民税又は市町村民税の額がある場合には、

納付の有無に関係なく、別表五の二㈡付表一の「中

間 7」の「当期発生税額②」の金額を△印を付して

「3」から「17」までのいずれかの空欄に「未納連

結法人税」と記載した欄の「増③」の「中間」欄

に、同付表一の「中間 13」及び「中間 18」の「当

期発生税額②」の金額を「未納道府県民税 23」及

び「未納市町村民税 24」の「増③」の「中間」欄

にそれぞれ記載します。 

⑶ 当期中に支払を受ける利子等（当期末までにその

利払期の到来しているものに限ります｡)に係る道

府県民税利子割額がある場合には、納付の有無に関

係なく、別表五の二㈡付表一の「利子割 12」の「当

期発生税額②」の金額を「未納道府県民税 23」の

「増③」の「中間」欄に記載します。 

⑷ 中間配当積立金等を取り崩して剰余金の配当（資

本剰余金の額の減少に伴うものを除きます。以下同

じ。）若しくは利益の配当又はいわゆる中間配当（資

本剰余金の額の減少に伴うものを除きます。以下同

じ。）をした場合には、その積立金の取崩額を「減

②」に記載します。なお、この金額は「繰越損益金

18」の「増③」の金額に含まれることになります。

 なお、この場合に会社法第 445 条第 4項又は平成

17 改正前の商法第 288 条の規定により積み立てた

剰余金の配当若しくは利益の配当又は中間配当に

ち連結法人税（未納の

ものを除きます｡）に

あっては△印を付し

て「未納連結法人税」

と記載した欄の「減

②」に、法人税にあっ

ては「未納法人税 22」

の「減②」に記載しま

す。また、「損金の額

に算入した連結法人

税個別帰属額 15」の

「留保②」の金額（未

払 の も の を 除 き ま

す｡)については「未払

連結法人税個別帰属

額 21」の「減②」に△

印を付して、「損金の

額に算入した道府県

民税（利子割額を除

く｡)及び市町村民税

17」及び「損金の額に

算入した道府県民税

利子割額 18」の「留保

②」の金額については

「未納道府県民税 23」

及び「未納市町村民税

24」の「減②」にそれ

ぞれ記載します。 

 なお、連結法人税及

び連結法人税個別帰属

額の当期発生額を損金

の額又は益金の額に算

入し、「未払金」又は

「未収入金」等により

経理した場合には、こ

の明細書の「3」から

「17」までの空欄のい

ずれかに「未払金」又

は「未収入金」等と記

載の上、その欄の「増

③」にその経理した金
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

係る利益準備金の額は、「利益準備金 1」の「増③」

に記載します。 

⑸ 適格合併又は適格分割型分割により被合併法人

又は分割法人から引継ぎを受けた利益積立金額又

は連結個別利益積立金額がある場合には、令第 9条

第 1項第 2号又は第3号((適格組織再編成により引

継ぎを受ける利益積立金額等))の規定に準じて計

算した金額を「増③」に記載します。 

⑹ 適格合併に該当しない合併により合併法人が有

する法第 24 条第 2 項((配当等の額とみなす金額))

に規定する抱合株式について令第 9 条第 1 項第 2

号の 2 の親法人株式が交付されずに株式割当等を

受けたものとみなされる場合には、同号に準じて計

算した金額を「増③」に記載します。 

⑺ 適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ

連結個別利益積立金額がある場合には、令第 9条第

1項第 9号の規定に準じて計算した金額を「減②」

に記載します。 

⑻ 資本の払戻し等又は自己株式の取得等により払

い戻した連結個別利益積立金額がある場合には、

「減②」に記載します。 

⑼ 減価償却資産につき減価償却超過額（法第 31 条

第4項((減価償却資産の償却費の計算及びその償却

の方法))に規定する損金の額に算入されなかった

金額をいいます。）がある場合において、その減価

償却資産につき令第 48 条第 5 項第 3 号ハ((減価償

却資産の償却の方法))に規定する評価損が生じた

ときには、その評価損はまずその減価償却超過額か

らなるものとして、その評価損の金額と減価償却超

過額の金額（その減価償却資産に係る前期から繰り

越された減価償却超過額と当期の償却超過額との

合計額）とのいずれか少ない金額を、「区分」の欄

に「減価償却超過額」と記載した欄の「減②」に記

載するとともに、その減価償却資産に係る評価損の

金額を「減②」に記載した同欄の上段に△印を付し

て記載します。 

 

額を記載します（未収

入金に相当する金額は

△印を付します。）。 

⑵ 当期中に剰余金の

処分により積み立て

た準備金等の金額で

損金の額に算入する

ものについては、その

積立額を「当期の増

減」の「増③」に記載

し、別表四の二付表に

おいて「減算」の「9」

以下の空欄に記載し

た金額を「当期の増

減」の「増③」に△印

を付して記載します。

  また、当期末後、当

期の決算の確定の日

までに剰余金の処分

により積み立てた準

備金等の金額で損金

の額に算入するもの

については、別表四の

二付表において「減

算」の「9」以下の空

欄に記載した金額を

「当期の増減」の「増

③」に△印を付して記

載します（その積立額

は、翌期において「当

期の増減」の「増③」

に記載します。）。 

⑶ 剰余金の配当、利益

の配当若しくは中間

配当又はこれらに係

る利益準備金の積立

てのために取り崩し

た繰越利益金の額は、

「繰越損益金 18」の

「減②」の金額に含ま

れることになります。
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「繰越損益金18」 

 

「期首現在連結個別利益積立金額①」には、前期繰

越利益金を黒書し、前期繰越欠損金を△印を付して記

載し、同一金額を「減②」に記載することによって「期

首現在連結個別利益積立金額①」を０とし、改めてそ

の連結事業年度の繰越利益剰余金の当期末残高を「当

期の増減」の「増③」に記載します。 

 

「未払連結法人税個別

帰属額21」 

 

各連結法人の当期に係る連結法人税個別帰属支払

額又は連結法人税個別帰属受取額を「当期の増減」の

「増③」の「確定」欄に記載します（連結法人税個別

帰属支払額については△印を付して記載します。）。 

連結法人税の中間納

付に係るものがある場

合には、「当期の増減」

の「増③」の「中間」欄

に記載します。 

「未納法人税（附帯税

を除く。）22」 

 

所得に対する法人税（リース特別控除取戻税額、連

結納税の承認の取消しに係る特別控除取戻税額、使途

秘匿金の支出の額に対する法人税、土地譲渡利益金額

に対する法人税及び特定同族会社又は同族会社の留

保金額に対する法人税を含みます｡）の本税の額を記

載します。 

 

「未納道府県民税23」及

び「未納市町村民税24」

の「当期の増減」の「増

③」の「確定」の各欄 

別表五の二㈡付表一の道府県民税又は市町村民税

の額の「期末現在未納税額⑥」の「14」及び「19」の

本書の金額をそれぞれ記載します。 

別表五の二㈡付表一

の「期末現在未納税額

⑥」の「14」及び「19」

に外書（△印）の金額が

ある場合（すなわち、中

間納付額の還付金があ

る場合）には、「３」か

ら「17」までの空欄に「未

収還付道府県民税」等と

記載の上、「当期の増

減」の「増③」にその金

額（△印は付けません｡)

を記載します。 

  ( )注  この明細書は、連結親法人を除き、通常の場合には次の算式により検算ができます（連結親法人に

あっては、この明細書に記載する「未収連結法人税個別帰属支払額」から「未払連結法人税個別帰属

受取額」を減算した額と「未納連結法人税」との間に差額がある場合には、その差額に相当する金額

が検算式と不符合となります。）。 

なお、当期中の適格合併若しくは適格分割型分割により被合併法人若しくは分割法人から引継ぎを

受けた利益積立金額又は連結個別利益積立金額、合併法人において増加する連結個別利益積立金額及

び適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ連結個別利益積立金額がある場合には、これらの金

額が検算式と不符合となります。 

差引合計額「25」① ＋ 別表四の二付表留保総計「46」② －  

中間分、確定分連結法人税個別帰属額・法人税県市民税の合計額 

    ＝ 差引翌期首現在連結個別利益積立金額「25」④ 
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⑶ 根拠条文  

 法 2 十八の三、令 9の 3 

 

 

２ 連結個別資本金等の額の計算に関する明細書  

 
 ⑴ この明細書の用途  

   この明細書は、各連結法人の法第 2 条第 17 号の 2 及び令第 8 条の 2 ((連結個別資本金等の額))

に規定する連結個別資本金等の額を計算するために使用します。 

 

 ⑵ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「区分」の「28」及び

「29」の空欄 

「資本金又は出資金 26」及び「資本準備金 27」以

外の連結個別資本金等の額について、その名称を記載

します。 

 

「期首現在連結個別資

本金等の額①」 

 前期分のこの明細書の「差引翌期首現在連結個別資

本金等の額④」又は平成 18 年改正前規則別表五の二

(一)付表一の「Ⅱ 連結個別資本積立金額の計算に関

する明細書」の「差引翌期首現在連結個別資本積立金

額④」の各欄の金額（更正又は決定があった場合には、

その更正又は決定に基づいて調整した後の金額）を移

記します。 

なお、前期が単体法人である連結法人又は当期中

に自己を分割法人とする分割型分割（連結親法人事業

年度開始の日に行うものを除きます｡）を行った連結

法人にあっては、前期又は分割前事業年度の別表五㈠

の「差引翌期首現在資本金等の額④」又は平成 18 年

改正前規則別表五(一)の「Ⅱ 資本積立金額の計算に

関する明細書」の「差引翌期首現在資本積立金額④」

の各欄の金額（更正又は決定があった場合には、その

更正又は決定に基づいて調整した後の金額）をこの明

細書の該当する欄に記載します。 

 この申告が中間申告

であるときは、この欄だ

けを記載し、「当期の増

減」及び「差引翌期首現

在連結個別資本金等の

額④」の記載は必要あり

ません。 
 
 

「当期の増減」 

 

⑴ 令第 8条第 1項第 1号から第 14 号までの規定に

準じて計算した金額を「資本準備金 27」から「29」

までの各欄の「増③」に記載します。 

  具体的には、次のような項目と金額になります。

 ① 株式(出資を含みます。)の発行又は自己の株式

の譲渡をした場合（令第 8条第 1項第 1号イから

リまでに掲げる場合を除きます。）に払い込まれ
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

た金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の

価額その他の対価の額に相当する金額からその

発行により増加した資本金の額又は出資金の額

(法人の設立による株式の発行にあっては、その

設立の時における資本金の額又は出資金の額)を

減算した金額 

② 新株予約権の行使によりその行使をした者に

自己の株式を交付した場合のその行使に際して

払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以

外の資産の価額（新株予約権が付された新株予約

権付社債についての社債にあっては、その行使の

直前のその社債の帳簿価額）並びにその直前の新

株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額か

らその行使に伴う株式の発行により増加した資

本金の額を減算した金額 

③ 取得条項付新株予約権（取得条項付新株予約権

が付された新株予約権付社債を含みます。）につ

いての取得事由の発生による取得の対価として

自己の株式を交付した場合のその取得の直前の

取得条項付新株予約権の帳簿価額（新株予約権付

社債にあっては、その直前の新株予約権付社債の

帳簿価額）に相当する金額からその取得に伴う株

式の発行により増加した資本金の額を減算した

金額 

④ 協同組合等及び令第8条第1項第4号イからハ

までに掲げる法人が新たにその出資者となる者

から徴収した加入金の額 

⑤ 合併により移転を受けた資産及び負債の純資

産価額(令第 8 条第 1 項第 5 号に規定する金額)

からその合併による増加資本金額等(令第 8 条第

1項第 5号に規定する金額)を減算した金額 

⑥ 分割型分割により移転を受けた資産及び負債

の純資産価額(令第 8 条第 1 項第 6 号に規定する

金額)からその分割型分割による増加資本金額等

(令第8条第1項第6号に規定する金額)を減算し

た金額 

⑦ 分社型分割により移転を受けた資産及び負債

の純資産価額(令第 8 条第 1 項第 7 号に規定する

金額)からその分社型分割による増加資本金額等

(令第8条第1項第7号に規定する金額)を減算し

た金額 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

⑧ 適格現物出資により移転を受けた資産等の帳

簿価額から適格現物出資により増加した資本金

の額又は出資金の額を減算した金額 

⑨ 非適格現物出資（法第 62 条の 8 第 1 項の規定

の適用を受けるものに限ります。）により現物出

資法人に交付した被現物出資法人の株式の価額

から非適格現物出資により増加した資本金の額

又は出資金の額を減算した金額 

⑩ 適格事後設立により資産の移転を受け、又はこ

れと併せて負債の移転を受けた場合における帳

簿価額修正益に相当する金額 

⑪ 株式交換により移転を受けた株式交換完全子

法人の株式の取得価額から株式交換による増加

資本金額等(令第8条第1項第11号に規定する金

額)を減算した金額 

⑫ 株式移転により移転を受けた株式移転完全子

法人の株式の取得価額から株式移転の時の資本

金の額等(令第 8 条第 1 項第 12 号に規定する金

額)を減算した金額 

⑬ 資本金の額又は出資金の額を減少した場合の

その減少した金額に相当する金額 

⑭ 財団である医療法人又は社団である医療法人

で持分の定めがないものがその設立について贈

与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資

産の価額（これらの資産につき贈与税又は相続税

を納付する場合には、その贈与税又は相続税の額

に相当する金額を控除した金額） 

⑵ 令第8条第1項第15号から第21号までの規定に

準じて計算した金額を△印を付して「資本準備金

27」から「29」までの各欄の「増③」欄に記載しま

す。 

 具体的には、次のような項目と金額になります。

① 準備金の額若しくは剰余金の額を減少して資

本金の額若しくは出資金の額を増加した場合の

その増加した金額又は再評価積立金を資本に組

み入れた場合のその組み入れた金額に相当する

金額 

② 分割法人の非適格分割型分割の日の前日の属

する連結事業年度終了の時の連結個別資本金等

の額に分割移転割合を乗じて計算した金額（令第

8条第 1項第 16 号に規定する金額） 

―    ― 37



欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

③ 分割法人が適格分割型分割により分割承継法

人に移転をした資産の期末時の帳簿価額から移

転をした負債の期末時の帳簿価額及び適格分割

型分割に係る減少連結個別利益積立金額を減算

した金額 

④ 適格事後設立により資産の移転を受け、又はこ

れと併せて負債の移転を受けた場合における帳

簿価額修正損に相当する金額 

⑤ 資本の払戻し等（資本の払戻し及び解散による

残余財産の一部の分配をいいます。）に係る減資

資本金額(令第 8 条第 1 項第 19 号に規定する金

額) 

⑥ 自己の株式の取得等をした場合（法第 24 条第

1項第4号から第6号までに掲げる事由により金

銭その他の資産を交付した場合）の取得資本金額

(令第 8条第 1項第 20 号に規定する金額) 

⑦ 自己の株式の取得（みなし配当が生じないもの

及び対価の交付がないものに限ります。）の対価

の額に相当する金額(令第8条第1項第21号イか

らトまでに掲げる事由による取得にあってはこ

れらに定める金額) 

 

⑶ 根拠条文  

 法 2 十七の二、令 8の 2 
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別表五の二（一）付表二 「連結子法人の株主等における帳簿価額修正額の

うちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関

する明細書」 

 

１ この明細書の用途  

 この明細書は、各連結子法人の当該連結事業年度末における連結個別利益積立金額又は当該事業

年度末における利益積立金額のうち、令第 9条第 1項第 4号((利益積立金額))に定めるいわゆる投資

簿価修正の対象とされていないもの（修正未済額）を計算するために使用します。 

(注) この明細書は、連結子法人に係るもののみを作成します。したがって、連結親法人に係るこ

の明細書の作成は要しません。 

 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「法人名」 

 

 

連結親法人名を記載するとともに、かっこの中に

連結子法人名を記載します。 

 また、連結子法人が自己を分割法人とする分割型

分割を行った場合（法第 15 条の 2 第 1 項に規定する

連結親法人事業年度開始の日にその分割型分割を行

った場合を除きます。）のその分割型分割の日の前日

の属する事業年度又は法第 4 条の 5 第 1 項若しくは

第 2 項（同項第 4 号又は第 5 号に係る部分に限りま

す。）の規定により法第 4 条の 2 の承認を取り消され

た場合（法第 15 条の 2 第 1 項に規定する連結親法人

事業年度開始の日にその承認を取り消された場合を

除きます。）のその取り消された日の前日の属する事

業年度の確定申告をする場合には、その連結子法人

名を記載します。 

 

「最終利益積立金額

２」 

令第 9 条第 4 項第 1 号ロ((利益積立金額))に規定す

る最終利益積立金額を記載します。 

 

「前期までの修正額

５」 

 前期以前において、平

成 17 年改正前の旧別表

五の二(一)付表の「Ⅱ

連結子法人の株主等にお

ける帳簿価額修正額のう

ち当該連結子法人に係る

金額の計算に関する明細

書」の「⑥」欄に金額の

記載がある場合には、そ

の金額を含めて計算しま
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

す。 

「当期の修正額６」 

 

 

 

その連結子法人の株主等である連結法人（その株

主等であった連結法人を含みます。）において、その

連結子法人の令第 9 条第 3 項第 1 号に掲げる金額に

つき同項の規定の適用を受けた金額を記載します。 

連結子法人が平成 17

年 3 月 31 日以後に解散

（合併による解散を除

きます。）をした場合に

は、令第 9 条第 5 項の規

定により計算した金額

を記載します。 

各欄共通 次に掲げる場合に記載します。 

⑴ 当期以前に自己を合併法人とする適格合併を行

った場合 

⑵ 当期以前に自己を分割法人又は分割承継法人と

する適格分割型分割を行った場合 

 平成 17 年 4 月 1 日以

後に適格合併又は適格

分割型分割が行われる

場合に記載します。 

「当期の適格合

併又は適格分割

型分割により引

継ぎを受けた最

終利益積立金額

15」 

次の区分に応じ、それぞれ次の金額を記載します。 

⑴ 当期において、連結グループ内で自己を合併法

人とする適格合併を行った場合  

被合併法人が適格合併の日の前日の属する事業

年度において作成するこの明細書の「4」欄の金額

⑵ 当期において、連結グループ内で自己を分割承

継法人とする適格分割型分割を行った場合  

分割法人が適格分割型分割の日の前日の属する

事業年度において作成するこの明細書の「22」欄の

金額 

 

 

「当期の適格合

併又は適格分割

型分割により引

継ぎを受けた既

修正額 19」 

次の区分に応じ、それぞれ次の金額を記載します。 

⑴ 当期において、連結グループ内で自己を合併法

人とする適格合併を行った場合  

被合併法人が適格合併の日の前日の属する事業

年度において作成するこの明細書の「9」欄の金額

⑵ 当期において、連結グループ内で自己を分割承

継法人とする適格分割型分割を行った場合  

分割法人が適格分割型分割の日の前日の属する

事業年度において作成するこの明細書の「23」欄の

金額 

 
｢

適
格
合
併
又
は
適
格
分
割
型
分
割
に
よ
る
調
整
額
の
計
算｣

の
各
欄 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

各欄共通 自己を分割法人とする適格分割型分割を行った場

合において、当期がその適格分割型分割の日の前日

の属する事業年度又は連結事業年度であるときに記

載します。 

  

「分割移転割合

21」 

 

令第 9 条第 4 項第 2 号イの分割移転割合（令第 9

条第 1 項第 9 号に規定する割合をいいます。）を記載

します。 

 

令第 9 条第 1 項第 9 号

に規定する割合とは、分

割法人の期末時の資産の

帳簿価額から負債の帳簿

価額を減算した金額のう

ちに分割法人の期末時の

移転資産の帳簿価額から

移転負債の帳簿価額を減

算した金額の占める割合

をいいます。 

年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
で
あ
る
場
合
」
の
各
欄

｢

当
期
が
適
格
分
割
型
分
割
の
日
の
前
日
の
属
す
る
事
業 

 
３ 根拠条文   

法 2十八、令 9 
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別表五の二（二） 「連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書」 

 

１ この明細書の用途  

  この明細書は、連結利益積立金額の計算上控除する連結法人税等の税額の発生及び納付の状況並び

に納税充当金の積立て又は取崩しの状況を明らかにするために使用します。 

 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結法人税」の各欄 連結親法人の別表五の二㈡付表一の「法人税」に記

載された金額のうち連結法人税の額について連結事

業年度別に該当する欄に記載します。 

 

 

「法人税」の各欄 

 

 

 

連結親法人の別表五の二㈡付表一の「法人税」に記

載された金額のうち法人税額及び各連結法人（連結親

法人を除きます｡)の同付表一の「法人税」に記載され

た法人税額を事業年度別に該当する欄ごとに合計し

て記載します。 

 

 

 

 

「道府県民税」、「市町

村民税」及び「事業税」

の各欄 

各連結法人の別表五の二㈡付表一の「道府県民税」、

「市町村民税」及び「事業税」に記載された金額を事

業年度別に該当する欄ごとに合計して記載します。 

 

 

 

「その他」の各欄 

 

各連結法人の別表五の二㈡付表一の「その他」に記

載された金額を該当する欄ごとに合計して記載しま

す。 

 

 

「期首納税充当金

36」 

各連結法人の別表五の二㈡付表一の「期首納税充当

金35」の金額を合計して記載します。 

 
「
納
税
充
当
金
の
計
算
」
の
各
欄 

「37」から「47」

までの各欄 

 

 

各連結法人の別表五の二㈡付表一の「36」から「46」

までの各欄に記載された金額をこの明細書の「37」か

ら「47」までの該当する欄ごとに合計して記載します。

 

 

 

 「38」及び「44」は金

額の合計のみの記載で

差し支えありません。 
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別表五の二（二）付表一 「各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況

等及び租税公課の納付状況等に関する明細書」 
 
 
１ 各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等の明細  
 

⑴ この明細書の用途  

この明細書は、各連結法人の連結個別利益積立金額の計算上控除する連結法人税個別帰属額又は

附帯税の負担額の発生及び決済の状況を明らかにするために使用します。 
 

⑵ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に連結法人税個別帰属額の発生状況等を記載

する連結法人の法人名を記載します。 

 

「期首現在未決済額①」 

 
前期分のこの明細書の「期末現在未決済額⑤」の

金額を連結事業年度別に記載します。 
 
 

「当期発生額②」の「当

期分３」 
 

当期の連結法人税個別帰属支払額（当期の連結法

人税の負担額として支出すべき金額として法第 81

条の 18 第 1 項の規定により計算される金額をいい

ます。以下同じ。）又は連結法人税個別帰属受取額

（当期の連結法人税の減少額として収入すべき金

額として同項の規定により計算される金額をいい

ます。以下同じ。）を記載します。 

なお、当期において附帯税（利子税を除きます。）

を納付することとなった場合には、その納付する金

額のうちこの明細書に記載する連結法人に帰せら

れる部分の金額を外書として記載します。 

 連結法人税個別帰属

受取額については△印

を付して記載します。 
 
 
 

「当期中の決済額」の各

欄 
 
 

「期首現在未決済額①」又は「当期発生額②」の

金額のうち当期中に決済された金額をその額が発

生した連結事業年度別にそれぞれ記載します。 
なお、当期中に自己を分割法人とする分割型分割

（連結親法人事業年度開始の日に行うものを除き

ます｡）を行った連結法人にあっては、その分割型

分割の日の前日の属する事業年度（以下「分割前事

業年度」といいます｡）において決済をした金額を

含めて記載します。 
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２ 各連結法人の租税公課の納付状況等の明細  

 

⑴ この明細書の用途  

この明細書は、各連結法人の連結個別利益積立金額の計算上控除する租税公課の発生及び納付の

状況並びに納税充当金の積立て又は取崩しの状況を明らかにするために使用します。 
 

⑵ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項

各欄共通 連結親法人にあっては、連結法人税及び法人税に

ついて、連結子法人にあっては、法人税について記

載します。 
この場合、各欄には、連結法人税の基本税額（別

表一の二㈠の「差引連結所得に対する法人税額 13」

に相当する金額）又は法人税の基本税額（別表一㈠

の「差引所得に対する法人税額 13」に相当する金額）

を記載し、連結法人税又は法人税に係る利子税、延

滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

の額についてはこの欄には記載しないで、「その他」

の「利子税 25」、「加算税及び加算金 29」及び「延

滞税 30」の該当欄に記載します。 
 

 この欄に記載するこ

ととなる法人税は、連

結法人が自己を分割法

人とする分割型分割

（連結親法人事業年度

開始の日に行うものを

除きます｡）を行った場

合に生じる法人税、連

結納税開始前又は連結

グループ加入前の単体

申告に係る法人税のほ

か、連結子法人が他の

連結グループの連結親

法人であった期間に生

じた連結法人税となり

ます。 

「 
 

法 
 

人 
 

税 
 

」 
 

の 
 

各 
 

欄 

「期首現在未納税額

①」の「５」及び「６」

 

「5」及び「6」には、前期分のこの明細書の「期

末現在未納税額⑥」の金額（前期が単体法人である

連結法人又は当期中に自己を分割法人とする分割型

分割（連結親法人事業年度開始の日に行うものを除

きます｡)を行った連結法人にあっては、前期又は分

割前事業年度の別表五㈡の「期末現在未納税額⑥」

の金額）を記載します。 
なお、連結親法人の直前期分に係る「期首現在未

納税額①」は、直前期分のこの明細書の「期末現在

未納税額⑥」の「中間 7」の金額と「確定 8」の金

額との合計額を記載します。 

⑴ 前期分の申告後に

既往年度について更

正等があった場合に

は、更正等の後の連

結法人税の額又は法

人税額を基礎として

記載します。 
⑵ 連結法人の直前期

分が単体申告の場合

には、直前期分に係

る「期首現在未納税

額①」は、直前期分

の別表五㈡の「⑥」

の「中間 3」の金額と

「確定 4」の金額との

合計額を記載しま

す。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項

「当期発生税額②」の

「中間７」及び「確定

８」 
 

⑴ 「中間 7」には、別表一の二㈠の「連結中間申

告分の法人税額 14」の金額を記載します。 
⑵ 「確定 8」には、別表一の二㈠の「差引確定法

人税額 15」の金額を記載します。 

中間分の連結法人税

の額が確定分の連結

法人税の額を超える場

合には、「確定 8」には、

その超える金額を△印

を付して記載します。 

「当期中の納付税額」

の各欄 
 
 

 連結親法人にあっては「期首現在未納税額①」又

は「当期発生税額②」に記載した連結法人税の額又

は法人税額を、連結子法人にあっては「期首現在未

納税額①」に記載した法人税額を当期中に納付した

場合に、その納付税額を納税充当金を取り崩して納

付したか、仮払金として納付したか、又は損金経理

により納付したかにより、それぞれ該当欄に区分し

て記載します。この場合に、過誤納があるときは、

各欄にそれぞれ外書きしてください。 
 この外書の金額は、「期末現在未納税額⑥」に移

記する必要はありません。 
 

外書の金額は、法人の

確定した決算において

未収金又は仮払金とし

て計上していない場合

には、別表五の二㈠付

表一の空欄に「未収過

誤納金」等と記載の上、

その合計額を「増③」

に記載します。 
この場合「⑤」の外書

の金額は、別表四の二

付表の「加算」の空欄

にも記載することとな

ります。 

「期末現在未納税額

⑥」 

 「確定 8」に記載することとなる連結法人税の額が

マイナスになる場合にあってはその金額は外書き

（△印を付けます｡）します。ただし、「中間7」に未

納税額の記載がある場合にあってはその未納税額

に相当する金額に達するまでの金額は本書きし（△

印を付けます｡）、「確定 8」の「当期発生税額②」の

金額と本書きした金額との差額を外書き（△印を付

けます｡）します。 

 

「 
 

法 
 

人 
 

税 
 

」 
 

の 
 

各 
 

欄 

「計９」 

 
 
 
 

 「当期中の納付税額」の各欄の金額のうち連結法

人税の額を合計した金額は、連結親法人の別表五の

二㈠付表一の「3」から「17」までの空欄のいずれか

に記載した「未納連結法人税」の「減②」の金額と

符合し、連結法人税を除いた金額を合計した金額は、

各連結法人の同付表の「未納法人税 22」の「減②」

の金額と符合することになります。 
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各欄共通 
 

 
 

原則として「法人税」の各欄の記載に準じます。 
 
 
 
 
 

基本税額（均等割額を

含みます。）及び道府県

民税利子割額のみにつ

いて記載し、加算金及

び延滞金についてはこ

の欄には記載しませ

ん。 

「期首現在未納税額

①」の「10」及び「11」

 「10」及び「11」には、前期分のこの明細書の「期

末現在未納税額⑥」の金額（前期が単体法人である

連結法人又は当期中に自己を分割法人とする分割

型分割（連結親法人事業年度開始の日に行うものを

除きます｡）を行った連結法人にあっては、前期又

は分割前事業年度の別表五㈡の「期末現在未納税額

⑥」の金額）を記載しますが、その金額が、支店等

の税率が異なっていることなどにより標準税率を

基として算出されたものであるときは、当期におい

て申告等により具体的に確定した金額を記載しま

す。 

 

「当期発生税額②」の

利子割12」、「中間13」

及び「確定14」 

「

 

⑴ 「利子割 12」には、当期中に支払を受ける利子

等（当期末までに、その利払期の到来しているも

のに限ります｡）に係る道府県民税利子割額を記載

します。 

 

「 

道 

府 

県 

民 

税 

」 

の 

各 

欄 

 ⑵ 「中間 13」及び「確定 14」には、当期の連結法

人税個別帰属額を基礎として地方税法の規定によ

り算出した道府県民税額を記載します。ただし、

支店等が他の都道府県にある場合には、標準税率

により算出した税額を記載しても差し支えありま

せん。 

 

「市町村民税」の各欄  「法人税」及び「道府県民税」の各欄の記載に準

じて記載します。 
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「21」から「23」まで

の各欄 
 「道府県民税」の「10」、「11」及び「13」の記

載に準じて記載します。この場合、前期の確定分の

税額は「22」の「当期発生税額②」に記載します。 

「当期中の納付税額」

の各欄に記載した金額

のうち前連結事業年度

又は前事業年度までに

既に損金の額に算入さ

れた事業税の額がある

場合には、その既に損

金の額に算入された事

業税の額に相当する金

額については、別表四

の二付表の「加算」の

空欄に「事業税認定損」

等として「総額①」及

び「留保②」に記載し

ます。 

「仮払経理による納

付④」 

 別表四の二付表の「減算」の空欄に「仮払事業税

認定損」等として「総額①」及び「留保②」に記載

します。 

 
 

「
事 

業 

税
」 

の 

各 

欄 

「損金経理による納

付⑤」 

 

 未払金として経理した金額を含めて記載します。 
 
 

当期分の事業税は、当

期の損金の額に算入さ

れませんから、別表四

の二付表で加算するこ

とになります。 

「当期中の納付税額」

の各欄 

 
 
 

「法人税」の「当期中の納付税額」の各欄の記載

に準じて記載します。 
 なお、「25」以下の各欄の「損金経理による納付⑤」

には、未払金として経理した金額を含めて記載しま

す。したがって、この経理をした金額は、その後は

期首及び期末の未納税額に記載しません。 

 

「
そ
の
他
」
の
各
欄 

「延滞金（延納に係る

もの）26」 

 
 
 

地方税法第 65 条、第 72 条の 45 の 2 及び第327条

の規定による納期限の延長を受けた期間に係る延滞

金について記載し、その他の期間に係る延滞金につ

いては「損金不算入のもの」の「延滞金（延納分を

除く。）31」に記載します。 
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「期首納税充当金35」

 
 

 各連結法人の前期のこの明細書の「期末納税充当

金 46」（前期が単体法人である連結法人又は当期中

に自己を分割法人とする分割型分割（連結親法人事

業年度開始の日に行うものを除きます｡）を行った

連結法人にあっては、前期又は分割前事業年度の別

表五㈡の「期末納税充当金 42」）を記載します。 

 

「37」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 還付を受けた法人税等の金額で納税充当金へ繰り

入れた金額等各連結法人が損金経理により繰り入

れた金額以外の繰入額を記載します。 
 なお、空欄には、例えば「還付法人税等」と記載

します。 
 
 
 
 
 

「37」に記載した金額

が例えば、前期以前に

おいて生じた還付金を

当期に納税充当金とし

て受け入れた場合に

は、別表五の二㈠付表

一の「納税充当金 20」

の「増③」に記載する

とともに、該当欄の「減

②」に同額を記載し、

別表四の二付表には関

係させません。 

「損金算入のもの41」

 
 「利子税 25」から「28」までの「充当金取崩しに

よる納付③」の金額の合計額を記載します。 
 
 

「損金不算入のもの

42」 

 「加算税及び加算金 29」から「34」までの「充当

金取崩しによる納付③」の金額の合計額を記載しま

す。 

 
 

「43」 

 
 

 納税充当金の取崩額のうち「法人税額等 39」から

「損金不算入のもの 42」まで及び「仮払税金消却

44」以外により取り崩した金額を記載します。 

 
 
 

「
納 

税 

充 

当 

金 

の 

計 

算
」 

の 

各 

欄 

「仮払税金消却44」  前期以前に納付した税金を仮払金等として経理し

ていた金額について当期において納税充当金を取

り崩して消却した金額を記載します。 

この場合には、別表五

の二㈠付表一におい

て、前期から繰り越さ

れた「仮払税金」の「減

②」にその消却した金

額を△印を付して記載

するとともに、「納税

充当金 20」の「減②」

に記載します。 
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別表五の二（二）付表二 「連結親法人の連結法人税個別帰属額の受払いに

関する明細書」 

 
１ この明細書の用途  

 この明細書は、納税義務者としての連結親法人が、連結グループの一員としての連結親法人及び連

結子法人と受払いをすべき連結法人税個別帰属額又は附帯税の負担額に係る未収入金又は未払金の状

況等を明らかにするために使用します。 
 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項

「連結親法人の計上科

目」の「未収入金」と「未

払金」 
 
 

納税義務者としての連結親法人が連結グループの

一員としての連結親法人又は連結子法人から受け取

るべき連結法人税個別帰属額がある場合にその金額

（連結法人の連結法人税個別帰属支払額）を「未収

入金」に、連結親法人又は連結子法人に支払うべき

連結法人税個別帰属額がある場合にその金額（連結

法人の連結法人税個別帰属受取額）を「未払金」に

記載します。 

受払いすべき附帯税

の負担額については、そ

の金額を外書として記

載します。 
 
 
 

「期首現在未決済額

１」 

 
 
 

連結親法人の別表五の二㈡付表一の「Ⅰ 各連結

法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等の明細」

の「期首現在未決済額①」に記載された金額のうち

連結法人税個別帰属支払額を「未収入金」の欄に、

連結法人税個別帰属受取額を「未払金」の欄に記載

します。 

 

「
連
結
親
法
人
」
の
各
欄 

「当期発生額２」 

 
 
 
 

連結親法人の別表五の二㈡付表一の「Ⅰ 各連結

法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等の明細」

の「当期発生額②」に記載された金額のうち連結法

人税個別帰属支払額を「未収入金」の欄に、連結法

人税個別帰属受取額を「未払金」の欄に記載します。

 

「連結親法人が連結法人

税個別帰属額を受払いす

べき連結法人の名称」の

空欄 
 

連結親法人が連結法人税個別帰属額を受払いすべ

き連結子法人の名称を記載するとともに、この欄の

「期首現在未決済額１」及び「当期発生額２」につ

いては、「連結親法人」の各欄の記載要領に準じて記

載します。 

 

「未収入金計」の「期末

現在未決済額４」 
 

 
 
 
 
 

 この欄に記載した金

額と連結親法人の別表

五の二㈠付表一の「未収

連結法人税個別帰属支

払額」の「差引翌期首現
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項

在連結個別利益積立金

額④」の金額とは一致し

ます。 

「未払金計」の「期末現

在未決済額４」 
 

 
 
 
 
 

 この欄に記載した金

額に△印を付した金額

と連結親法人の別表五

の二㈠付表一の「未払連

結法人税個別帰属受取

額」の「差引翌期首現在

連結個別利益積立金額

④」の金額とは一致しま

す。 
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別表六の二（一） ｢連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書｣ 
 
１ この明細書の用途  

この明細書は、連結法人が当期中に支払を受ける利子及び配当等並びに償還差益について課された

所得税の額について、法第 81 条の 14 第 1 項 ((連結事業年度における所得税額の控除))の規定により

当期の連結所得に対する法人税の額からその所得税の額の控除を受ける場合に使用します。 
 

２ 記載の手順  

この明細書は、まず、中段の「公社債の利子等、剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配又は

集団投資信託(合同運用信託を除く。)の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」及び「その

他に係る控除を受ける所得税額の明細」の各欄（「7」から「21」まで）を記載し、次に上段の各欄（「1」

から「6」まで）を記載します。 
下段の「個別帰属額の計算」の各欄には、令第155条の44 ((連結法人税額から控除する所得税額の個

別帰属額の計算))の規定により各連結法人に帰せられる金額について、各連結法人ごとに別葉に記載

します。 
 

３ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「法人名」  連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に「個別帰属額の計算」の「連結法人名」欄に

記載した連結法人の法人名を記載します。 

 

「公社債の利子等２」 公債又は社債の利子のほか、割引債に係る償還差益

がある場合には、その償還差益を含めて記載します。

 

「集団投資信託(合同運

用信託を除く。)の収益

の分配４」 

証券投資信託の収益の分配の額のうち、措置法第68

条の103に規定する特定株式投資信託の収益の分配

の額がある場合には、その額を上段に内書として記

載します。 

新信託法の施行の日

前に終了する連結事業

年度については、「集団

投資信託(合同運用信託

を除く。)の収益の分配」

は「投資信託及び特定目

的信託の収益の分配」と

読み替えて記載します。

以下同じ。 

「その他５」 所得税法第 174 条第 3 号から第 10 号までに規定す

る給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配及

び賞金の支払を受けた場合並びに懸賞金等の額及び

みなし配当等の額がある場合に、それらの金額を記

載します。 

なお、内書には、所得税法第 174 条第 3号から第 8

号までに規定する給付補てん金、利息、利益又は差

益の額及びみなし配当の額並びに措置法第 41 条の 9  

この内訳は、下欄の

「その他に係る控除を

受ける所得税額の明細」

に記載します。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

 第2項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の額

を記載します。 

 

「収入金額①」 当期中に支払を受ける金額（所得税込みの金額をい

い、利子等については、当期末までにその利払期の

到来しているものに限ります。）を記載し、「①につ

いて課される所得税額②」には、その支払を受ける

金額について課される所得税の額を記載します。 

 

「②のうち控除を受け

る所得税額③」の各欄 
⑴ 「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配

1」及び「その他 5」には、「①について課される所

得税額②」の金額をそのまま記載します。 

⑵ 「公社債の利子等 2」、「剰余金の配当、利益の配

当及び剰余金の分配（みなし配当等を除く。） 3 」

及び「集団投資信託(合同運用信託を除く。)の収

益の分配 4」には、利子配当等の計算期間のうち元

本を所有していた期間（以下「元本の所有期間」

といいます。）に対応する部分の額のそれぞれの合

計額を、「公社債の利子等、剰余金の配当、利益の

配当及び剰余金の分配又は集団投資信託(合同運

用信託を除く。)の収益の分配に係る控除を受ける

所得税額の計算」の「個別法による場合」又は「銘

柄別簡便法による場合」のいずれかの方法により

計算して記載します。 

 

「公社債の利子等、剰余

金の配当、利益の配当及

び剰余金の分配又は集

団投資信託(合同運用信

託を除く。)の収益の分

配に係る控除を受ける

所得税額の計算」の各欄 

元本の所有期間に対応する部分の額の計算につい

て、令第 155 条の 26 第 2項 ((種類、銘柄及び元本の

所有期間の異なるものごとに、個別に計算する方法))

の規定の適用を受ける場合には「個別法による場合」

の各欄を、同条第 3項((元本の増加分について所得税

額の2分の1を控除する簡便計算法))の規定の適用を

受ける場合には「銘柄別簡便法による場合」の各欄

を、それぞれ記載します。 

銘柄別簡便法による

場合には、①公社債、②

株式及び出資又は③集

団投資信託(合同運用信

託を除きます。)の受益

権(新信託法の施行の日

前に終了する連結事業

年度については、投資信

託及び特定目的信託の

受益証券)の 3 グループ

に区分し、さらにその元

本をその利子配当等の

計算の基礎となった期

間が1年を超えるものと

1 年以下のものとに区分

し、その区分に属する元

本のすべてについて、そ
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

の銘柄ごとに、簡便計算

法を適用することにな

ります。 

なお、国内追加型投資

信託とそれ以外の投資

信託は別のグループに

区分することができま

す。 

「利子配当等の計算期

間９」及び「⑼のうち元

本所有期間10」 

利子配当等が剰余金の配当若しくは利益の配当若

しくは剰余金の分配又は金銭の分配（以下「配当等」

といいます。）である場合には、その配当等（以下「判

定対象配当等」といいます。）の直前にその判定対象

配当等を支払う法人から受けた配当等の支払に係る

基準日の翌日からその判定対象配当等の支払に係る

基準日までの期間を「利子配当等の計算期間 9」に記

載します。 

月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数は切り

上げます。 

なお、設定により取得した国内追加型投資信託につ

いては、この欄の記載を省略し、「所有期間割合 11」

欄に、「1.000」と記載して控除を受ける所得税額を

計算してください。 

 

「各連結法人の利子配

当等の計算期末の所有

元本数等の合計15」及び

「各連結法人の利子配

当等の計算期首の所有

元本数等の合計16」 

公社債については所有元本の額面金額により、口数

の定めがない出資については所有元本の金額によ

り、その他のものについては所有元本の数により記

載します。 

 

 

「     17」 

次の場合に応じ、次により記載します。 
⑴ 利子配当等の計算期間が 1 年以下であるものの

元本の場合……      

⑵ 利子配当等の計算期間が 1 年を超えるものの元

本の場合……… 

 

⒂－⒃
2又は12

⒂－⒃
2又は12

⒂－⒃ 
２又は12 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「その他に係る控除を

受ける所得税額の明細」

の各欄 
 

「その他 5」に記載した給付補てん金等についてそ

の内訳を記載します。この場合、「控除を受ける所得

税額 21」は、その収入金額について源泉徴収された

所得税の額を記載し、また、「参考」には、賞金、給

付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、懸賞

金付預貯金等の懸賞金等、みなし配当等の別、源泉

徴収された所得税額を証明する書類の有無、その他

控除税額の計算について参考となるような事項を記

載します。 

この欄に記載しきれ

ないときは、その明細を

この内訳の様式により

別紙に記載して添付し

てください。 
 

「個別帰属額の計算」の

各欄 
当期の連結所得に対する法人税の額から控除され

る所得税の額のうち、各連結法人に帰せられる金額

について、各連結法人ごとに記載します。この場合、

「利子配当等以外に係る控除を受ける所得税額のう

ち当該連結法人に帰せられる所得税額 26」は、「預貯

金の利子及び合同運用信託の収益の分配 1」の「②の

うち控除を受ける所得税額③」及び「その他 5」の「②

のうち控除を受ける所得税額③」の各欄の金額のう

ち、各連結法人に帰せられる金額を銘柄等ごとに記

載します。 

この欄に記載しきれ

ないときは、その明細を

この内訳の様式により別

紙に記載して添付してく

ださい。 

  ( )注 道府県民税利子割額は、この明細書には記載しません。 

 
４ 根拠条文  

法 81 の 14、令 155 の 26、155 の 44、措置法 41 の 9 ④、41 の 12④、措置法令 26 の 10③、26 の 11、

措置法規則 19 の 4 ② 
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別表六の二(二) 「連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書」 

 
１ この明細書の用途  

この明細書は、法第81条の15 ((連結事業年度における外国税額の控除))又は措置法第68条の91 ((特

定外国子会社等に係る外国税額の控除))若しくは第 68 条の 93 の 7 ((特定外国法人に係る外国税額の

控除))の規定の適用を受ける場合に使用します。 

 
２ 記載の手順  

 ⑴ この明細書を記載する場合には、その記載に先立って各連結法人ごとに別表六の二㈡付表の右欄

の「当期の個別国外所得の金額の計算」のうち「国外の当期利益又は当期欠損の額 15」並びに「加

算」及び「減算」の各欄（「小計」の各欄及び「交際費等の損金不算入額の個別帰属額 17」並びに

寄附金の損金不算入額の個別帰属額など連結グループで損金不算入額の計算を行うものを除きま

す。）の記載をする必要があります。 

 ⑵ この明細書の記載の順序は、次の①から④の順に記載します。 

① 「当期の連結国外所得の金額の計算」の各欄については、各連結法人の別表六の二㈡付表の右

欄「当期の個別国外所得の金額の計算」の各欄（⑴に掲げる各欄）の金額の合計額をそれぞれ該

当する欄に記載します。 

② 「交際費等の損金不算入額 20」を記載し、また、寄附金の損金不算入額の個別帰属額など連結

グループで損金不算入額の計算を行うものについて区分及び金額を記載します（これらの金額に

つき各連結法人に帰属する金額を各連結法人の別表六の二㈡付表の右欄の「当期の個別国外所得

の金額の計算」の各欄に記載します。）。 

③ 「当期の連結法人税額 1」から「連結控除限度額 16」までの各欄を記載します（この「連結控

除限度額 16」の金額を各連結法人の別表六の二㈡付表の「当期の連結控除限度額 2」に記載しま

す。）。 

④ 「当期に控除できる金額 17」に各連結法人の別表六の二㈡付表の「計 13」の金額の合計額を記

載します。 
 

３ 添付書類  

  この明細書には、個別控除対象外国法人税額を課されたことを証する書類その他規則第 37 条の 6
各号((外国税額控除を受けるための書類))に定める書類又は租税条約の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第 10 条第１項 ((みなし外国税額の控除の

申告手続))に定めるみなし外国税額控除の適用を受けることができる旨を証する書類を添付します。 
  この場合、その添付に当たっては、できるだけ次の法人に係るものはそれぞれ次によることとして

ください。 

 ⑴ 連結親法人……連結確定申告書に添付する当該連結親法人の個別帰属額に関する明細書に添付

します。 

 ⑵ 連結子法人……当該連結子法人が本店等所在地の税務署長に提出する個別帰属額等の届出書に

添付します。 

なお、連結確定申告書のこの明細書の下部余白には、これらの書類を個別帰属額等の届出書に添付

した旨を記載してください。 
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４ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項

「連結国外所得金額の限度

額の計算」のうち 
「 

⑺×       10 

           」 
 
 
 

算式の分母分子の（ 人）の空欄には、各連結法

人の使用人の総数及び各連結法人の国外使用人の

総数をそれぞれ記載します。 
 

 使用人兼務役員は分

母分子の使用人に含ま

れません。 
 いわゆる駐在員事務

所等で国外事業所等に

該当しない施設に就労

する使用人は、分子の

国外使用人に含まれま

せん。 

「限度額の計算の特例の適

用がある場合」の各欄 
 
 

令第155条の29((連結控除限度額の計算の特例))

の規定を受ける場合（「各連結法人が納付した個別

控除対象外国法人税額の合計額 11」の金額が「計 7」

の金額の 100 分の 50 を超える場合）に記載します。 

 
 
 
 

「当期の連結国外所得の金

額の計算」のうち「各連結

法人の国外の当期利益又は

当期欠損の額の合計額18」

並びに「加算」及び「減算」

の各欄（「小計」の各欄及び

「交際費等の損金不算入額

20」を除きます。） 

 各連結法人ごとに記載した別表六の二㈡付表の

該当する各欄を集計し、その集計した金額を記載し

ます。 
 

寄附金の損金不算入

額など連結法人ごとで

はなく連結グループで

損金不算入額の算出を

行うものについては、

「交際費等の損金不算

入額 20」の記載欄を参

考にしてください。 

「交際費等の損金不算入額

20」 

 別表十五の二の「損金不算入額 4」の金額に同表

の「支出交際費等の額の合計額 1」のうちに各連結

法人の国外業務に係る交際費等の額の合計額の占

める割合を乗じて計算した金額を記載します。 

 

各連結法人の国外 
使用人の総数( 人) 

各 連 結 法 人 の 
使用人の総数( 人) 

 

５ 根拠条文  

 法 81 の 15、令 155 の 27～155 の 41、規則 37 の 5～37 の 7 
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別表六の二(二)付表 「各連結法人の外国税額の控除に関する明細書」 

 
１ この明細書の用途  

この明細書は、法第81条の15 ((連結事業年度における外国税額の控除))又は措置法第68条の91 ((特

定外国子会社等に係る外国税額の控除))若しくは第 68 条の 93 の 7 ((特定外国法人に係る外国税額の

控除))の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに使用します。 
 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「法人名」 

 
 

連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこの

中に外国税額の控除の規定を適用する連結法人の法

人名を記載します。 

 

「当期の個別控除対象

外国法人税額１」及び

「納付した個別控除対

象外国法人税額16」 

その連結法人に係る別表六(二の二)の「当期の控除

対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額26」

及び「納付した控除対象外国法人税額計又は個別控除

対象外国法人税額計 10」の金額を記載します。 

「納付した個別控除

対象外国法人税額 16」の

各欄にはみなし納付分

は含まれません。 

「法第81条の15第２項

により控除できる金額

11」及び「法第81条の15

第３項により控除でき

る金額12」 

 その連結法人に係る別表六㈢の「29 の②」及び「33

の②」の金額を記載します。 
 

「国外の当期利益又は

当期欠損の額15」 

 その連結法人が、当期の個別所得金額のうち国外の

利益又は欠損の額として計算した金額を記載します。

法第 81 条の 15 第 8

項 ((外国子会社から受け

る配当等に係る外国法人

税額の控除))に規定する

配当等の額は、その受け

る日の属する連結事業

年度の連結国外所得の

金額に含めます。 

「当期の個別国外所得

の金額の計算」の「加

算」及び「減算」の各

欄（「小計」の各欄及び

「交際費等の損金不算

入額の個別帰属額17」を

除きます。） 
 
 
 

⑴ 措置法第 68 条の 90 第 1 項 ((連結法人に係る特

定外国子会社等の留保金額の益金算入))の規定に

より益金の額に算入された金額がある場合には、

「加算」の空欄に「特定外国子会社等の課税留保金

額」等と記載するとともにその金額を「国外所得対

応分①」に記載します。 

⑵ 措置法第 68 条の 92 第 1 項 ((特定外国子会社等

に係る課税済配当等の額の計算))の規定により損

金の額に算入された金額がある場合には、「減算」

の空欄に「損金の額に算入された課税済留保金額」

⑴ 左記⑴又は⑵に係

る特定外国子会社等

の本店又は主たる事

務所の所在する国又

は地域が、その特定外

国子会社等の所得に

対して外国法人税を

課さない国又は地域

である場合は、①の金

額を②に移記します。

―    ― 57



欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

 
 
 
 
 
 

等と記載するとともにその金額を「国外所得対応分

①」に記載します。 

⑶ 当期の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入

された金額のうち、共通費用の額（販売費、一般管

理費その他の費用で国内源泉所得を生ずべき業務

と国外源泉所得を生ずべき業務との双方に関連し

て生じたものの額）がある場合は、収入金額、資産

の価額、使用人の数その他の基準のうち当該連結法

人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合

理的と認められる基準により算出した国外源泉所

得に係る部分の金額を「減算」の空欄に「共通費用」

等と記載するとともにその金額を「国外所得対応分

①」に記載します。 

⑵ 寄附金の損金不算

入額など連結法人ご

とではなく連結グル

ープで損金不算入額

の計算を行うものに

ついては、「交際費等

の損金不算入額の個

別帰属額 17」の記載欄

を参考にしてくださ

い。 

「①のうち非課税所得

分②」の各欄 
 
 
 
 

 令第 155 条の 28 第 3 項に規定する外国法人税が課

されない国外源泉所得（次の国外源泉所得の区分に応

じそれぞれ次の要件を満たすものをいいます｡）に係

る所得の金額がある場合に記載します。 

⑴ 連結法人の国外事業所等を通じて行う事業に帰

せられる国外源泉所得……その国外源泉所得を生

じた国又は地域及びその国外事業所等の所在する

国又は地域が外国法人税を課さないこととしてい

ること。 

⑵ 外国税額の間接控除の対象となる外国子会社か

らの配当等……当該外国子会社の所在する国又は

地域が当該配当等及び当該外国子会社の所得につ

き外国法人税を課さないこととしていること。 

⑶ ⑴及び⑵以外の国外源泉所得……その国外源泉

所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につ

き外国法人税を課さないこととしていること。 

⑴から⑶までにおけ

る「外国法人税を課さな

いこと」には、令第 155

条の 27 第 3 項に規定す

る「みなし納付外国法人

税の額」がある場合は含

まれません。 

「交際費等の損金不算

入額の個別帰属額17」 

 別表六の二㈡の「交際費等の損金不算入額 20」の

金額に各連結法人の国外業務に係る交際費等の合計

額のうちに自己の国外業務に係る交際費等の額の占

める割合を乗じて計算した金額を記載します。 

 

 

３ 根拠条文  

 法 81 の 15、令 155 の 27～155 の 41、規則 37 の 5～37 の 7 
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別表七の二 「連結欠損金等の損金算入に関する明細書」 

 

１ この明細書の用途  

この明細書は、連結法人が連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち次表に掲げるものにつ

いて、それぞれ次表に掲げる制度の適用を受ける場合に使用します。 

連 結 欠 損 金 額 制     度 

① 当期首前 7 年以内に生じた連結欠損金額のうち

平成13年4月1日以後に開始した連結事業年度（法

第81条の 9第 2項に規定する政令で定める連結事

業年度を含みます。以下②において同じ。）におい

て生じたもの 

 法第 81 条の 9（第 3 項を除きます。）((連結欠損

金の繰越し))の規定による 7 年間の繰越控除制度

② 当期首前 5 年以内に生じた連結欠損金額のうち

平成 13 年 3 月 31 日以前に開始した連結事業年度

において生じたもの 

 平成 16 年改正前の法第 81 条の 9（第 3項を除き

ます。）((連結欠損金の繰越し))の規定による 5 年

間の繰越控除制度 

 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「控除未済連結欠損金

額１」 

当期首前 7（又は 5）年以内に開始した連結事業年

度において生じた連結欠損金額（連結欠損金額として

みなされた金額を含みます｡)で、過去に繰越控除又は

繰戻しを受けなかった金額を古い連結事業年度の分

から順次記載します。 

この場合、次の区分に応じ、それぞれ次の金額を記

載します。 

⑴ 調整連結事業年度（最初の連結事業年度、法第

81 条の 9 第 2 項第 3 号に掲げる場合に該当するこ

ととなった連結事業年度及び同条第 4 項各号に規

定する場合に該当することとなった連結事業年度

をいいます。以下同じ｡）の場合……「8」の金額 

⑵ 調整連結事業年度以外の連結事業年度の場合…

…前期の「3」の金額 

 平成 13年 3月 31日以

前に開始した連結事業

年度（法第 81 条の 9第 2

項に規定する政令で定

める連結事業年度をい

います。）において生じ

た連結欠損金額の繰越

期間は、5 年間となりま

す。したがって、例えば、

平成 20 年 3 月期（平

19.4.1～平 20.3.31）は、

当該連結事業年度開始

の日前6年以内に開始し

た連結事業年度（法第 81

条の 9第 2項に規定する

政令で定める連結事業

年度を含みます。）(平成

13 年４月１日以後に開

始した連結事業年度)に

おいて生じた連結欠損

金額が繰越控除の対象

となりますので、ご注意

ください。 

「当期控除額２」 当期の連結所得金額（別表四の二「仮計 44」の「総  
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

 額①」）から「10」の金額及び「11」の金額の合計額

を控除した金額の範囲内で、古い連結事業年度の分か

ら順次補てんするものとして、その控除できる金額を

記載します。 

「当期分」の「連結欠

損金額」 

 

当期の別表四の二「連結所得金額又は連結欠損金額

46」の「総額①」に連結欠損金額の記載がある場合に、

その連結欠損金額を「当期分」の「連結欠損金額」に

記載します。 

 

「連結欠損金の繰戻し

額」 

 連結欠損金のうち法第81条の 31 ((連結欠損金の繰

戻しによる還付))の規定の適用を受ける場合にその

適用を受ける金額を記載します。 

 当期が平成14年 4 月 1

日から平成 20 年 3 月 31

日までの間に終了する

連結事業年度である場

合には、連結親法人の解

散等（適格合併による解

散及び合併類似適格分

割型分割後の解散を除

きます｡）の特別な事実

があるときを除き、法第

81 条の 31 の規定の適用

を受けることはできま

せんので、この欄には記

載しないでください。 

「控除未済連結欠損金

額の調整計算」の各欄 

当期が調整連結事業年度に該当する場合に、古い連

結事業年度の分から順次記載します。 

 

 

「控除未済連結欠損金

額８」 

 

 

次の場合に応じてそれぞれ次により記載します。 

⑴ 当期が最初の連結事業年度である場合 

（⑷＋⑹－⑺）又は⑸  

⑵ 当期が最初の連結事業年度以外の調整連結事業

年度である場合 

（⑷＋⑹－⑺）又は⑸ 

 

 

「更生欠損金等の当期

控除額がある場合の連

結欠損金等の当期控除

額の合計額の計算」の

各欄 

連結法人が法第 81 条の 3 第 1 項((個別益金額又は

個別損金額の益金又は損金算入))（法第 59 条((会社

更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損

金算入))の規定により同項に規定する個別損金額を

計算する場合に限ります。）の規定の適用を受ける場

合に記載します。 

 

 

３ 根拠条文  

 法 81 の 9、平成 16 年改正前の法 81 の 9、平成 16 年改正法附則 14、令 155 の 19～155 の 21、措置

法 68 の 98 
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別表七の二付表一 「連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整

計算に関する明細書」 

 

１ この明細書の用途  

この明細書は、令第 155 条の 21 第 1 項及び第 2 項 ((連結欠損金個別帰属額等))の規定により各連

結法人の連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額を計算する場合又は法第 81 条の 9 の 2 第 1

項((特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用))に規定する欠損

等連結法人（以下「欠損等連結法人」といいます。）である連結法人が、同項に規定する特定支配日

以後 5 年を経過した日の前日までに生じた令第 155 条の 21 の 2 第 5 項各号に掲げる事由に該当する

場合において、その連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度ごとに使用します。 

 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結欠損金発生年

度」 

  平成13年3月31日以前

に開始した連結事業年度

（法第81条の9第2項に

規定する政令で定める連

結事業年度をいいます。）

において生じた連結欠損

金額の繰越期間は、5年間

となります。したがって、

例えば、平成20年 3月期

（ 平 成 19.4.1 ～ 平 成

20.3.31）は、当該連結事

業年度開始の日前 6 年以

内に開始した連結事業年

度（法第81条の9第2項

に規定する政令で定める

連結事業年度を含みま

す。）(平成13年 4月1日

以後に開始した連結事業

年度)において生じた連結

欠損金額が繰越控除の対

象となりますので、ご注意

ください。 

「連結法人名」 

 

 

「連結欠損金発生年度」ごとに、連結欠損金当期控

除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算の対象となる

連結法人の法人名を記載します。 

 左記の連結法人には、

当期において連結納税

の承認が取り消された

法人を含みます。 

「最初の連結事業年 当期が最初の連結事業年度である場合にのみ記載し  
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

度における調整計算」

の各欄 

ます。 

「連結親法人又は法

第81条の９第２項第

２号に規定する連結

子法人の欠損金額等

で連結欠損金額とみ

なされるもの１」 

次の連結法人の区分に応じ、次の金額（法第 81 条の

9 の 2 第 3 項に規定する場合に該当する場合の同項に

規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除きま

す。）を記載します。 

⑴ 連結親法人……法第81条の9第2項の規定により

連結欠損金額とみなされる最初の連結親法人事業年

度開始の日前 7（又は 5）年以内に開始した各事業年

度において生じたその連結親法人の青色欠損金額

（法第57条第2項又は第6項の規定により欠損金額

とみなされたものを含み、同条第 5 項又は第 9 項の

規定によりないものとされたもの及び過去に繰越控

除又は繰戻しを受けた金額を除きます。以下同じ｡）

又は法第 58 条第 1項に規定する災害損失欠損金額 

⑵ 最初の連結親法人事業年度開始の日の 5 年前の日

からその開始の日までの間に行われた株式移転に係

る株式移転完全子法人であった連結子法人（その連

結子法人の発行済株式の全部がその株式移転により

設立された株式移転完全親法人であった連結親法人

によりその株式移転の日からその開始の日まで継続

して保有されているものに限り、その株式移転の直

前にその連結子法人の発行済株式（その連結子法人

が有する自己の株式を除きます｡）の総数の50％超の

株式が他の法人に直接又は間接に保有されているも

のを除きます｡）……法第 81 条の 9 第 2 項の規定に

より連結欠損金額とみなされる次の①又は②の金額

① その開始の日前 7（又は 5）年以内に開始したそ

の連結子法人の各事業年度（その株式移転が適格

株式移転に該当しないものである場合には、その

各事業年度のうちその株式移転の日の属する事業

年度前の事業年度を除きます。）において生じた青

色欠損金額又は法第58条第1項に規定する災害損

失欠損金額 

② その開始の日前 7（又は 5）年以内に開始したそ

の連結子法人（その開始の日にその株式移転（適

格株式移転に限ります。）が行われたことに基因し

て連結納税の承認が取り消された連結親法人であ

ったものに限ります｡）のその承認に係る各連結事

業年度において生じたその連結子法人の連結欠損
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

金個別帰属額 

「連結親法人の適格

合併等による未処理

欠損金額等の引継額

２」及び「連結親法人

の適格合併等による

未処理欠損金額等の

引継額５」 

 

連結親法人が同一連結グループ外の法人を被合併法

人又は分割法人（以下「被合併法人等」といいます｡）

とする適格合併又は合併類似適格分割型分割（以下｢8｣

欄の記載要領までにおいて「適格合併等」といいます｡）

を行った場合に次の⑴又は⑵の金額（欠損等連結法人

である連結親法人の法第81条の9の 2第 2項第1号に

掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び

連結親法人が同条第 4 項に規定する場合に該当する場

合における同条第 2 項第 3 号イに規定する未処理欠損

金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額を除き

ます。）を記載します。 

⑴ その適格合併等に係る被合併法人等が⑵の被合併

法人等以外の法人である場合……その適格合併等の

日前 7（又は 5）年以内に開始した各事業年度におい

て生じたその被合併法人等の未処理欠損金額（法第

57条第 2項又は第6項の規定により欠損金額とみな

されたものを含み、同条第 5 項又は第 9 項の規定に

よりないものとされたもの及び過去に繰越控除又は

繰戻しを受けた金額を除きます。以下同じ｡）又は法

第 58 条第 2項に規定する未処理災害損失欠損金額 

(注) 未処理欠損金額は、その被合併法人等がその連

結親法人との間にその適格合併等の日の属する連

結親法人事業年度開始の日の 5 年前の日以後に特

定資本関係（法第 57 条第 3項に規定する特定資本

関係をいいます。以下同じ｡）が生じている場合で、

その適格合併等が共同事業を営むための適格合併

等（令第 112 条第 7 項の要件を満たすものをいい

ます｡）に該当しない場合には、法第 57 条第 3 項

の規定によりその未処理欠損金額に含まないもの

とされる欠損金額を除いた金額となります。 

⑵ その適格合併等に係る被合併法人等が他の連結グ

ループの連結法人（その連結法人が連結子法人で、

かつ、その適格合併に係る被合併法人の場合には、

その適格合併に基因して連結納税の承認を取り消

された日が当該他の連結グループの連結親法人事

業年度開始の日であるものに限ります。また、その

連結法人が合併類似適格分割型分割に係る分割法

人の場合には、当該他の連結グループの連結親法人

事業年度開始の日にその合併類似適格分割型分割

⑴ 未処理欠損金額の

うち法第 57 条第 2 項

又は第6項の規定によ

り欠損金額とみなさ

れたもの以外の金額

については、適格合併

等に係る被合併法人

等がその金額が生じ

た事業年度において

青色申告書である確

定申告書を提出し、か

つ、その後の事業年度

において連続して確

定申告書を提出して

いる場合の金額に限

ります。 

⑵ 未処理災害損失欠

損金額は、適格合併等

に係る被合併法人等が

その金額が生じた事業

年度においてその金額

に係る明細を記載した

確定申告書を提出し、

かつ、その後の事業年

度において連続して確

定申告書を提出してい

る場合の金額に限りま

す。 

⑶ 「2」又は「5」に金

額の記載がある場合に

は、その金額について

別表七㈠付表一及び付

表二に所要の調整を加

えて作成した明細書を

添付する必要がありま

す。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

を行ったものに限ります｡）である場合……その適

格合併等の日前 7（又は 5）年以内に開始した各連

結事業年度において生じたその被合併法人等の連

結欠損金個別帰属額 

(注) 連結欠損金個別帰属額は、その被合併法人等が

適格合併等に係る合併法人等（合併法人又は分割

承継法人をいいます。以下同じ｡）となる連結親法

人との間にその適格合併等の日の属する連結親法

人事業年度開始の日の 5 年前の日以後に特定資本

関係が生じている場合で、その適格合併等が共同

事業を営むための適格合併等（令第 112 条第 7 項

の要件を満たすものをいいます｡）に該当しない場

合には、令第 155 条の 19 第 8 項の規定によりその

連結欠損金個別帰属額に含まないものとされる金

額を除いた金額となります。 

「上記以外の連結事

業年度における調整

計算」の各欄 

 当期が最初連結事業年度以外の連結事業年度である

場合に記載します。 

 

「連結法人間の適格

合併等による引継額」

の各欄 

 同一連結グループに属する連結法人間において適格

合併等が行われた場合に記載します。 

 なお、連結法人のうち「6」に記載すべき被合併法人

等が複数あるものについては、「6」には「合計」と記

載し、「7」から「9」までの各欄にはそれぞれの被合併

法人等の「7」から「9」までの各欄に記載すべき金額

の合計額をそれぞれの欄に記載し、その内訳を別紙に

記載して添付します。 

 

「被合併法人等とな

る連結子法人名６」 

 「連結欠損金発生年度」に生じた連結欠損金個別帰

属額を有する被合併法人等となる連結子法人の法人名

を記載します。 

 合併法人が合併の日

の属する連結親法人事

業年度において合併に

よる解散、離脱等の事由

により連結納税の承認

を取り消された場合に

は、その合併法人につい

てはこの欄から「8」ま

での各欄の記載はしま

せん。 

「同上の連結子法人

の連結欠損金個別帰

属額の前期末の金額

７」 

 被合併法人等となる連結子法人の有する前期末にお

ける連結欠損金個別帰属額を記載します。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「同上の連結子法人

の最後事業年度等に

おいて欠損金額とみ

なされて繰越控除さ

れた金額８」 

 

 

 

 

⑴ 「7」に記載した連結欠損金個別帰属額のうち、被

合併法人等となる連結子法人の適格合併等の日の前

日の属する事業年度において、各事業年度で生じた

欠損金額とみなされて繰越控除された金額を記載し

ます。 

(注) 連結法人が連結親法人事業年度開始の日からそ

の終了の日までの間にその連結法人を合併法人等

とする適格合併等を行い、かつ、その適格合併等

の日から同日の属する連結親法人事業年度終了の

日までの間にその連結法人を分割法人とする分割

型分割を行った場合に、その適格合併等に係る被

合併法人等の未処理欠損金額でその連結法人の欠

損金額とみなされてその分割型分割の日の前日の

属する事業年度（以下「分割前事業年度」といい

ます｡)の所得の金額の計算上、損金の額に算入さ

れた金額がある場合に、その金額を⑴の金額に含

めて記載します。 

⑵ 被合併法人等となる連結子法人が、当期中におい

てその適格合併等の前にその連結子法人を分割法人

とする分割型分割（連結親法人事業年度開始の日に

行うものを除きます｡)を行っている場合には、各事

業年度で生じた欠損金額とみなされてその分割前事

業年度において繰越控除された金額を⑴の金額に含

めて記載します。 

 

 

 

「離脱等をした連結

子法人の連結欠損金

個別帰属額の前期末

の金額11」 

連結子法人が、連結納税の承認を取り消された場合

に、その連結子法人の連結欠損金個別帰属額の前期末

の金額を記載します。 

 

「連結欠損金の繰戻

し還付の特例の基礎

となった連結欠損金

額の個別帰属額12」 

 

連結親法人に解散等の事実が生じた場合において、

その事実が生じた日前 1 年以内に終了したいずれかの

連結事業年度又は同日の属する連結事業年度において

生じた連結欠損金額（（注）1から 3まで）に掲げる金

額を除きます。以下同じ｡）をこれらの連結事業年度前

1 年以内に開始したいずれかの連結事業年度に繰り戻

して連結法人税の額の還付を請求したときに、その請

求の基礎となった連結欠損金額に、その連結欠損金額

に係る各連結法人の連結欠損金個別帰属額（法第81条

の 9 第 2 項の規定により連結欠損金額とみなされた部

分の金額を除きます。以下この欄において同じ｡）の合

計額のうちにその基礎となった連結欠損金額に係るそ

 左記の解散等の事実

とは、次に掲げるものを

いいます。 

① 適格合併による解

散及び合併類似適格

分割型分割後の解散

以外の解散 

② 会社更生法又は金

融機関等の更生手続

の特例等に関する法

律の規定による更生

手続の開始 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

の連結法人の連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗

じて計算した金額を記載します。 

(注) 1  法第81条の9第1項の規定により各連結事業年

度の連結所得金額の計算上、繰越控除された金額

2  法第 81 条の 9 第 4 項の規定によりないものと

された金額 

3  連結欠損金の繰戻し還付請求書を提出する日

の属する連結親法人事業年度開始の日からその

還付請求書を提出する日の前日までの間に連結

法人が法第 81 条の 9 第 4 項各号（その連結親法

人事業年度開始の日の翌日からその終了の日ま

での間にその還付請求書を提出する場合には、同

項第 4 号を除きます｡）に規定する場合に該当す

る場合の当該各号に定める金額に相当する金額 

③ 民事再生法の規定

による再生手続開始

の決定 

 

「分割前事業年度に

おいて欠損金額とみ

なされて繰越控除さ

れた金額13」 

 

 

 連結法人の分割前事業年度において、各事業年度で

生じた欠損金額とみなされて繰越控除された金額を記

載します。 

 

 

 

繰越控除された金額

のうち「8」の記載要領

の⑵の「損金の額に算入

された金額」がある場合

には、その金額を控除し

て記載します。 

「共同事業を営むた

めの適格合併等に該

当しないことにより

ないものとされた連

結欠損金額14」 

連結親法人と同一連結グループ外の法人との間で

その連結親法人を合併法人、分割承継法人又は被現物

出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資

（以下「適格合併等」といいます｡）が行われ、かつ、

その連結親法人と被合併法人、分割法人又は現物出資

法人となる法人との間の特定資本関係がその適格合併

等の日の属する連結親法人事業年度開始の日の 5 年前

の日以後に生じている場合において、その適格合併等

が共同事業を営むための適格合併等（令第 112 条第 9

項により読み替えて適用される同条第 7 項に掲げる要

件を満たすものをいいます｡）に該当しないときは、令

第155条の20第2項の規定によりないものとされる連

結欠損金額を記載します。 

 「14」に金額の記載が

ある場合には、その金額

について別表七㈠付表

一及び付表二に所要の

調整を加えて作成した

明細書を添付する必要

があります。 

 

 

「欠損等連結法人の

適用連結事業年度前

の連結欠損金額のう

ち当該欠損等連結法

人に帰せられる金額

15」 

 欠損等連結法人の令第 155 条の 21 の 2 第 9 項各号

((特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連

結欠損金の繰越しの不適用))に定める金額のうちその

欠損等連結法人に帰せられる金額を記載します。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結欠損金当期控 次の場合に応じてそれぞれ次により記載します。  

除前の調整後の連結

欠損金個別帰属額 18」 

 

 

 

⑴ 当期が最初の連結事業年度である場合 

⑶又は⒄ 

⑵ 当期が最初の連結事業年度後の連結事業年度で連

結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整

計算を行うこととなる連結事業年度である場合 

⑶又は⒄ 

 

 

 

 

 

 

 

３ 根拠条文  

 法 81 の 9、81 の 9 の 2、平成 16 年改正前の法 81 の 9、平成 16 年改正法附則 14、令 155 の 19～155

の 21 の 2、規則 37 の 3 
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別表七の二付表二 「連結欠損金個別帰属額に関する明細書」 

 

１ この明細書の用途  

  この明細書は、当期首前 7年以内（又は 5年以内）に開始した連結事業年度において生じた連結欠

損金個別帰属額について、連結欠損金当期控除後の金額を計算する場合に使用します。 

 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結事業年度」の各

欄 

当期首前 7年以内（又は 5年以内）に開始した連結

事業年度で、連結欠損金個別帰属額が生じている連結

事業年度について古いものから順次記載します。 

 平成 13年 3月 31日以

前に開始した連結事業

年度（法第 81条の 9第 2

項に規定する政令で定

める連結事業年度をい

います。）において生じ

た連結欠損金額の繰越

期間は、5 年間となりま

す。したがって、例えば、

平成 20 年 3 月期（平成

19.4.1～平成 20.3.31）

は、当該連結事業年度開

始の日前 6 年以内に開始

した連結事業年度（法第

81 条の 9第 2項に規定す

る政令で定める連結事業

年度を含みます。）(平成

13 年４月１日以後に開始

した連結事業年度)にお

いて生じた連結欠損金額

が繰越控除の対象となり

ますので、ご注意くださ

い。 

「連結法人名」 「連結事業年度」に記載されたいずれかの連結事

業年度において、連結欠損金個別帰属額を有する連結

法人の法人名を記載します。 

 

 

「連結欠損金当期控除

前の金額」の各欄 

 

当期に連結欠損金個別帰属額の調整計算を行う必

要がない連結法人にあっては、この明細書の前期末

の金額を記載します。 

 当期に連結欠損金個別帰属額の調整計算を行った

連結法人にあっては、その調整計算の対象となる連結

事業年度については別表七の二付表一「18」の金額を

記載し、それ以外の連結事業年度についてはこの明細

書の前期末の金額を記載します。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「個別欠損金額26」  「連結欠損金額25」に

記載すべき連結欠損金

額がない場合には、この

欄は記載しないでくだ

さい。 

 

３ 根拠条文   
法 81 の 9、令 155 の 19～155 の 21 
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別表八の二 ｢連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細

書｣ 

 
１ この明細書の用途  

この明細書は、法第 81 条の 4 ((連結事業年度における受取配当等の益金不算入))（措置法第 68 条

の 103 又は第 68 条の 104 ((特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例

等))の規定により読み替えて適用する場合を含みます｡）の規定の適用を受ける場合に使用します。 

 
２ 記載の手順  

この明細書の記載の順序は、まず、中段の「総資産価額等の計算」及び「受取配当等の金額の明細」

の各欄（「13」から「25」まで）を記載し、次に上段の各欄（「1」から「12」まで）を記載します。 

下段の「個別帰属額の計算」の各欄には、令第 155 条の 11 ((受取配当等の益金不算入額の個別帰属

額の計算))の規定により各連結法人に帰せられる金額について、各連結法人ごとに別葉に記載します。 
 

３ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「法人名」  連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこの

中に「個別帰属額の計算」の「連結法人名」欄に記載

した連結法人の法人名を記載します。 

 

「当期に支払う負債利

子等の額３」 

当期に支払う負債利子のほか、令第21条 ((負債の

利子に準ずるもの))に掲げるものも含め、各連結法人

の合計額を記載します。 

措置法第68条の 89第

1 項((連結法人の国外支

配株主等に係る負債の

利子等の課税の特例))

の規定により損金の額

に算入されない負債の

利子の金額がある場合

には、その損金の額に算

入されない負債の利子

の金額は、当期に支払う

負債の利子等の額から

控除します。 

「連結法人に支払う負

債利子等の額４」 

「３」に記載した金額のうち、連結法人が他の連結

法人（当該連結法人との間に連結完全支配関係がある

ものに限ります｡）に支払う金額の合計額を記載しま

す。 

 

「総資産の帳簿価額13」 

 
各連結法人の確定決算に基づく貸借対照表に計上

している総資産の帳簿価額の合計額（繰越欠損金、両

建勘定、返品債権特別勘定など資産の帳簿価額に含ま

れないものは控除したところによります｡）を合計し

税効果会計を採用し

ている場合に計上される

繰延税金資産勘定の金

額は、総資産の帳簿価額

―    ― 70



 

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

た金額を記載します。 の合計額に含まれます。

「連結法人に支払う負

債利子等の元本の負債

の額等14」 

次の⑴から⑸に掲げる金額の合計額から⑹に掲げ

る金額を減算した金額について、各連結法人の合計額

を記載します。 
⑴ 固定資産の帳簿価額を損金経理により減額する

ことに代えて積立金として積み立てている金額 
⑵ 特別償却準備金として積み立てている金額 
⑶ 土地の再評価に関する法律第3条第1項の規定に

より再評価が行われた土地に係る同法第7条第2項

に規定する再評価差額金が貸借対照表に計上され

ている場合の同条第1項に規定する再評価差額に相

当する金額 
⑷ その他有価証券（売買目的有価証券及び満期保有

目的等有価証券以外の有価証券をいいます。以下同

じ。）に係る評価益等相当額 
⑸ 連結法人との間に連結完全支配関係がある他の

連結法人に対する負債（借入金その他利子の支払の

基因となるものに限ります｡）の額に相当する金額

⑹ その他有価証券に係る評価損等相当額 

税効果会計を採用して

いる場合において、剰余金

の処分により圧縮積立金

又は特別償却準備金を積

み立てているときは､ そ
の積立金等に係る税効果

相当額も含めて記載しま

す。 

「関係法人株式等の帳

簿価額16」及び「連結法

人株式等及び関係法人

株式等に該当しない株

式及び出資等の帳簿価

額17」 

各期末における税務計算上の帳簿価額により、次に

より記載します。 
⑴ この場合の連結法人株式等とは、連結法人の株式

又は出資のうち、当該連結親法人事業年度開始の日

からその終了の日まで継続して連結親法人と他の

内国法人との間に連結完全支配関係があった場合

（当該他の内国法人が当該連結親法人事業年度の

中途において設立された法人である場合にあって

は、当該他の内国法人の設立の日から当該連結親法

人事業年度終了の日まで継続して当該連結親法人

と当該他の内国法人との間に連結完全支配関係が

あった場合）の当該他の内国法人の株式又は出資を

いいます。 
⑵ この場合の関係法人株式等とは、連結法人が他の

内国法人（公益法人等又は人格のない社団等を除き

ます。）の発行済株式又は出資（当該他の内国法人

が有する自己の株式又は出資を除きます。）の総数

又は総額の 25％以上に相当する数又は金額の株式

又は出資（連結法人株式等を除きます。）を、当該

連結事業年度終了の日以前 6月以上（当該他の内国

法人が当該連結事業年度終了の日以前 6 月以内に

｢前期末現在額｣には、

連結法人株式等、関係法

人株式等又はこれら以

外の株式等の区分が前

期と当期とで異なる場

合であっても、前期のこ

の明細書の当期末現在

額の金額をそのまま記

載します。 

―    ― 71



 

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

設立された法人である場合には、設立の日から当該

連結事業年度終了の日まで）引き続き有している場

合における当該他の内国法人の株式又は出資のほ

か、令第 155 条の 10 第 3 項((関係法人株式等の範

囲等))の規定により読み替えて適用される同条第

1項第2号に掲げる場合における同号に規定する他

の内国法人の株式をいいます。 
⑶ 「17」は、措置法第 3条の 2に規定する特定株式

投資信託（外国株価指数連動型特定株式投資信託を

除きます。以下同じ｡）及び平成 19 年改正前の措置

法第 68 条の 3 の 4第 1項に規定する特定投資信託

（同項第 1 号ロ及びハに掲げる要件を満たすもの

を除きます。以下同じ｡）がある場合にはその帳簿

価額を含めて記載します｡ 

｢受益権の帳簿価額の 
 

  相当額18｣ 

 

 各期末における税務計算上の帳簿価額により記載

します。 
外貨建等証券投資信

託とは、信託約款におい

「受

明細

人株

法人

２  
   
１ 

又は４
 
なお、公社債投資信託、外国投資信託、特定株式投

資信託及び特定外貨建等証券投資信託以外の証券投

資信託の受益権についてはその帳簿価額の 2 分の 1

相当額により､外貨建等証券投資信託のうち特定外貨

建等証券投資信託以外のものについてはその帳簿価

額の 4分の 1相当額によります。 

て信託財産の50％超を

外貨建資産又は株式以

外の資産で運用するこ

とができることとされ

ている証券投資信託を

いい、このうち、75％超

を外貨建資産又は株式

以外の資産で運用する

ことができることとさ

れているものを特定外

貨建等証券投資信託と

いいます。 
なお、証券取引法一部

改正法の施行の日前に

終了する連結事業年度

の場合は、「受益権」と

あるのは「受益証券」と

読み替えて記載します。

取配当等の金額の

」の欄の「連結法

式等」及び「関係

株式等」 

「受取配当等の金額の明細」の各欄を記載する場合

の連結法人株式等又は関係法人株式等とは、次により

ます。 
⑴ この場合の連結法人株式等とは、連結法人の株式

又は出資のうち、その配当等の額の計算対象期間

 

―    ― 72



 

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

（その配当等の額の支払を受ける直前にその配当

等の額を支払う他の内国法人から支払を受けた配

当等の額の支払に係る基準日の翌日からその基準

日までの期間をいいます。）の開始の日からその計

算対象期間の末日まで継続して連結法人（その連結

法人が当該計算対象期間内にその連結法人との間

に連結完全支配関係がある他の連結法人からその

支払を受ける配当等の額の元本である株式又は出

資の移転を受けた場合で、その連結法人が当該末日

において連結子法人であったときは、その連結親法

人）とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内

国法人との間に連結完全支配関係があった場合の

当該他の内国法人の株式又は出資をいいます。 
⑵ この場合の関係法人株式等とは、連結法人が他の

内国法人（公益法人等又は人格のない社団等を除き

ます｡）の発行済株式又は出資（当該他の内国法人

が有する自己の株式又は出資を除きます。）の総数

又は総額の25％以上に相当する数又は金額の株式

又は出資（連結法人株式等を除きます。）を、当該

連結法人が当該他の内国法人から受ける配当等の

額の支払に係る効力が生ずる日以前 6月以上（当該

他の内国法人が当該効力が生ずる日以前 6 月以内

に設立された法人である場合には、設立の日から当

該効力が生ずる日まで）引き続き有している場合に

おける当該他の内国法人の株式又は出資のほか、令

第 155 条の 10 第 1項第 2号 ((関係法人株式等の範

囲等))に掲げる場合における同号に規定する他の

内国法人の株式をいいます。 

「受取配当等の金額20」

及び「受取配当等の金

額23」 

当期において内国法人から受けた剰余金の配当（株

式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の

減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除きま

す。）、利益の配当（分割型分割によるものを除きま

す。）、剰余金の分配（出資に係るものに限ります。）

若しくは特定株式投資信託、特定投資信託の収益の分

配の額又は証券投資信託（公社債投資信託、外国投資

信託、特定株式投資信託及び特定外貨建等証券投資信

託以外のものをいいます｡）の収益の分配額（令第 19

条の 2 第 1 項 ((証券投資信託の収益の分配のうち配

当等の額から成る部分の金額))に規定する 2 分の 1

（外貨建等証券投資信託のうち特定外貨建等証券投

⑴ 外国法人又は公益

法人等若しくは人格

のない社団等から受

ける配当等の額は受

取配当等の金額から

除かれます。 
⑵ 法第 81 条の 3 第 1

項に規定する個別益

金額を計算する場合

に、法第 24 条の規定

により、配当等の額と

みなされる金額につ
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

資信託以外のものの収益の分配については 4分の 1）

に相当する金額によります｡）をその内国法人又は銘

柄別に、また、「関係法人株式等」に係る配当等と「連

結法人株式等及び関係法人株式等に該当しない株式

等」に係る配当等とにそれぞれ区分して記載します。

いては、別欄として記

載し、その発生理由を

付記してください。 

「左のうち益金の額に

算入される金額21」及び

「左のうち益金の額に

算入される金額24」 

 

受取配当等の金額（みなし配当の額を除きます｡）

の元本たる株式等のうち、連結法人（当該連結法人と

の間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含み

ます｡）がその配当等の額の支払に係る基準日（信託

の収益の分配にあっては、その計算の基礎となった期

間の末日）以前 1月以内に取得し、かつ、当該基準日

後 2月以内に譲渡したものがある場合に、その株式等

について受けた受取配当等の額につき、「関係法人株

式等」に係る配当等と「連結法人株式等及び関係法人

株式等に該当しない株式等」に係る配当等とにそれぞ

れ区分して記載します。 

同じ銘柄の一部につ

きその支払に係る基準

日（信託の収益の分配に

あっては、その計算の基

礎となった期間の末日）

以前1月以内に取得した

ものと当該基準日後2月

以内に譲渡したものと

がある場合には、その該

当するものの数は、令第

155 条の 7 ((益金に算入

される配当等の元本た

る株式等)) の規定によ

り、その支払に係る基準

日（信託の収益の分配に

あっては、その計算の基

礎となった期間の末日）

以前1月以内に取得した

ものとそれ以前から所

有していたものとが平

均的にその末日後2月以

内に譲渡されたものと

して計算した数により

ます。 

 

４ 根拠条文   
法 81 の 4、平成 19 年改正前の法 81 の 4、平成 19 年改正法附則１八ロ、32、34、令 155 の 7～155

の 11、規則 8の 4、措置法 68 の 103、68 の 104 
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別表九（三） ｢連結法人間取引の損益の調整に関する明細書｣ 

 

１ この明細書の用途  

この明細書は、法第81条の10 ((連結法人間取引の損益の調整))の規定の適用を受ける場合に使用し

ます。 
 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこの

中に譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の調整を行う

連結法人の法人名を記載します。 

 

「譲渡法人である連結

法人名１」 

かっこの中には、法第 81 条の 10 第 3 項の規定の適

用を受ける場合の同項に規定する適格合併又は合併

類似適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人

の法人名を記載します。 

 

「譲受法人である連結

法人名２」 

かっこの中には、令第 155 条の 22 第 10 項 ((連結

法人間取引の損益の調整))の規定の適用を受ける場

合の同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出

資又は適格事後設立に係る被合併法人、分割法人、現

物出資法人又は事後設立法人の法人名を記載します。

 

「譲渡損益調整資産の

種類３」 

規則第 27 条の 15 第 1 項各号 ((特定資産に係る譲

渡等損失額の損金不算入))に掲げる資産の区分に応

じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位

ごとに記載します。 

 

「圧縮記帳による損金

算入額７」 

譲渡損益調整資産の譲渡に伴い、譲渡法人が交換や

買換え等の圧縮記帳の規定又は資産の譲渡に係る特

別控除額の規定の適用を受けることにより損金の額

に算入される金額を記載します。 

措 置 法 第 68 条 の 77 

((資産の譲渡に係る特別

控除額の特例)) の規定

により損金の額に算入

されない金額がある場

合には、当該金額を控除

します。 

「譲渡利益額の調整」

の「当期益金算入額13」 
譲受法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、

除却その他これらに類する事由が生じた場合又は譲

渡法人が連結納税の承認を取り消された場合に、法第

81条の 10第 2項又は第4項の規定により益金の額に

算入される金額を記載します。 

令第 155 条の 22 第 3

項第1号から第8号まで

((評価換え等による調整

計算))の規定の適用を受

けて益金の額に算入す

る金額がある場合には、

その金額の計算に関す

る明細を別紙に記載し

て添付してください。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「譲渡損失額の調整」

の「当期損金算入額16」 
譲受法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、

除却その他これらに類する事由が生じた場合又は譲

渡法人が連結納税の承認を取り消された場合に、法第

81条の 10第 2項又は第4項の規定により損金の額に

算入される金額を記載します。 

令第 155 条の 22 第 3

項第1号から第8号まで

の規定の適用を受けて

損金の額に算入する金

額がある場合には、その

金額の計算に関する明

細を別紙に記載して添

付してください。 

「当期に譲受法人にお

いて生じた調整事由18」 

かっこの中には、令第 155 条の 22 第 2 項各号に掲

げる調整事由（評価換え、貸倒れ、除却、圧縮記帳、

譲受法人の連結納税の承認の取消し等）を記載しま

す。 

 

「当期の月数（当期が

譲渡年度である場合に

は譲渡日から当期の末

日までの月数）20」及び

「当期の月数（当期が

譲渡年度である場合に

は譲渡日から当期の末

日までの月数）24」 

当期が令第 155 条の 22 第 8 項の規定の適用を受け

る同項に規定する適格合併等に係る合併法人又は分

割承継法人の当該適格合併等の日の属する連結事業

年度である場合には、当該適格合併等の日から当期の

末日までの期間（譲渡損益調整資産が減価償却資産で

ある場合にあっては、当該減価償却資産を譲り受けた

連結法人が当該減価償却資産を事業の用に供してい

ない期間を除きます｡）の月数を記載します。 

なお、月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は

切り上げます。 

 

 

３ 根拠条文  

 法 81 の 10、令 155 の 22 
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別表十四の二 「連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書」 

 

１ この明細書の用途  

 この明細書は、法第 81 条の 6 ((連結事業年度における寄附金の損金不算入))（措置法第 68 条の

96 第 1 項 ((認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例))又は第 68 条の 96 の 2 第 1

項から第3項まで((特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例))の規定により読み替えて

適用する場合を含みます｡）及び措置法第 68 条の 88 第 3 項 ((連結法人の国外関連者との取引に係る

課税の特例))の規定の適用を受ける場合に使用します。 

 

２ 記載の手順  

  この明細書は、指定寄附金等若しくは公益の増進に著しく寄与する法人（以下「特定公益増進法人」

といいます｡）に対する寄附金、認定特定非営利活動法人に対する寄附金若しくは特定地域雇用会社

等に対する寄附金若しくは特定地域雇用等促進法人に対する寄附金又は特定公益信託の信託財産と

するために支出した金銭がある場合には、まず、中段の「指定寄附金等に関する明細書」、「特定公益

増進法人、認定特定非営利活動法人若しくは特定地域雇用会社若しくは特定地域雇用等促進法人に対

する寄附金又は認定特定公益信託に対する支出金の明細」又は「その他の寄附金のうち特定公益信託

（認定特定公益信託を除きます。）に対する支出金の明細」の各欄を記載し、次に上段の欄を用いて

損金不算入額の計算を行います。 

 下段の「個別帰属額の計算」の各欄には、令第 155 条の 16 ((寄附金の損金不算入額の個別帰属額の

計算))の規定により各連結法人に帰せられる金額について各連結法人ごとに別葉に記載します。 

 

３ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこの

中に「個別帰属額の計算」の「連結法人名」欄に記載

した連結法人の法人名を記載します。 

 

「連結法人間の寄附金

額５」 

 

各連結法人が当期に支出した寄附金の額のうち同

一連結グループに属する他の連結法人に対する寄附

金の額を合計して記載します。 

  

「寄附金支出前連結所

得金額８」 

「6」＋「7」により算出される金額がマイナスとな

る場合には０と記載します。 

 

 

「連結親法人の期末の

連結個別資本金等の額

10」 

連結親法人の期末時における連結個別資本金等の

額を記載します。 

 連結親法人が資本又

は出資を有しない法人

である場合には、記載す

る必要はありません。 

「 ⑽ の 月 数 換 算 額 

⑽×   11」 

 

 分子の空欄には、連結親法人事業年度の月数（暦に

従って計算し、1 月未満の端数は切り捨てます。）を

記載します。 

 

12 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「損金算入限度額 13」 

 

 連結親法人が資本又は出資を有しない法人である

場合には、記載する必要はありません。 

  

 

「特定公益増進法人、

認定特定非営利活動法

人等に対する寄附金の

損金算入額 14」 

次の区分に応じ、それぞれ次により記載します。 

⑴ 資本等のある連結親法人……「2」と「13」との

うち少ない金額 

⑵ 資本等のない連結親法人……「2」と「9」とのう

ち少ない金額 

 

 

「国外関連者に対する

寄附金額 16」 

 各連結法人が支出した措置法第68条の88第3項の

規定により損金の額に算入されない国外関連者に対

する寄附金の額を合計して記載します。 

 

「同上のうち損金の額

に算入されない金額

18」 

 

 

 

次の区分に応じ、それぞれ次の算式により計算した

金額を記載します。 

⑴ 資本等のある連結親法人………「17」－「13」－

「14」－「15」の金額 

⑵ 資本等のない連結親法人………「17」－「９」－

「14」－「15」の金額 

 

 

「指定寄附金等に関す

る明細」の各欄 

 

 

 

 各連結法人が支出した寄附金のうち法第 37 条第 3

項第 1 号又は第 2 号に規定する国又は地方公共団体

（港湾法の規定による港湾局を含みます｡）に対する

寄附金又は財務大臣の指定を受けた寄附金に該当す

るものがある場合に、これらの寄附金について法第

81 条の 6第 3項の適用を受けるときに記載します。

国又は地方公共団体

に対する寄附金につい

ては、「告示番号」は記

載する必要はありませ

ん。 

 

「特定公益増進法人、

認定特定非営利活動法

人若しくは特定地域雇

用会社若しくは特定地

域雇用等促進法人に対

する寄附金又は認定特

定公益信託に対する支

出金の明細」の各欄 

各連結法人が支出した法第 37 条第 4 項に規定する

寄附金について法第 81 条の 6 第 4 項の適用を受ける

場合（措置法第 68 条の 96 第 1 項の規定、第 68 条の

96の 2第 1項から第 3項までの規定又は法第 81条の

6第5項の規定により読み替えて適用される場合を含

みます。）に記載します。 

 令第 77 条第 1 項各号

に掲げる特定公益増進

法人に対する寄附金等

がある場合には、規則第

24 条の規定による証明

書を保存しておいてく

ださい。 

「その他の寄附金のう

ち特定公益信託（認定

特定公益信託を除く｡)

に対する支出金の明

細）の各欄 

 法第 81 条の 6 第 5 項の規定により、寄附金の額と

みなされる特定公益信託（認定特定公益信託は除きま

す｡）の信託財産とするために支出した金銭について

同条第 1項の規定の適用を受ける場合に記載します。
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

各欄共通 

 

寄附金の損金不算入額に係る個別帰属額の計算を

行う連結法人ごとに記載します。 

 

 

｢連結法人名｣ 

 

寄附金の損金不算入額に係る個別帰属額の計算を

行う連結法人の法人名を記載します。 

 

「指定寄附金等の

金額 24」 

「1」のうち「連結法人名」に記載した連結法人が

支出した金額を記載します。 

 

「特定公益増進法

人、認定特定非営利

活動法人等に対す

る寄附金額 25」 

 「2」のうち「連結法人名」に記載した連結法人が

支出した金額を記載します。 

 

 

 

 

「国外関連者に対

する寄附金額 28」 

 

「連結法人名」に記載した連結法人が支出した措置

法第68条の88第3項の規定により損金の額に算入さ

れない国外関連者に対する寄附金の額を記載します。

 

「
個
別
帰
属
額
の
計
算
」
の
各
欄 

「連結法人間の寄

附金額 30」 

 

「連結法人名」に記載した連結法人が当期に支出し

た寄附金の額のうち同一連結グループに属する他の

連結法人に対する寄附金の額を記載します。 

 

 

４ 添付書類  

  公益信託の信託財産とするために支出した金銭について、法第 81 条の 6 の規定の適用を受ける場

合には、令第 155 条の 14 ((特定公益信託の要件等))の規定により、この明細書にその公益信託が法第

37 条第 6 項に規定する特定公益信託に該当することを証明するための書類として令第 77 条の 2 第 2

項に規定する主務大臣等の発行する証明書類の写しを添付する必要があります。 

  

５ 根拠条文  

 法 81 の 6、令 155 の 13～155 の 16、規則 22 の 5～24、措置法 68 の 88③、68 の 96①、68 の 96 の

2①～③、措置法規則 22 の 76 の 4 
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別表十五の二 「交際費等の損金算入に関する明細書」 

 

１ この明細書の用途  

  この明細書は、措置法第68条の66 ((交際費等の損金不算入))の規定の適用を受ける場合に使用しま

す。 

( )注  措置法第 68 条の 66 第 3 項第 2号に規定する飲食その他これに類する行為（以下「飲食等」とい

います。）のために要する費用（1人当たり 5,000 円以下の飲食費）について、同号の規定の適用を

受ける場合には、次に掲げる事項を記載した書類を保存する必要がありますのでご注意ください。 

① その飲食等のあった年月日 

② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関

係 

③ その飲食等に参加した者の数 

④ その飲食等のために要する費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地（店

舗を有しないことその他の理由によりその名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記

載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地） 

⑤ その他参考となるべき事項 

 

２ 記載の手順  

  この明細書は、まず各連結法人ごとに「5」から「19」までの各欄を記載し、次に「1」から「4」

までの各欄を記載します（個別帰属額の計算を行う場合には、「20」を最後に記載します。）。 

 

３ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「定額控除限度額２」 

 

 

 

連結親法人の期末における資本金の額又は出資金

の額（以下「資本金額等」といいます｡）の区分に応

じ、それぞれ次の定額控除限度額を記載します。 

（資本金額等）   （定額控除限度額） 

⑴ 1 億円以下………400万円×   相当額 

 

⑵ 1 億円超………………０円 

 なお、「  」の分子の空欄には、連結親法人事業

年度の月数（暦に従って計算し、1月未満の端数は切

り上げます｡）を記載します。 

 資本金額等を有しな

い連結親法人について

は、措置法令第39条の93 

((資本金の額又は出資金

の額に準ずるものの範

囲等)) の規定により計

算した金額を資本金額

等とします。 

「法人名①～④」 交際費等を支出した連結法人の法人名を記載しま

す。 

 

12 

12 

―    ― 80



欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「５」から「16」までの

各欄 

 

 

 

 

 

連結法人別に、当期に支出した交際費等の額につい

て、その科目の異なるごとに別欄に記載します。 

 

 

 

 

 

当期に支出した交際

費等の額には、損金経理

による交際費等の金額

のほか、固定資産や棚卸

資産の取得価額又は繰

延資産等の額に含まれ

た交際費等に該当する

金額も含めて記載しま

す。 

「個別帰属損金不算入

額20」 

 各連結法人の交際費等の損金不算入額に係る個別

帰属額を計算する場合に記載します。 

 

 

 

４ 根拠条文   

措置法 68 の 66、措置法令 39 の 93、39 の 94、措置法規則 22 の 61 の 4 
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別表十八の二 ｢法第八十一条の十九第一項の規定による連結予定申告書｣ 
 
１ この表の用途  

この表は、連結親法人（普通法人に限ります｡）が連結中間申告をする場合に使用します。 
 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項

「税務署処理欄」  記載しないでくださ

い。 

「修正・更正・決定の

年月日」 

当期開始の日以後6月を経過した日の前日までに最

後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定

の通知のあった日を記載します。 

 

「前連結事業年度の法

人税額」の「同上のうち

土地譲渡税額及びリー

ス特別控除取戻税額」 

前期に措置法第68条の67第 1項 ((使途秘匿金の支

出がある場合の課税の特例))に規定する使途秘匿金

の支出がある場合には、同期の別表一の二㈠の「10」

の外書の金額を加えた金額を記載します。 

 

「月数換算」 「同上の税額×  」の分母の空欄には、前期の月数

（暦に従って計算し、1 月未満の端数は切り上げま

す。）を記載します。 

 

「納付すべき法人税

額」 

連結親法人が法第 81 条の 19 第 1 項（第 1号イ又は

ロに係る部分に限ります。）若しくは第 2 項から第 6

項まで((連結中間申告))又は令第 155 条の 47 第 1 項

((連結中間納付額の調整))の規定の適用を受ける場合

には、別表十八の二付表一「19」の金額を移記します。

 

６ 

 

３ 根拠条文  

  法 81 の 19、令 155 の 47、規則 37 の 8 
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別表十八の二付表一 ｢連結中間納付額の調整計算に関する明細書｣ 
 
１ この明細書の用途  

この明細書は、連結親法人（普通法人に限ります｡）が法第 81 条の 19 第 1 項（第 1号イ又はロに係

る部分に限ります。）若しくは第 2項から第 6項まで((連結中間申告))又は令第 155 条の 47第 1項 ((連

結中間納付額の調整))の規定の適用を受ける場合に使用します。 
 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項

「同上のうち土地譲渡

税額及びリース特別控

除取戻税額２」 

 前期に措置法第 68条の 67第 1項 ((使途秘匿金の支

出がある場合の課税の特例))に規定する使途秘匿金

の支出がある場合には、同期の別表一の二㈠の「10」

の外書の金額又は別表一の二㈢「8」の外書の金額を

加えた金額を記載します。 

 

「前期実績基準額（別

表 十 八 の 二 付 表 二

「４」）又は（⑶×６）

４」 

 

 当期が最初の連結事業年度である場合には「又は

（⑶× 6 ）」を消し、当期が最初の連結事業年度以外

の連結事業年度である場合には分母の空欄に前期の

月数を記載した上で、「（別表十八の二付表二「4」）又

は」を消します。 

前期の月数は暦にし

たがって計算し、1月未

満の端数は切り上げま

す。 

 

３ 根拠条文  

  法 81 の 19、令 155 の 47、規則 37 の 8 
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別表十八の二付表二 「最初の連結事業年度の前期実績基準相当額等並び

に連結納税への加入及びその承認の取消しの場合

の調整額の計算に関する明細書」 
 
１ この明細書の用途  

この明細書は､連結親法人（普通法人に限ります｡）が法第 81 条の 19 第 1 項（第 1 号イ又はロに係

る部分に限ります。）、第 2項、第 3項若しくは第 5項((連結中間申告))又は令第 155 条の 47 第 1 項（第

1号、第 2号イ若しくはニ又は第 3号イ若しくはハに係る部分に限ります。）((連結中間納付額の調整))

の規定の適用を受ける場合に使用します。 

 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「最初の連結事業年度

の前期実績基準相当額

の計算」の各欄 

 当期が最初の連結事

業年度の場合に限り記

載します。 

「最初の連結事業年度

の連結親法人を設立し

た適格合併による加算

調整額の計算」の「直前

の事業年度又は連結事

業年度」の各欄 

最初の連結事業年度開始の日の 1 年前の日以後に

終了した適格合併（連結親法人を設立したものに限り

ます。）に係る被合併法人の各事業年度（その月数が

6 月に満たないものを除きます。）又は各連結事業年

度（その月数が 6月に満たないものを除きます。）の

うち最も新しい事業年度又は連結事業年度の開始及

び終了の日を記載します。 

 

「被合併法人の確定法

人税額等６」 

被合併法人の法第81条の19第5項の規定による読

替後の法第 71 条第 3 項 ((中間申告))に規定する被合

併法人の確定法人税額等を記載します。 

 

「前期に連結完全支配

関係を有することとな

った連結加入法人に係

る加算調整額の計算」

及び「当期に連結完全

支配関係を有すること

となった連結加入法人

に係る加算調整額の計

算」の「直前の事業年

度又は連結事業年度」

の各欄 

法第81条の19第2項第1号に規定する連結加入法

人の当該連結事業年度開始の日の 1 年前の日以後に

終了した各事業年度（その月数が 6月に満たないもの

を除きます。）又は各連結事業年度（その月数が 6月

に満たないものを除きます。）のうち最も新しい事業

年度又は連結事業年度の開始及び終了の日を記載し

ます。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項 

「連結加入法人の確定

法人税額等10」及び「連

結加入法人の確定法人

税額等14」の各欄 

法第81条の19第2項に規定する連結加入法人の確

定法人税額等を記載します。 

 

 

３ 根拠条文  

  法 81 の 19、令 155 の 47、規則 37 の 8 
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別表十八の二付表三 「連結法人間合併、分割型分割等の場合の調整額の

計算に関する明細書」 

 

１ この明細書の用途  

この明細書は、連結親法人（普通法人に限ります｡）が法第 81 条の 19 第 4 項若しくは第 6 項 ((連

結中間申告))又は令第 155 条の 47 第 1 項（第 1号、第 2号ロ、ハ若しくはホ又は第 3号ロに係る部

分に限ります。）((連結中間納付額の調整))の規定の適用を受ける場合に使用します。 

 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項

「最後事業年度」  その月数が 6 月に満

たないものであっても

記載します。 

「直前の事業年度又は

連結事業年度」の各欄 

当該連結事業年度開始の日の 1 年前の日以後に終

了した被合併法人の各事業年度（その月数が 6月に満

たないものを除きます。）又は各連結事業年度（その

月数が 6 月に満たないものを除きます。）のうち最も

新しい事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の

日を記載します。 

 

「被合併法人の確定法

人税額等２」、「被合併

法人の確定法人税額等

６」、「被合併法人の確

定法人税額等10」、「被

合併法人の確定法人税

額等14」の各欄 

法第81条の19第4項の規定による読替後の法第71

条第 2 項各号((中間申告))に規定する被合併法人の確

定法人税額等を記載します。 

 

 

３ 根拠条文  

  法 81 の 19、令 155 の 47、規則 37 の 8 
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Ⅳ 「法人税申告書の記載の手引」に準じて記載するもの  
 

次に掲げる明細書の記載に当たっては、「平成 19 年版 法人税申告書記載の手引」に準じて行って

ください。 
なお、各明細書の用途及び留意点等は、それぞれ次に掲げるとおりです。 
 
 

別表二 「同族会社等の判定に関する明細書」 
 

１ 用 途  

連結親法人が法第2条第10号((定義))に規定する同族会社に該当するかどうか及び法第81条の

13 ((連結特定同族会社の特別税率))の規定の適用がある特定同族会社に該当するかどうかを判定

するために使用します。 

したがって、連結親法人のみについてこの明細書を作成することとなります。 
 

２ 留意点等  

この明細書による判定は、当期末の現況により行います。 

 
 

別表五（一）付表 「種類資本金額の計算に関する明細書」 
 

１ 用 途  

二以上の種類の株式を発行している連結法人が令第 8 条第 2 項  ((資本金等の額))に規定する種

類資本金額を計算するために使用します。 

 

２ 留意点等  

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 
 

 

別表十一（一） 「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する

明細書」 
 

１ 用 途  

法第 81 条の 3 第 1 項((個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入))の規定により同項の個

別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第 52 条第 1 項((個別評価金銭債権に係る貸倒引当

金))の規定の適用を受ける場合に使用します。 
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２ 留意点等  

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 
 
 

別表十一（一の二） 「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関

する明細書」 
 

１ 用 途  

法第 81 条の 3 第 1 項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第 52

条第 2項((一括評価金銭債権に係る貸倒引当金))の規定の適用を受ける場合に使用します。 
 

２ 留意点等  

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 
 

 

別表十一（三） 「退職給与引当金の益金算入に関する明細書」 
 

１ 用 途  

平成 14 年 7 月改正法附則第 8条（第 1項を除きます｡）((退職給与引当金に関する経過措置))の

規定により退職給与引当金勘定の金額の取崩額等の計算を行う場合に使用します。 

 

２ 留意点等  

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 
 

 

別表十四（一） 「特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金

不算入額の計算に関する明細書」 
 

１ 用 途  

 ⑴ この明細書のⅠは、法第 2条第 10 号 ((定義))に規定する同族会社である連結法人が法

第 35 条第 1 項((特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入))に規定する特殊支配同族会

社に該当するかどうかを判定する場合に使用します。 

 ⑵ この明細書のⅡは、特殊支配同族会社に該当する連結法人が法第 35 条第 2項((特殊支配同族

会社の役員給与の損金不算入の不適用))の規定に該当するかどうかを判定する場合に使

用します。 
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 ⑶  この明細書のⅢは、特殊支配同族会社が法第 81 条の 3（法第 35 条第 1 項((特殊支配同族会

社の役員給与の損金不算入))の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算す

る場合に限ります。）の規定により損金の額に算入されない金額を計算する場合に使用します

（その連結事業年度においてその特殊支配同族会社の業務主宰役員に異動があったことによ

り、令第 72 条の 2第 1項後段((特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額

の計算等))の規定の適用を受けることとなった場合には、同項に規定する期中業務主宰役員に

対する当期の業務主宰役員給与額については他のⅢの用紙を使用します。）。 

 

２ 留意点等  

 ⑴ この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

 ⑵ この明細書のⅠによる判定は、当期末の現況により行います。 

 ⑶ 連結法人が特殊支配同族会社に該当する場合には、法第 35 条第 2項((特殊支配同族会社の役

員給与の損金不算入の不適用))の規定の適用により同条第 1 項の規定の適用がないときであっ

ても、当期の連結確定申告書に添付しなければなりませんので、ご注意ください。 

 ⑷ 令第 72 条の 2 第 2 項((特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算))の規定の適

用を受ける場合は、当期の連結確定申告書の提出期限（連結中間申告書を提出する場合には、

その連結中間申告書の提出期限）までに次のイの書類及びロの書類を納税地の所轄税務署長に

提出する必要がありますので、ご注意ください。 

  イ 同項の規定の適用を受ける合算対象給与額及び特殊支配同族会社の当該連結事業年度終了

の時におけるその合算対象給与額を支給する法人についての次のような事項（その詳細は、

規則第 22 条の 4 第 1 項各号((特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算))に規

定しています。）を記載した書類 

   ( )イ 名称及び納税地 
   ( )ロ 発行済株式又は出資の総数又は総額 
   ( )ハ 株主等の氏名又は名称及び各株主の保有する株式又は出資の数又は金額 
   ( )ニ 常務に従事する役員の氏名及び役職名 
   ( )ホ 業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の氏名並びにこれらの者とその特

殊支配同族会社の令第 72 条の 2第 2項の業務主宰役員との関係 
   ( )へ 上記( )イから( )ホまでに掲げる事項のほか、その合算対象給与額を支給する法人が令第 72 条

の 2第 3項に規定する他の特殊支配同族会社に該当することについての説明 
  ロ 他の特殊支配同族会社が作成した合算対象給与額の支給金額を証する書類でその支給額が

支給時期ごとに記載されているものの写し 
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別表十四（一）付表 「特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関

する明細書」 
 

１ 用 途  

令第72条の2第5項((特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等))

に規定する基準期間がある特殊支配同族会社である連結法人が、法第 35 条第 2項に規定する基準

所得金額を計算する場合に使用します。 

 

２ 留意点等  

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 
 

 

別表十六（一） 「旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算

に関する明細書」 
 

１ 用 途  

⑴ 連結法人が減価償却資産について旧定額法又は定額法により償却額を計算する場合に使用し

ます。 

⑵ 措置法による特別償却を行うものについても、この明細書によります。この場合、所定の証

明書等が必要とされます。 

⑶ 減価償却に関する明細書の提出について、この明細書に代えて法第 81 条の 3第 1項の規定に

より同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第 63 条第 2 項((減価償却に関する明

細書の添付))の規定による合計表を添付する場合にもこの表の書式により記載します。 

( )注 特別償却の対象になった減価償却資産については、措置法第 68 条の 30 ((経営基盤強化計画

を実施する特定中小企業者の機械等の割増償却))及び第 68条の 31第 1項 ((障害者を雇用する

場合の機械等の割増償却等))の規定の適用を受けるものを除き、合計表によることはできませ

んので、ご注意ください。 

  ⑷ 平成 18 年 4 月 1 日以後に取得等をした資産でその取得価額が 30 万円未満であるものについ

て、措置法第 68 条の 102 の 2 ((中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特

例))の規定の適用を受ける場合には、別表十六(七)を使用してください。 

 

２ 留意点等  

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 
なお、１⑶の合計表を添付する場合にあっては、「構造2」から「耐用年数6」まで、「償却額計

算の対象となる期末現在の帳簿記載金額10」から「積立金等の期中取崩額12」まで、「損金に計上

した当期償却額14」、「前期から繰り越した償却超過額15」、「残存価額17」、「差引取得価額×５％

18」、「旧定額法の償却率20」、「翌期への繰越額の内訳」の「45」及び「46」の各欄の記載は必要

ありません。 
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別表十六（二） 「旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算

に関する明細書」 
 

 

１ 用 途  

⑴ 連結法人が減価償却資産について旧定率法又は定率法により償却額を計算する場合に使用

します。 

⑵ 別表十六㈠の１⑵から⑷までと同様です。 

 

２ 留意点等  

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 
 
 

別表十六（六） 「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」 
 

１ 用 途  

⑴ 均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書 

法第 81 条の 3 第 1 項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第

64 条第 1 項第 2 号((繰延資産の償却限度額))の規定により均等償却を行うこととされている繰

延資産について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に使用します。 
⑵ 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書 

法第 81 条の 3 第 1 項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第

64 条第 1 項第 1 号((創立費等の償却))又は平成 17 年改正前の措置法第 68 条の 39 ((鉱工業技術

研究組合等に対する支出金の特別償却))の規定により一時に償却ができるものとされている繰

延資産について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に使用します。 
 

２ 留意点等  

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 
なお、１⑴の場合に繰延資産の償却に関する明細書の提出について、法第 81 条の 3第 1項の規

定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第67条第 2 項((繰延資産の償却に

関する明細書の添付))の規定を受けて、明細書の代わりに同項に規定する合計額を記載した書類に

よる場合にも、この明細書の書式により記載しますが、その記載に当たっては、「支出した年月 2」、

「償却期間の月数 4」及び「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数 5」の各欄の記載は必要

ありません。 
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別表十六（七） 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する

明細書」 
 

１ 用 途  

措置法第68条の 9第 6項に規定する中小連結親法人又はその中小連結親法人による連結完全支

配関係にある連結子法人が措置法第 68 条の 102 の 2 ((中小連結法人等の少額減価償却資産の取得

価額の損金算入の特例))の規定の適用を受ける場合に使用します。 

 

２ 留意点等  

⑴ この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

⑵ この制度の適用がある少額減価償却資産は、中小連結親法人及びその各連結子法人の少額減価

償却資産の取得価額の合計額のうち 300 万円（当該連結親法人の連結親法人事業年度が 1年に満

たない場合には、300 万円を 12 で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算し

た金額。以下同じ。）に達するまでの少額減価償却資産となります。したがって、各連結法人ご

とに作成するこの明細書に記載する少額減価償却資産の取得価額の合計額を合計した金額は、

300 万円が限度となりますのでご注意ください。 

⑶ 資本金の額又は出資金の額は 1 億円以下の連結親法人でその発行済株式又は出資の総数又は

総額の一定割合以上を大規模法人に所有されている連結親法人及びその連結親法人と連結完全

支配関係にある連結子法人については、この制度の適用がありませんのでご注意ください（次表

の「中小連結親法人の判定」欄に記載して判定してください。）。 

 

 

発 行 済 株 式 又 は 
出 資 の 総 数 又 は 総 額 ａ 順

位
大 規 模 法 人 名 株 式 数 又 は

出 資 金 の 額

常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 ｂ 人
１  ｇ  

第 １ 順 位 の 株 式 数 
又 は 出 資 金 の 額 ⒢ ｃ  ｈ  

保 有 割 合
⒞  
⒜

ｄ ％  ｉ  

大規模法人合計の株式数 
又 は 出 資 金 の 額 ⒦ ｅ  ｊ  

数
等
の
保
有
割
合

大
規
模
法
人
の
株
式保 有 割 合

⒠  
⒜

ｆ ％

株

式

数

等

の

明

細 

大

規

模

法

人

の

保

有

す

る
計 

⒢＋⒣＋⒤＋⒥ ｋ  

この表の各欄は、期末の現況により記載するほか、次によります。 

  1 ｢保有割合ｄ｣が 50％以上となる場合又は｢保有割合ｆ｣が 3 分の 2（66.666％）以上となる場合に
は、この制度の適用はありませんのでご注意ください。 

  2 「大規模法人の保有する株式数等の明細ｇ～ｋ」の各欄は、その連結親法人の株主等のうち大規
模法人（資本金の額若しくは出資金の額が１億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない
法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除
きます。）について、その所有する株式数又は出資金の額の最も多いものから順次記載します。 

中  小  連  結  親  法  人  の  判  定 
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別表十六（八） 「一括償却資産の損金算入に関する明細書」 
 

１ 用 途  

法第81条の３第１項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第133

条の２((一括償却資産の損金算入))の規定により損金算入額等の計算を行うときに使用します。 
 

２ 留意点等  

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 
 
 

別表十六（九） 「特別償却準備金の損金算入に関する明細書」 
 

１ 用 途  

措置法第68条の41 ((準備金方式による特別償却))、平成13年改正前の措置法第52条の3 ((準備金

方式による特別償却))又は平成13年改正法附則第20条 ((準備金方式による特別償却に関する経過

措置))の規定の適用を受ける場合に使用します。 
 

２ 留意点等  

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 
なお、この明細書を記載する場合には、その記載に先立って別表十六㈠から別表十六㈤までの

記載をし、特別償却限度額を計算する必要があります。 
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Ⅴ 個別帰属額の届出書等の記載の仕方  

 
個別帰属額等の一覧表 

 

１ この一覧表の用途  

この一覧表は､連結親法人が連結確定申告書を提出する場合において、この連結確定申告書の添付書

類である「個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類」として使用します。具体的には、各連結

法人ごとに作成した個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類をとりまとめ、その表紙として使

用してください（「Ⅰ７ 連結確定申告書の添付書類の編てつ順について」を参照してください。）。 

( )注 この一覧表に添付する各連結法人ごとに作成した個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類

については、代表者及び経理担当者の自署押印は不要です。 

 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項

「納税地等」 連結親法人にあっては納税地を記載し、連結子法人

にあっては本店又は主たる事務所の所在地を記載し

てください。 

 

「売上金額」 連結親法人及び連結子法人の個別帰属額の届出書

の「※税務署処理欄」における「売上金額」欄の金額

を各連結法人ごとに記載してください。 

売上金額は、消費税の

事業者免税点の参考と

なり、また税務署におけ

る事務の効率化にもつ

ながることから、記載を

お願いしています。 

「個別所得金額又は個

別欠損金額」 

「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届

出書」の「個別所得金額又は個別欠損金額 1」欄の金

額を記載してください。 

 

「個別帰属額」 「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届

出書」の「連結法人税個別帰属額14」、連結親法人が

協同組合等である場合には、「連結法人税個別帰属額

16」、連結親法人が特定の医療法人である場合には、

「連結法人税個別帰属額12」欄の金額を記載してくだ

さい。 

 

「期中加入」 期中において連結親法人との間に当該連結親法人

による完全支配関係を有することとなったことによ

り、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載

した書類（加入）」を提出した子法人について○を付

してください。 

 

「連結子法人数  法

人」 

連結子法人数の合計を記載してください。  
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項

「連結親法人及び連結

子法人の個別帰属額等

の合計額」 

連結親法人及びすべての連結子法人に係る個別帰属

額等の合計を記載してください。 

 

「参考」 

 

 

 

 

 

連結子法人の異動状況を記載してください。 

なお、「加入した連結子法人数」の欄は、期中におい

て連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配

関係を有することとなった子法人数を記載し、「離脱し

た連結子法人数」の欄は、期中において連結親法人との

間に連結完全支配関係を有しなくなった子法人数を記

載してください。 

「期首の連結子法人数」

＋「加入した連結子法人数」

－「離脱した連結子法人数」

＝「期末の連結子法人数」

となります。 
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各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書 － 連結親法人が普

通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分 
 

１ この届出書の用途  

⑴ この届出書は､普通法人（特定の医療法人を除きます｡）である連結親法人に係る連結子法人が、

法第81条の25 ((連結子法人の個別帰属額等の届出))の規定により、当該連結子法人の本店又は主た

る事務所の所在地の所轄税務署長に個別帰属額等を記載した書類（個別帰属額及びその計算の基礎

を記載した書類）を提出する場合の「個別帰属額を記載した書類」として使用します。 

⑵ この届出書は､普通法人（特定の医療法人を除きます。）である連結法人が連結確定申告書に添付

する個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類を作成する場合の「個別帰属額を記載した書

類」として使用します。 

なお、連結子法人分は、⑴により作成したものの写しを使用することとして差し支えありません。 

(注) 個別帰属額の計算の基礎を記載した書類の作成に当たっては、別表三㈡～別表十七を使用してく

ださい。なお、連結確定申告書の別表の写しを使用することとして差し支えありません。また、⑵

の場合（連結確定申告書の添付書類）に作成する連結子法人分の個別帰属額の計算の基礎を記載し

た書類については、連結確定申告書への添付を省略することができます。 

 

２ 各欄の記載要領  

欄 記    載    要    領 注  意  事  項

 

 

 

別表一の二㈠の「同非区分」に表示する連結親法人

の区分を表示します。 

この欄は、各連結法人

の「同非区分」を表示す

るものではなく、連結親

法人の「同非区分」を表

示するものです。 

「旧所在地及び旧法人

名」 

当期中に連結親法人の納税地若しくは連結子法人

の所在地又は法人名に変更があった場合には、旧納税

地若しくは旧所在地又は旧法人名を記載します。 

 

「※税務署処理欄」 原則として記載する必要はありません。 

ただし、「売上金額」欄については、損益計算書の

売上（収入）金額の合計額（雑収入、営業外収益及び

特別利益を除きます。）を100万円単位（100万円未満

の端数は切り上げます。）で記載してください。 

売上金額は、消費税の

事業者免税点の参考と

なり、また税務署におけ

る事務の効率化にもつ

ながることから、記載を

お願いしています。 

 

 

 

 

 

税務署から送付する用紙以外の用紙を使用してい

るため、翌連結事業年度以降、個別帰属額等届出書付

表セット及び勘定科目内訳明細書の送付が不要な場

合には「否」欄に○をします。 

なお、現在、「送付不要」としている連結法人が、

 

   同非区分  
同族会社 非同族会社 特 定 

同族会社 

 
否  否 

要  別 表 等 
送付要否 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項

翌連結事業年度以降、個別帰属額等届出書付表セット

及び勘定科目内訳明細書の送付が必要となった場合

には「要」に○をしてください。 

 

 

税理士法第30条 ((税務代理の権限の明示))に規定す

る書面を届出書に添付する場合には、○をしてくださ

い。 

 

 

「連結事業年度分の 

申告に係る

届出書」 

空欄には、次の区分に応じ､それぞれ次により記載し

ます｡ 

⑴ 連結確定申告に係るもの………………「連結確定」

⑵ 連結確定申告の修正申告に係るもの…「修正連結確

定」 

⑶ 期限後申告に係るもの…………………「期限後連結

確定」 

⑷ 更正に係るもの…………………………「更正申告」

⑸ 決定に係るもの…………………………「決定申告」

⑷又は⑸の場合には、

空欄に「更正」又は「決

定」と記載するととも

に、左のように「申告」

を二重線で消してくだ

さい。 

「個別所得金額又は個

別欠損金額１」 

次の連結法人の区分に応じ、それぞれ次により記載し

ます。 

⑴ 別表七の二付表二「27」に金額の記載のある連

結法人 

  別表四の二付表「46の①」の金額を中段の(イ)に

記載し、別表七の二付表二「27」の金額を下段の(ロ)

に記載し、(イ)の金額と(ロ)の金額を合計した金額

を上段に記載します。 

⑵ ⑴以外の連結法人 

  別表四の二付表「46の①」の金額を中段の(イ)に

記載し、同額を上段に記載します。 

 

「個別リース特別控除

取戻税額５」 

 法第 4 条の 5 第 1 項 ((連結納税の承認の取消し等))

の規定により法第4条の2((連結納税義務者))の承認を

取り消された日の前日の属する連結事業年度で、次に

掲げる規定の適用により加算することとされている

金額がある場合には、その金額についてもこの欄に記

載してください。 

① 措置法第 68条の 9第 10項 ((連結納税の承認を取

り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額))

② 措置法第 68条の 10第 5項 ((連結納税の承認を取

り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設

備等に係る法人税額)) 

③ 措置法第 68条の 11第 7項 ((連結納税の承認を取

この場合、その金額の

計算に関する明細を別

紙に記載して添付して

ください。 

 税 理 士 法 第 3 0 条 
の 書 面 提 出 有 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項

り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法

人税額)) 

④ 措置法第 68条の 12第 7項 ((連結納税の承認を取

り消された場合の事業基盤強化設備に係る法人税

額)) 

⑤ 措置法第 68条の 13第 4項 ((連結納税の承認を取

り消された場合の沖縄の特定地域における工業用

機械等に係る法人税額)) 

⑥ 措置法第 68条の 14第 7項 ((連結納税の承認を取

り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営

革新設備等に係る法人税額)) 

⑦ 措置法第 68条の 15第 7項 ((連結納税の承認を取

り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人

税額)) 

⑧ 平成18年改正法附則第132条((連結法人が情報通

信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除

に関する経過措置))の規定によりなおその効力を有

するものとされる平成18年改正前の措置法第68条

の 15第 12項 ((連結納税の承認を取り消された場合

の情報通信機器等に係る法人税額)) 

「連結法人税個別帰属

額計10」 

 

 

 

 

 

その連結法人につき措置法第68条の67第1項に規定

する使途秘匿金の支出がある場合には、使途秘匿金の支

出額の 40％相当額をこの欄の上段に外書として記載し

ます。 

 

この場合、「個別控除税

額11」及び「差引連結所

得に対する連結法人税個

別帰属額12」の欄の記載

に当たっては、この外書

きをした金額を「10」に

含めて計算します。 

「連結欠損金の繰戻し

による還付金の個別帰

属額13」及び「この届出

が修正申告等によるも

のである場合」の各欄の

外書 

法第81条の31 ((連結欠損金の繰戻しによる還付))の

規定により還付の請求をした法人税の額（その連結法人

に帰せられるものに限ります。）で還付されていないも

のがあるときに、当該金額を記載します。 

 

 

「連結欠損金の繰戻し

による還付金の個別帰

属額13」 

 

 

 

修正申告をする場合において、法第 81 条の 31 第 4

項((連結欠損金の繰戻しによる還付))において準用す

る法第80条第 6項((欠損金の繰戻しによる還付))の規

定により還付をする金額に係る還付加算金があると

きは、その還付加算金の額（その連結法人に帰せられ

るものに限ります。）を含めて記載します。 
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欄 記    載    要    領 注  意  事  項

「この届出の基因とな

った申告等により増加

又は減少する連結法人

税個別帰属額 ⒁－⒅ 19」 

「14」の金額から「18」の金額を減算した金額がマイ

ナスとなる場合には、そのマイナスの金額（△印を付け

ます。）を記載します。 

 

「連結親法人が中小法

人の場合」の各欄 

 

連結親法人が法第81条の12第2項 ((中小法人の各連

結事業年度の連結所得に対する法人税の税率))の規定の

適用を受ける場合に記載します。 
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Ⅵ 参考  
 

連結確定申告書の添付書類として納税地の所轄税務署長に提出する個別帰属額に関する書類につい

ては、その書類のうち連結子法人分は連結確定申告書別表により作成したものに限り添付を省略する

ことができます。 

また、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出する個別帰属額等の届出

書は、その連結子法人に係る各別表の付表だけでなく、その連結子法人の個別帰属額を算出するため

に必要な別表も提出する必要があります｡ 

その提出する書類及び連結法人の区分ごとに､提出を要するもの(○)､省略できるもの(△)又は提出

を要しないもの(×)に整理すると､次表のとおりとなります｡ 
 

連結確定申告

書の添付書類

個別帰属額

等の届出書別表番号等 別  表  の  名  称 
連結確定 

申告書 

親 子 子 

１の２⑴ 
各連結事業年度の連結所得に係る申告書－普通法人(特定

の医療法人を除く。)の分 
○ × × × 

１の２⑵ 各連結事業年度の連結所得に係る申告書－協同組合等の分 ○ × × × 

１の２⑶ 
各連結事業年度の連結所得に係る申告書－特定の医療法人

の分 
○ × × × 

 個別帰属額等の一覧表 × 
○ 

（全体で 1枚）
× 

 

各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書－連結

親法人が普通法人(特定の医療法人を除く｡)である連結法

人の分 

× ○ ○ ○ 

 
各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書－連結

親法人が協同組合等である連結法人の分 
× ○ ○ ○ 

 
各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書－連結

親法人が特定の医療法人である連結法人の分 
× ○ ○ ○ 

２ 同族会社等の判定に関する明細書 ○ × × × 

３⑵ 
土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関

する明細書 
○ ○ △ ○ 

３(２の２) 

優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地

等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する

明細書 

○ ○ △ ○ 

３(２の３) 

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及

び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地

等に関する明細書 

○ ○ △ ○ 

３(２の３)

付表 

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接

に要した経費の額等の計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 
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連結確定申告

書の添付書類

個別帰属額

等の届出書別表番号等 別  表  の  名  称 
連結確定 

申告書 

親 子 子 

 
３⑶ 

短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する

税額の計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

３⑸ 

課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積 1,000 平方

メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明

細書 

○ ○ △ ○ 

３⑹ 

課税除外とされる短期所有に係る土地(面積 1,000 平方メ

ートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細

書 

○ ○ △ ○ 

３⑺ 
課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の

譲渡益に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

３⑻ 

課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加

者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明

細書 

○ ○ △ ○ 

３の２ 
連結同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する

明細書 
○ ○ △ ○ 

３の２ 

付表 

連結同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の

計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

４の２ 連結所得の金額の計算に関する明細書 ○ × × × 

４の２ 

付表 
個別所得の金額の計算に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

５⑴付表 種類資本金額の計算に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

５の２⑴ 
連結利益積立金額及び連結資本積立金額の計算に関する明

細書 
○ × × × 

５の２⑴ 

付表１ 

連結個別利益積立金額及び連結個別資本積立金額の計算に

関する明細書 
○ ○ △ ○ 

５の２⑴ 

付表２ 

連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連

結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書 

○ 

(子法人

分のみ) 

× △ ○ 

５の２⑵ 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書 ○ × × × 

５の２⑵ 

付表１ 

各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等及び租税

公課の納付状況等に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

５の２⑵ 

付表２ 

連結親法人の連結法人税個別帰属額の受払いに関する明細

書 
○ ○ × × 

６ 

(２の２) 

当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税

額に関する明細書 
○ ○ △ ○ 
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連結確定申告

書の添付書類

個別帰属額

等の届出書別表番号等 別  表  の  名  称 
連結確定 

申告書 

親 子 子 

 
６⑶ 

外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計

算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６⑶ 

付表１ 
地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６⑶ 

付表２ 

適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕

額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６⑶ 

付表３ 

適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又

は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６⑷ 
直接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国

法人税額に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６(４の２) 
利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国

法人税額等に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６⑸ 
間接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国

法人税額等の計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６(５の２) 外国孫会社に係る外国法人税額に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６(５の３) 
外国子会社が納付したとみなされる外国法人税額に関する

明細書 
○ ○ △ ○ 

６⑽ 

中小企業者等又は中小連結法人が特定機械等を指定事業の

用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関す

る明細書 

○ ○ △ ○ 

６⑾ リース資産の使用状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６⒀ 
事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリ

ース特別控除取戻税額に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６⒁ リース資産の使用状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６⒄ 

沖縄の特定中小企業者又は特定中小連結法人が経営革新設

備を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻

税額に関する明細書 

○ ○ △ ○ 

６⒅ リース資産の使用状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６(20) 
リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合の

リース特別控除取戻税額に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６(21) リース資産の使用状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

 
６(23) 

情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリ

ース特別控除取戻税額に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６(24) リース資産の使用状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 
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連結確定申告

書の添付書類

個別帰属額

等の届出書別表番号等 別  表  の  名  称 
連結確定 

申告書 

親 子 子 

６の２⑴ 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑵ 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑵ 

付表 
各連結法人の外国税額の控除に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑶ 
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細

書 
○ ○ △ ○ 

６の２⑶ 

付表１ 
各連結法人の平均売上金額の計算等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑶ 

 付表２ 
各連結法人の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑶ 

 付表３ 
連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑷ 
中小連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控

除に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６の２⑷ 

 付表１ 
各連結法人の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑷ 

 付表２ 

繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明

細書 
○ ○ △ ○ 

６の２⑸ 
エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人

税額の特別控除に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６の２⑸ 

付表 

エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額に関する明

細書 
○ ○ △ ○ 

６の２⑹ 
中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別

控除に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６の２⑹ 

付表 
機械等の取得価額等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑺ 
事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除

に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６の２⑺ 

付表 
事業基盤強化設備の取得価額等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑻ 
沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法

人税額の特別控除に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６の２⑻ 

付表 
工業用機械等の取得価額に関する明細書 ○ ○ △ ○ 
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連結確定申告

書の添付書類

個別帰属額

等の届出書別表番号等 別  表  の  名  称 
連結確定 

申告書 

親 子 子 

 
６の２⑼ 

沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合

等の法人税額の特別控除に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６の２⑼ 

付表 
経営革新設備等の取得価額等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑽ 
情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に

関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６の２⑽ 

付表 
情報通信機器等の取得価額等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑾ 
情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控

除に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

６の２⑾ 

 付表 
情報基盤強化設備等の取得価額等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

６の２⑿ 
教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明

細書 
○ ○ △ ○ 

６の２⒀ 中小連結法人の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除

に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

７の２ 連結欠損金等の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

７の２ 

付表１ 

連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算

に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

７の２ 

付表２ 
連結欠損金個別帰属額に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

７の２ 

付表３ 

会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金

算入に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

８の２ 
連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明

細書 
○ ○ △ ○ 

９⑴ 
保険会社の契約者配当及び協同組合等の事業分量配当等の

損金算入に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

９⑵ 新株予約権に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

９⑶ 連結法人間取引の損益の調整に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

９⑷ 
組合事業等による組合損失額の損金不算入又は組合等損失

超過合計額の損金算入に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

10⑴ 
沖縄の認定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明

細書 
○ ○ △ ○ 
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連結確定申告

書の添付書類

個別帰属額

等の届出書別表番号等 別  表  の  名  称 
連結確定 

申告書 

親 子 子 

 
10⑵ 

探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱

費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

10⑹ 

社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛

の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、造林のための

植林費の損金算入及び特定の基金に対する負担金等の損金

算入に関する明細書 

○ ○ △ ○ 

10 の２ 

収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の

特別控除並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入

に関する明細書 

○ ○ △ ○ 

11⑴ 
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明

細書 
○ ○ △ ○ 

11(１の２) 
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明

細書 
○ ○ △ ○ 

11⑵ 返品調整引当金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

11⑶ 退職給与引当金の益金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

11⑷ 特別修繕引当金の益金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12⑴ 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12⑵ 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12⑶ 
岩石採取場、廃棄物最終処分場及び露天石炭等採掘場に係

る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

12⑷ 
特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算

入に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

12⑸ 特定都市鉄道整備準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12⑹ 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12⑺ ガス熱量変更準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12⑻ 電子計算機買戻損失準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12⑼ 使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12⑽ 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12⑾ 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12⑿ 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12⒀ 社会・地域貢献準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 
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連結確定申告

書の添付書類

個別帰属額

等の届出書別表番号等 別  表  の  名  称 
連結確定 

申告書 

親 子 子 

 

12⒁ 

農用地利用集積準備金の損金算入及び特定農用地利用規程

に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算

入に関する明細書 

○ ○ △ ○ 

12⒂ 

農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定め

るところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関

する明細書 

○ ○ △ ○ 

12⒅ プログラム等準備金の益金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

12(20) 使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

13⑴ 
国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産

等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

13⑵ 
保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関

する明細書 
○ ○ △ ○ 

13⑶ 
交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細

書 
○ ○ △ ○ 

13⑷ 
収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関

する明細書 
○ ○ △ ○ 

 
13⑸ 

特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金

算入に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

13⑹ 
特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入

に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

13⑺ 

大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造

成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算

入に関する明細書 

○ ○ △ ○ 

13⑻ 

認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等

の譲渡に伴い取得した土地建物等の圧縮額等の損金算入に

関する明細書 

○ ○ △ ○ 

13⑼ 
承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換に伴

い取得した土地等の圧縮損の損金算入に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

13⑽ 
特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した

特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

13⑾ 

賦課金で取得した試験研究用資産及び中小企業団体の組織

に関する法律に規定する中小企業者等が現物出資した場合

の圧縮額の損金算入に関する明細書 

○ ○ △ ○ 

―     ― 106



連結確定申告

書の添付書類

個別帰属額

等の届出書別表番号等 別  表  の  名  称 
連結確定 

申告書 

親 子 子 

 

13⑿ 

転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等及び水田

農業構造改革交付金等で取得した固定資産の圧縮額等の損

金算入に関する明細書 

○ ○ △ ○ 

14⑴ 
特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不

算入額の計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

14⑴付表 
特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明

細書 
○ ○ △ ○ 

14⑶ 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

14⑷ 

特定資産譲渡等損失額の損金不算入及び特定資本関係発生

日における時価が帳簿価額を下回っていない資産に関する

明細書 

○ ○ △ ○ 

14⑷付表 時価純資産価額及び簿価純資産価額に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

14 の２ 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

15 の２ 交際費等の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

16⑴ 
旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に

関する明細書 
○ ○ △ ○ 

16⑵ 
旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に

関する明細書 
○ ○ △ ○ 

 
16⑶ 

旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資

産の償却額の計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

16⑷ 
旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又は

リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

16⑸ 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

16⑹ 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

16⑺ 
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明

細書 
○ ○ △ ○ 

16⑻ 一括償却資産の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

16⑼ 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

16⑽ 
資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細

書 
○ ○ △ ○ 

16⑾ 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書 ○ ○ △ ○ 

17⑴ 
国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明

細書 
○ ○ △ ○ 
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連結確定申告

書の添付書類

個別帰属額

等の届出書別表番号等 別  表  の  名  称 
連結確定 

申告書 

親 子 子 

17⑴付表 国外支配株主等及び特定債券現先取引に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

17⑵ 
特定外国子会社等に係る課税対象留保金額又は個別課税対

象留保金額の計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

17⑵付表 特定外国子会社等の判定に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

17(２の２) 

特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る控除対象外国

法人税額及び課税済留保金額の損金算入額等の計算に関す

る明細書 

○ ○ △ ○ 

17(２の２) 

付表１ 

適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済留保金

額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

17(２の２) 

付表２ 

適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済留保金額及

び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書 
○ ○ △ ○ 

17(２の３) 
特定外国子会社等に係る課税済間接配当等の額の計算に関

する明細書 
○ ○ △ ○ 

17(２の４) 特殊関係内国法人の状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

17⑶ 国外関連者に関する明細書 ○ ○ △ ○ 

 
(注) 連結確定申告書別表の用紙は、国税庁のホームページ（http://www.nta.go.jp）の「税務手続の

案内」コーナーに掲載しており､アウトプットして使用することができます。 

―     ― 108



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




